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は
じ
め
に

　

地
域
の
近
代
史
を
調
べ
て
い
る
と
、
軍
隊
・
戦
争
に
関
す
る
資
料
や
遺
跡
と

出
会
う
こ
と
が
多
い
。
そ
の
際
戦
没
者
を
ど
う
扱
っ
た
か
は
、
徴
兵
制
下
の
国

民
と
国
家
の
関
係
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
る
。
陸
軍
は
主
に
聯

隊
の
衛
戍
地
に
陸
軍
墓
地
を
、
海
軍
は
主
に
鎮
守
府
に
海
軍
墓
地
（
海
軍
葬
儀

場
）
を
設
け
た（

1
）。

そ
の
陸
・
海
軍
墓
地
の
最
終
形
態
が
忠
霊
塔
で
あ
り
、
忠
霊

塔
建
設
が
強
力
に
進
め
ら
れ
た
の
は
内
地
だ
け
で
な
く
、
日
露
戦
争
、
満
州
事

変
、
日
中
戦
争
の
戦
地
と
さ
れ
た
中
国
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
中
国
に
建
設
さ
れ

た
忠
霊
塔
の
実
態
と
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

忠
霊
塔
を
歴
史
学
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
必
要
を
論
じ
た
の
は
、
籠
谷

次
郎
「
市
町
村
の
忠
魂
碑
と
忠
霊
塔
に
つ
い
て（

2
）」

で
あ
る
。
こ
の
論
考
は
、
忠

魂
碑
と
大
日
本
忠
霊
顕
彰
会
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
忠
霊
塔
に

つ
い
て
は
課
題
と
し
て
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
ま
た
村
上
重
良
『
慰
霊
と

招
魂

―
靖
国
の
思
想（

3
）』

は
靖
国
神
社
と
忠
魂
碑
を
論
じ
る
中
で
日
本
国
内
で

忠
霊
塔
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
担
っ
た
か
を
述
べ
る
が
、
中
国
に
建
設
さ
れ
た

忠
霊
塔
を
纏
め
て
は
論
じ
て
い
な
い
。
忠
魂
碑
の
歴
史
解
明
を
課
題
に
し
た
大

原
康
男
『
忠
魂
碑
の
研
究（

4
）』

は
、
そ
の
中
で
特
に
「
忠
霊
塔
建
設
運
動
」
の
項

を
立
て
忠
霊
塔
を
検
討
対
象
と
し
て
本
格
的
に
取
り
上
げ
た
。
そ
し
て
「
忠
霊

塔
の
起
源
と
そ
の
性
格
」
の
小
見
出
し
の
中
で
は
、「
満
州
」（
中
国
東
北
地
方

の
俗
称
だ
が
本
稿
で
は
か
つ
て
こ
の
地
方
の
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
用
語
と
し
て

使
用
す
る
。
ま
た
本
来
は
「
満
洲
」
と
表
記
す
べ
き
箇
所
も
本
稿
で
は
便
宜
上
「
満
州
」

の
表
記
で
統
一
す
る
）
に
日
本
軍
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
十
基
の
忠
霊
塔
を
検
討

し
て
そ
の
性
格
を
分
析
し
、
日
本
国
内
の
忠
霊
塔
建
設
運
動
は
「
満
州
に
お
け

日
本
軍
が
中
国
に
建
設
し
た
十
三
基
の
忠
霊
塔
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そ
の
際
「
植
民
地
経
営
を
正
当
化
す
る
論
理
を
可
視
化
す
る
建
造
物（

12
）」

と
し
て

忠
霊
塔
が
目
立
っ
た
場
所
に
建
設
さ
れ
た
と
述
べ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
論
理

の
「
い
わ
ば
逆
輸
入
さ
れ
た
も
の（

13
）」

が
日
本
国
内
で
の
忠
霊
塔
建
設
運
動
で

あ
っ
た
と
大
原
氏
の
先
の
指
摘
を
深
化
さ
せ
る
提
起
を
し
て
い
る
。
し
か
し
こ

の
論
文
で
も
中
国
に
建
設
さ
れ
た
忠
霊
塔
を
全
体
と
し
て
取
り
上
げ
て
検
討
は

し
て
い
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
個
別
研
究
と
は
別
に
神
奈
川
大
学
非
文
字
資
料
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、

二
〇
〇
七
年
か
ら
共
同
研
究
の
成
果
「
海
外
神
社
（
跡
地
）
に
関
す
る
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」
を
公
開
し
、
そ
の
後
追
加
さ
れ
た
情
報
も
開
示
し
て
い
る
。
取
り
上

げ
ら
れ
た
一
〇
三
社
の
中
に
は
、
日
本
軍
が
中
国
に
建
設
し
た
忠
霊
塔
の
画
像

情
報
も
含
ま
れ
て
い
る
。
特
に
「
満
州
」
に
建
設
さ
れ
た
忠
霊
塔
に
つ
い
て
時

期
の
異
な
る
画
像
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
忠
霊
塔
の
推
移
を
考
察
す
る

際
に
参
考
に
な
っ
た
。
た
だ
し
画
像
情
報
が
中
心
で
あ
る
た
め
、
建
設
の
経
緯

な
ど
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
不
十
分
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
日
本
軍
が
中
国
に
建
設
し
た
忠
霊

塔
に
つ
い
て
筆
者
が
部
分
的
に
纏
め
て
き
た
論
考（

14
）を

整
理
し
そ
こ
か
ら
全
体
と

し
て
何
が
言
え
る
か
を
考
察
し
た
い
と
考
え
た
。

　

日
本
軍
が
中
国
に
建
設
し
た
十
三
基
の
忠
霊
塔
は
戦
後
中
国
人
な
ど
に
よ
っ

て
破
壊
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
も
の
は
な
い
。
残
さ
れ
た
記

録
や
記
憶
・
遺
跡
な
ど
か
ら
当
時
の
姿
を
で
き
る
だ
け
明
ら
か
に
し
、
果
た
し

た
役
割
・
機
能
を
検
討
し
た
い
。

る
忠
霊
顕
彰
会
の
活
動
を
そ
の
ま
ま
内
地
に
拡
大
し
よ
う
と
す
る
構
想
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た（

5
）」

と
い
う
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
に
中
国
に

建
設
さ
れ
た
北
京
、
上
海
、
張
家
口
の
忠
霊
塔
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
は
い
な
い
。

　

こ
う
し
た
日
本
社
会
全
体
の
中
に
忠
霊
塔
を
位
置
づ
け
た
研
究
に
対
し
て
、

本
康
宏
史
「『
軍
都
』
と
民
俗
再
考

―
祈
願
と
慰
霊
を
中
心
に（

6
）」

は
、
地
域

の
神
社
界
と
仏
教
界
が
忠
霊
塔
建
設
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
や
が
て
収
拾
し
た
プ

ロ
セ
ス
を
分
析
し
て
い
て
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
日
本
国
内
で
は
突
出
し

て
多
く
の
忠
霊
塔
が
建
設
さ
れ
た
群
馬
県
の
事
例
を
中
心
に
忠
霊
塔
に
関
す
る

多
く
の
研
究
成
果
を
収
録
し
た
今
井
昭
彦
『
近
代
日
本
の
戦
死
者
祭
祀（

7
）』

は
、

日
本
国
内
の
忠
霊
塔
に
つ
い
て
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
。
ま
た
神
奈
川
県
に
つ
い

て
の
坂
井
久
能
氏
の
研
究（

8
）、

高
知
市
に
つ
い
て
の
小
幡
尚
氏
の
研
究（

9
）は

、
忠
霊

塔
の
建
設
と
と
も
に
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
か
も
論
及
し
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
中
国
の
忠
霊
塔
に
関
し
て
正
面
か
ら
は
論
じ
て
い
な
い
。

　

一
方
、
宗
教
社
会
学
の
立
場
か
ら
粟
津
賢
太
「
戦
地
巡
礼
と
記
憶
の
ア
リ
ー

ナ

―
都
市
に
組
み
込
ま
れ
た
死
者
の
記
憶

―
大
連
・
奉
天（

10
）」

は
、
國
學
院

大
學
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
が
二
〇
〇
七
年
二
月
に
開
催
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

記
録
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
は
大
連
・
奉
天
を
中
心
に
「
満
州
」
に
建
設
さ
れ

た
忠
霊
塔
を
対
象
に
論
じ
て
い
る
。
同
論
文
は
二
〇
〇
六
年
九
月
に
開
催
さ
れ

た
歴
博
で
の
共
同
研
究
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
提
起
し
た
論
点（

11
）

を
一
歩
進
め
、

「
満
州
」
に
お
け
る
日
本
の
都
市
整
備
は
半
植
民
地
で
あ
っ
た
「
満
州
」
を
経

営
す
る
統
治
技
術
を
持
つ
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。



日本軍が中国に建設した十三基の忠霊塔

祠
殿
型
で
あ
る
。
こ
の
代
表
的
存
在
が
靖
国
神
社
で
あ
る
。
名
誉
の
戦
死
を
遂

げ
た
と
陸
・
海
軍
が
認
定
し
た
戦
没
者
の
霊
魂
を
「
英
霊
」
と
し
、「
護
国
の

神
」
と
し
て
祀
る
こ
の
慰
霊
追
悼
に
関
し
て
は
激
し
い
賛
否
の
議
論
が
あ
る
。

国
内
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
外
交
上
の
問
題
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
賛
否

両
論
の
立
場
か
ら
研
究
も
進
ん
で
い
る（

17
）。

　

第
二
の
類
型
は
戦
争
記
念
碑
に
よ
る
慰
霊
追
悼
で
あ
る
。
地
域
単
位
で
戦
没

者
の
記
憶
を
碑
文
に
刻
ん
で
語
り
継
ぐ
こ
と
を
目
指
し
た
忠
魂
碑
、
表
忠
碑
、

弔
魂
碑
、
戦
没
者
慰
霊
碑
、
平
和
祈
念
碑
な
ど
多
様
な
戦
争
記
念
碑
が
各
地
に

建
設
さ
れ
多
く
が
現
存
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
戦
没
者
の
霊
魂
を
「
英
霊
」

と
し
て
顕
彰
す
る
慰
霊
追
悼
行
事
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
忠
魂
碑
が
代
表
的

な
存
在
で
、
数
も
多
い
。
し
か
し
国
籍
を
問
わ
ず
沖
縄
戦
で
の
戦
争
犠
牲
者
全

員
の
氏
名
を
石
に
刻
む
こ
と
を
目
指
し
、
慰
霊
追
悼
の
行
事
は
参
加
者
そ
れ
ぞ

れ
に
任
す
「
平
和
の
礎い

し
じ」

の
よ
う
な
戦
争
記
念
碑
も
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
戦
争
記
念
碑
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
六
年
か
ら
一
九
九
九
年
ま
で
続
け
ら
れ

た
箕
面
忠
魂
碑
訴
訟
に
よ
っ
て
大
き
な
波
紋
が
広
が
り
論
争
が
起
き
、
戦
争
記

念
碑
へ
の
認
識
は
深
ま
っ
た（

18
）。

　

第
三
の
類
型
は
、
戦
没
者
の
遺
体
・
遺
骨
を
埋
葬
す
る
陸
・
海
軍
墓
地
と
そ

の
最
終
形
態
と
し
て
の
忠
霊
塔
に
よ
る
慰
霊
追
悼
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
、
一
部
の
関
係
者
以
外
に
は
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。

こ
こ
で
陸
・
海
軍
墓
地
と
い
う
の
は
市
町
村
や
遺
族
会
な
ど
が
各
地
に
作
っ
た

軍
人
墓
地
で
は
な
く
、
陸
・
海
軍
が
設
け
た
国
立
の
墓
地
で
あ
る
。
当
初
は
宗

一
　
陸
・
海
軍
墓
地
と
忠
霊
塔

（
一
）　
戦
没
者
慰
霊
追
悼
の
三
類
型

　

本
題
に
入
る
前
提
と
し
て
、
日
本
軍
の
戦
没
者
を
慰
霊
追
悼
す
る
用
語
に
つ

い
て
整
理
し
、
慰
霊
追
悼
の
三
つ
の
類
型
を
取
り
上
げ
て
忠
霊
塔
が
そ
の
中
で

占
め
る
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

ま
ず
「
戦
没
者
」
と
は
戦
闘
に
よ
る
死
者
（
戦
死
者
）
だ
け
で
な
く
、
戦
病

死
者
や
戦
傷
死
者
、
戦
争
中
の
公
務
に
よ
る
事
故
死
者
も
含
め
て
、
本
稿
で
は

一
括
し
て
表
記
す
る
用
語
と
し
て
扱
う（

15
）。

　

次
に
「
慰
霊
」
と
は
、
一
般
に
「
死
者
の
霊
魂
を
な
ぐ
さ
め
る
こ
と
」（『
広

辞
苑
（
第
五
版
）』）
の
意
味
で
広
く
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
用
語
に
は

「
人
は
死
ん
で
も
霊
魂
が
存
在
し
、
し
か
も
生
き
て
い
る
人
間
が
そ
れ
を
慰
め

得
る
」
と
い
う
一
種
の
宗
教
的
見
解
を
含
ん
で
い
る
。
一
方
「
追
悼
」
と
は

「
死
者
を
し
の
ん
で
、
い
た
み
悲
し
む
こ
と
」（『
広
辞
苑
（
第
五
版
）』）
と
あ
っ

て
、
特
定
の
宗
教
的
立
場
に
立
た
な
い
用
語
で
あ
る
。
本
稿
で
は
両
者
を
纏
め

て
「
慰
霊
追
悼
」
と
表
記
す
る
。

　

ま
た
本
稿
の
「
中
国
」
は
「
満
州
」
も
含
む
地
域
を
示
す
も
の
と
し
て
使
用

す
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
取
り
上
げ
る
十
三
基
の
忠
霊
塔
と
は
、「
満
州
」

に
建
て
ら
れ
た
十
基
と
北
京
、
上
海
、
張
家
口
の
三
基
の
忠
霊
塔
で
あ
る
。

　

日
本
軍
の
戦
没
者
の
慰
霊
追
悼
に
は
三
つ
の
類
型
が
あ
る（

16
）。

第
一
の
類
型
は



（
二
）　
陸
・
海
軍
墓
地
の
概
要
と
忠
霊
塔

　

先
に
陸
・
海
軍
墓
地
、
忠
霊
塔
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
と
記

し
た
が
、
近
年
研
究
が
進
み
つ
つ
あ
り
国
内
の
総
数
は
九
十
余
カ
所
、
陸
軍
は

聯
隊
の
衛
戍
地
、
海
軍
は
鎮
守
府
の
所
在
地
な
ど
の
周
辺
に
主
と
し
て
設
置
さ

れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た（

24
）。

た
だ
し
戦
後
の
社
会
で
は
軍
隊
に
関
連
し
た

施
設
な
ど
を
忌
避
す
る
空
気
が
強
く
、
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
陸
・
海
軍
墓
地
も

存
在
す
る
。

　

一
八
七
一
年
（
明
治
四
）
に
最
初
の
陸
軍
墓
地
が
大
阪
真
田
山
に
作
ら
れ
て（

25
）

以
後
、
各
地
に
設
け
ら
れ
た
陸
・
海
軍
墓
地
は
一
九
四
五
年
十
一
月
ま
で
軍
隊

の
経
営
す
る
墓
地
と
し
て
運
用
さ
れ
た
。
陸
・
海
軍
省
が
解
体
さ
れ
る
と
大
蔵

省
財
務
局
管
理
の
国
有
財
産
と
さ
れ（

26
）、

以
後
地
方
自
治
体
や
宗
教
団
体
な
ど
に

払
下
げ
ら
れ
た
り
移
管
し
た
も
の
が
あ
る
一
方
で
、
財
務
省
が
所
有
し
て
い
る

も
の
も
あ
る
。

　

陸
・
海
軍
墓
地
が
祠
殿
型
や
戦
争
記
念
碑
型
の
慰
霊
追
悼
と
大
き
く
異
な
る

の
は
、
戦
没
者
だ
け
で
な
く
平
時
の
兵
役
従
事
者
が
病
死
や
事
故
死
し
た
場
合

に
も
そ
の
遺
体
・
遺
骨
の
埋
葬
場
と
し
て
役
割
を
果
た
し
て
い
た
点
で
あ
る
。

そ
の
結
果
処
罰
を
受
け
て
い
る
軍
人（

27
）や

自
殺
し
た
兵
士（

28
）の

墓
な
ど
も
含
ま
れ
る

が
、
彼
ら
も
平
等
に
一
区
画
が
割
り
当
て
ら
れ
墓
標
が
建
て
ら
れ
て
そ
の
死
亡

事
由
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
慰
霊
追
悼
の
場
で
は
あ
っ
て
も
顕
彰

の
場
で
は
な
か
っ
た
。

　

初
期
の
陸
・
海
軍
墓
地
は
土
葬
で
あ
っ
た
が
、
日
清
・
日
露
戦
争
で
は
戦
没

教
色
を
伴
わ
な
い
施
設
と
し
て
運
営
さ
れ（

19
）、

慰
霊
追
悼
の
場
で
は
あ
っ
て
も
顕

彰
の
場
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
変
化
す
る
の
は
日
中
戦
争
に
よ
っ
て
戦
没
者

が
激
増
し
、
火
葬
し
た
遺
骨
の
分
骨
を
合
葬
す
る
よ
う
に
な
り
、
忠
霊
塔
が
建

設
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る（

20
）。

　
「
忠
霊
塔
」
と
は
一
般
に
は
「
忠
義
の
た
め
に
生
命
を
す
て
た
も
の
の
霊
魂

を
ま
つ
る
塔
」（『
広
辞
苑
（
第
五
版
）』）
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
る
。
事
実

こ
の
意
味
で
建
立
さ
れ
、
納
骨
施
設
の
な
い
戦
争
記
念
碑
の
一
種
と
し
て
の
忠

霊
塔
は
現
存
し
て
い
る（

21
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
本
稿
で
取
り
上
げ
る
忠
霊
塔
は
次
の
定
義（

22
）に

該
当
す
る
も
の

で
あ
る
。

市
町
村
や
戦
地
に
建
設
さ
れ
た
納
骨
施
設
を
伴
っ
た
巨
大
な
建
造
物
。
こ

れ
を
建
立
し
た
財
団
法
人
大
日
本
忠
霊
顕
彰
会
は
陸
軍
の
強
い
支
援
を
受

け
、
一
九
三
九
年
（
昭
和
十
四
）
七
月
に
発
会
し
た
。
日
中
戦
争
の
激
化

で
戦
病
死
者
が
増
え
、
そ
の
顕
彰
・
慰
霊
の
碑
表
建
設
の
要
望
が
民
間
に

拡
が
り
、
こ
れ
を
総
力
戦
を
闘
い
抜
く
精
神
的
動
員
運
動
に
活
用
し
よ
う

と
し
た
の
が
忠
霊
塔
で
あ
る
。

　

そ
し
て
納
骨
施
設
を
伴
っ
た
忠
霊
塔
の
源
流
は
、「
満
州
」
に
建
立
さ
れ
た

十
基
の
忠
霊
塔
で
あ
る
と
い
う（

23
）。

本
稿
で
は
こ
の
十
基
の
忠
霊
塔
と
、
北
京
、

上
海
、
張
家
口
に
日
本
軍
が
建
設
し
た
三
基
の
忠
霊
塔
を
検
討
対
象
と
す
る
。
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れ
ず
別
に
合
葬
塔
を
一
基
建
て
る
こ
と
（
第
十
三
条
二
）
と
さ
れ
た
。
戦
没
者

の
遺
族
が
分
骨
し
て
軍
に
合
葬
を
願
い
出
て
許
可
を
受
け
軍
の
用
意
し
た
均
一

サ
イ
ズ
の
骨
壺
に
納
め
る
と
、
軍
は
栄
誉
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
公
葬
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　

そ
し
て
陸
・
海
軍
墓
地
に
以
後
個
人
墓
は
作
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
墓
標

が
林
立
す
る
景
観
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
そ
う
し
た
一
括
さ
れ
た
合
葬
墓
塔
だ
け
で
は
満
た
さ
れ
な
い
思
い
を

持
つ
遺
族
は
少
な
く
な
か
っ
た（

32
）。

東
京
の
靖
国
神
社
で
特
別
の
日
だ
け
「
英
霊

顕
彰
」
さ
れ
る
こ
と
に
満
足
で
き
な
い
遺
族
の
声
に
応
え
よ
う
と
神
社
界
は
運

動
し
、
招
魂
社
を
管
理
し
て
い
た
内
務
省
は
一
九
三
九
年
四
月
に
招
魂
社
を
も

と
に
各
府
県
に
原
則
一
社
の
護
国
神
社
の
設
置
を
認
め
た
。
各
地
で
勤
労
奉
仕

に
よ
る
整
地
作
業
が
行
わ
れ
各
団
体
が
組
織
さ
れ
護
国
神
社
の
創
建
が
進
め
ら

れ
た（

33
）。

　

こ
の
動
き
に
対
し
て
仏
教
界
か
ら
は
戦
没
者
慰
霊
追
悼
を
靖
国
神
社
―
護
国

神
社
に
独
占
さ
れ
る
と
危
惧
す
る
声
が
挙
が
っ
た
。
多
数
の
戦
没
者
を
出
し
た

部
隊
か
ら
は
戦
友
の
遺
骨
も
顕
彰
し
て
ほ
し
い
と
い
う
声
が
強
か
っ
た
。
遺
族

か
ら
は
府
県
一
社
の
護
国
神
社
よ
り
も
っ
と
身
近
か
な
市
町
村
に
名
誉
墓
域
を

求
め
る
声
が
出
て
い
た（

34
）。

　

こ
う
し
た
声
を
受
け
と
め
束
ね
て
忠
霊
塔
を
作
る
と
い
う
運
動
を
組
織
し
て

い
っ
た
の
は
陸
軍
中
佐
桜
井
徳
太
郎
で
あ
っ
た（

35
）。

陸
軍
は
こ
の
運
動
を
強
く
支

援
し
、
仏
教
界
も
宗
派
を
超
え
て
協
力
し
た
。
日
中
戦
争
開
戦
二
年
目
の

者
の
遺
体
は
火
葬
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
戦
没
者
は
陸
・
海
軍
墓
地
に
葬
る

の
が
本
則
で
あ
っ
た
が
、
遺
族
の
申
出
が
あ
れ
ば
遺
族
に
渡
さ
れ
た（

29
）。

　

陸
・
海
軍
墓
地
の
景
観
が
大
き
く
変
わ
り
、
そ
の
役
割
が
大
き
く
変
わ
る
画

期
を
な
し
た
の
が
、
一
九
三
八
年
五
月
に
制
定
さ
れ
た
「
陸
軍
墓
地
規
則
」
で

あ
っ
た（

30
）。

日
中
戦
争
で
戦
没
者
が
激
増
し
た
こ
と
に
応
じ
て
、
陸
・
海
軍
墓
地

の
対
応
を
検
討
し
て
こ
の
規
則
が
制
定
さ
れ
た
。

　

そ
の
結
果
戦
没
者
の
遺

骨
は
各
遺
族
の
墳
墓
に
葬

る
こ
と
に
し
、
そ
の
分
骨

を
陸
・
海
軍
墓
地
に
集
め

て
一
事
変
ま
た
は
一
戦
役

ご
と
に
一
基
の
戦
没
者
合

葬
塔
を
作
る
こ
と
に
な
っ

た
。「
英
霊
」
の
「
顔
の

見
え
な
い
『
合
葬
』
の
時

代（
31
）」

が
始
ま
っ
た
。
こ
う

し
て
陸
・
海
軍
墓
地
が

「
英
霊
の
合
葬
墓
」
す
な

わ
ち
顕
彰
の
場
と
さ
れ
る

と
、
平
時
の
兵
役
従
事
中

の
死
者
は
そ
こ
に
含
め
ら

生
徒
學
生
及
下
士
墓
標

卒
墓
標

図 1　階級差のある墓標
出典：明治 32 年 1 月 7 日海軍省令第 1 号「海軍生徒学生下士卒死亡者取扱

規則」第 18 条付図。



各
庁
府
県
長
官
宛
て
に
令
達
し
、
顕
彰
会
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
。

皇
軍
主
要
会
戦
地
ニ
於
ケ
ル
忠
霊
塔
ノ
建
設
ニ
対
ス
ル
助
成
並
ニ
之
カ
維

持
祭
祀
ヲ
主
タ
ル
事
業
ト
シ
、
若
シ
財
政
上
余
裕
ヲ
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
併

セ
テ
内
外
地
ニ
於
ケ
ル
忠
霊
塔
建
設
ニ
対
ス
ル
助
成
指
導
其
ノ
他
ノ
忠
霊

顕
彰
事
業
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス

　

こ
う
し
て
戦
没
者
分
骨
の
合
葬
墓
塔
と
し
て
忠
霊
塔
の
性
格
づ
け
が
な
さ
れ

る
と
、
次
に
陸
・
海
軍
墓
地
と
の
関
係
が
問
題
に
な
っ
た
。

　

一
九
四
一
年
（
昭
和
十
六
）
七
月
、
陸
軍
省
は
積
極
的
に
陸
軍
墓
地
に
忠
霊

塔
を
建
設
す
る
方
向
で
次
の
通
り
陸
軍
墓
地
規
則
を
改
訂
し
た（

41
）。

第
十
三
条
﹇
前
略
、
戦
没
者
﹈
ヲ
合
葬
ス
ル
為
陸
軍
墓
地
ニ
一
戦
役
又
ハ

一
事
変
毎
ニ
一
基
ノ
忠
霊
塔
ヲ
建
設
ス
﹇
中
略
﹈
陸
軍
部
隊
所
在
地
ノ
市

町
村
ニ
於
テ
戦
役
又
ハ
事
変
ニ
際
シ
戦
没
者
ノ
為
忠
霊
塔
ヲ
建
設
ス
ル
場

合
ニ
於
テ
ハ
前
項
ノ
陸
軍
墓
地
忠
霊
塔
ヲ
市
町
村
ノ
忠
霊
塔
ニ
併
合
セ
シ

ム
ル
コ
ト
ヲ
得
﹇
後
略
﹈

　

こ
う
し
て
市
町
村
ご
と
に
一
基
の
忠
霊
塔
を
建
設
す
る
運
動
は
新
た
な
広
が

り
を
見
せ
、
海
軍
の
戦
没
者
も
合
葬
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
新
聞
は
連
日
忠
霊

塔
建
設
の
た
め
に
献
金
を
し
た
「
美
談
」
を
載
せ
、
新
聞
社
ご
と
に
募
金
額
累

一
九
三
九
年
（
昭
和
十
四
）
七
月
七
日
に
財
団
法
人
大
日
本
忠
霊
顕
彰
会
（
以

下
「
顕
彰
会
」
と
略
記
）
が
結
成
さ
れ
た
。
会
長
は
関
東
軍
前
司
令
官
、
後
備

役
陸
軍
大
将
菱
刈
隆
、
名
誉
会
長
は
首
相
、
名
誉
顧
問
に
枢
密
院
議
長
と
閣
僚
、

顧
問
に
陸
海
軍
将
官
や
大
新
聞
社
の
社
長
、
東
京
・
大
阪
市
長
な
ど
が
委
嘱
さ

れ（
36
）、「

準
政
府
機
関
の
如
き
内
容（

37
）」

と
評
さ
れ
る
体
制
で
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
戦
没
者
慰
霊
追
悼
の
主
導
権
を
め
ぐ
っ
て
、
忠
霊
塔
建
設
と
護

国
神
社
創
建
運
動
の
対
立
が
顕
在
化
し
始
め
た（

38
）。

そ
の
た
め
仏
教
界
・
陸
軍
側

と
神
社
界
・
内
務
省
で
妥
協
が
は
か
ら
れ
一
九
三
九
年
十
一
月
四
日
に
顕
彰
会

幹
部
と
神
社
界
首
脳
が
懇
談
し
て
次
の
合
意
に
達
し
対
立
を
収
め
た（

39
）。

忠
霊
塔
は
支
那
事
変
に
於
い
て
名
誉
の
戦
死
を
な
せ
る
英
霊
の
遺
骨
を
納

む
る
も
の
で
あ
り
、
即
ち
墓
で
あ
り
、
墳
墓
で
あ
つ
て
、
こ
れ
が
管
理
は

市
町
村
に
お
い
て
な
す
事
と
す
る
の
で
即
ち
公
営
墳
墓
と
称
す
可
き
も
の

で
あ
る
。

　

合
意
は
忠
霊
塔
を
祭
祀
施
設
で
は
な
く
墳
墓
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

戦
没
者
の
遺
骨
を
「
忠
霊
」
と
し
て
そ
の
分
骨
を
市
町
村
単
位
で
塔
を
建
て
て

合
葬
し
顕
彰
す
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
祭
祀
施
設
で
は
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
後
に
取
り
上
げ
る
「
満
州
」
の
忠
霊
塔
と
同
様
に
納
骨
施
設
と
祭
祀
施

設
を
一
体
の
も
の
と
す
る
忠
霊
塔
建
設
運
動
は
挫
折
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
内

務
省
は
こ
の
合
意
を
承
け
て
同
月
「
支
那
事
変
ニ
関
ス
ル
碑
表
建
設
ノ
件（

40
）」

を



日本軍が中国に建設した十三基の忠霊塔

戦
局
の
転
機
で
あ
り
、
戦
没
者
に
対
す
る
軍
の
方
針
の
転
換
を
も
た
ら
し
た
。

ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
の
戦
没
者
は
二
万
人
に
の
ぼ
り
、
そ
の
多
く
は
餓
死
者
で

あ
っ
た
。
辛
く
も
脱
出
で
き
た
一
万
人
が
戦
没
者
の
遺
骨
収
集
な
ど
で
き
る
状

況
で
は
な
か
っ
た（

43
）。

二
万
人
も
の
戦
没
者
の
遺
骨
が
な
け
れ
ば
忠
霊
塔
に
分
骨

し
て
納
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
陸
軍
は
こ
の
事
態
を
説
明
す
る
た
め
、
遺
骨

箱
や
骨
壺
に
遺
骨
が
入
っ
て
い
な
い
場
合
は
「
箱
内
ハ
遺
骨
ア
リ
ト
考
フ
ル
ヨ

リ
ハ
英
霊
ヲ
収
メ
参
ラ
シ
ム
ル
モ
ノ
」、「
遺
骨
ハ
必
ス
シ
モ
還
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア

ラ
ン
モ
英
霊
ハ
必
ス
還
ル
」
と
遺
族
に
理
解
さ
せ
よ
と
指
示
し
た（

44
）。

　

顕
彰
会
が
強
調
し
た
戦
没
者
の
遺
骨
を
「
忠
霊
」
と
し
て
祀
る
は
ず
で
あ
っ

た
の
に
、
霊
魂
を
祀
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
靖
国
神
社
―
護
国
神
社
で
済
む

こ
と
に
な
る
。
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
攻
防
戦
以
後
、
戦
没
者
は
急
増
す
る
が
遺
骨

の
な
い
「
英
霊
」
の
分
骨
を
忠
霊
塔
に
納
め
る
遺
族
の
全
戦
没
者
に
対
す
る
割

合
は
減
少
し
、
忠
霊
塔
は
戦
没
者
慰
霊
追
悼
の
施
設
と
し
て
そ
の
存
在
価
値
を

急
速
に
失
っ
て
い
っ
た（

45
）。

　

ま
た
軍
の
側
か
ら
も
直
接
戦
力
増
強
に
繫
が
ら
な
い
戦
没
者
慰
霊
追
悼
の
た

め
の
募
金
を
止
め
た
。
そ
の
契
機
は
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
の
攻
防
戦
で
日
本
軍
が

大
敗
し
た
一
九
四
二
年
十
月
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る（

46
）。

一
九
四
三
年
に
入
る
と

陸
・
海
軍
は
戦
没
者
の
個
人
墓
碑
建
設
を
も
強
く
抑
制
す
る
通
牒（

47
）

を
出
し
た
。

そ
こ
で
は
「
国
家
総
力
ヲ
挙
ゲ
テ
戦
力
増
強
生
産
拡
充
ニ
結
集
ス
ヘ
キ
現
時
局

下
ニ
ア
リ
テ
ハ
徹
底
的
ニ
節
減
ス
ル
コ
ト
﹇
中
略
﹈
新
墓
碑
建
設
ノ
モ
ノ
ニ
ア

リ
テ
ハ
現
戦
争
間
ハ
努
メ
テ
質
素
ナ
ル
木
碑
ヲ
以
テ
之
ニ
代
フ
ル
如
ク
ス
ル
コ

計
を
公
表
し
て
競
っ
た
。

　

各
市
町
村
に
一
基
建
設
さ
れ
た
忠
霊
塔
は
陸
軍
墓
地
と
し
て
扱
わ
れ
る
予
定

で
あ
り
、
全
陸
軍
墓
地
に
は
陸
・
海
軍
墓
地
を
統
合
し
た
忠
霊
塔
が
建
て
ら
れ

る
予
定
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
忠
霊
塔
は
陸
・
海
軍
墓
地
の
最
終
形
態

で
あ
っ
た
。

　

一
九
四
二
年
十
月

一
日
現
在
、
す
で
に

完
成
し
た
忠
霊
塔
は

一
二
四
基
、
近
く
完

成
す
る
も
の
一
四
〇

基
、
そ
し
て
建
設
希

望
・
予
定
の
忠
霊
塔

は
一
五
〇
〇
基
も

あ
っ
た
と
い
う（

42
）。

し

か
し
そ
の
多
く
は
戦

況
が
急
速
に
不
利
に

な
り
実
現
し
な
か
っ

た
。

　

一
九
四
二
年
後
半

の
米
軍
と
の
ガ
ダ
ル

カ
ナ
ル
島
攻
防
戦
は

図 2　1941 年の陸軍墓地規則第 10条の納骨壺
出典：昭和 16 年 7 月 19 日陸軍省令第 28 号「陸軍墓地規則」第 10 条付図。



命
じ
て
各
地
に
散
在
す
る
遺
骨
を
回
収
し
て
内
地
に
送
還
し
、
京
都
の
泉
涌
寺

舎
利
殿
に
仮
安
置
し
た
。
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
十
五
）
秋
に
東
京
護
国
寺
に

忠
霊
殿
（
多
宝
塔
の
拝
殿
）
が
完
成
す
る
と
そ
こ
に
移
さ
れ
大
法
要
が
執
行
さ

れ
、
多
宝
塔
裏
の
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
た
。
こ
れ
が
「
忠
霊
塔
の
元
祖
と
も
い
ふ

べ
き
護
国
寺
多
宝
塔
の
由
来（

51
）」

と
述
べ
ら
れ
る
。

　

こ
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、
日
露
戦
争
後
日
本
軍
の
戦
没
者
は
火
葬
さ
れ
て
遺

骨
は
直
ち
に
故
郷
の
遺
族
に
還
送
さ
れ
た
。
残
っ
た
遺
灰
は
戦
場
跡
付
近
の
各

地
に
埋
葬
さ
れ
た
。
日
露
戦
争
後
日
本
は
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
に
基
づ
い
て

一
九
〇
六
年
（
明
治
三
十
九
）
に
旅
順
に
関
東
都
督
府
を
置
き
、
長
春
―
旅
順

間
の
旧
東
清
鉄
道
お
よ
び
沿
線
の
炭
坑
経
営
権
を
引
き
継
ぐ
南
満
州
鉄
道
株
式

会
社
（
以
下
「
満
鉄
」
と
略
記
）
を
設
立
し
た
。
埋
葬
地
の
大
部
分
は
満
鉄
沿

線
付
属
地
の
外
に
あ
り
、
そ
の
ま
ま
保
存
・
管
理
す
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
。

関
東
都
督
府
の
守
備
隊
（
後
の
関
東
軍
）
は
命
を
受
け
て
埋
葬
地
の
遺
灰
を
集

め
、
一
九
〇
七
年
か
ら
一
九
一
〇
年
に
か
け
て
旅
順
・
大
連
・
遼
陽
・
奉
天

（
現
瀋
陽
）・
安
東
（
現
丹
東
）
の
各
地
に
建
立
さ
れ
た
納
骨
祠
に
納
骨
し
た（

52
）。

そ
し
て
こ
れ
が
「
満
州
」
の
忠
霊
塔
建
設
の
ス
タ
ー
ト
と
顕
彰
会
は
記
述
す
る（

53
）。

ゆ
か
り
の
あ
る
満
州
国
の
各
地
に
、
壮
大
な
る
忠
霊
塔
を
建
立
し
て
、
戦

没
勇
士
の
英
霊
を
慰
め
よ
う
と
い
ふ
至
純
至
高
な
る
運
動
は
、
日
露
戦
役

の
終
了
す
る
と
同
時
に
、
早
く
も
一
部
識
者
の
間
に
そ
の
議
が
起
り
、
や

が
て
明
治
四
十
年
に
及
び
ま
し
て
、
時
の
関
東
都
督
府
が
其
の
中
心
と
な

ト
」
と
指
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
一
部
の
例
外（

48
）は

あ
る
が
、
忠
霊
塔
建
設
運

動
は
ピ
リ
オ
ド
を
打
た
れ
、
忠
霊
塔
に
よ
る
戦
没
者
慰
霊
追
悼
運
動
は
終
息
さ

せ
ら
れ
た
。

　

日
本
国
内
で
忠
霊
塔
建
設
運
動
が
進
め
ら
れ
て
い
る
時
、
戦
場
で
あ
っ
た
中

国
で
は
北
京
、
上
海
、
張
家
口
に
巨
大
な
忠
霊
塔
が
建
設
さ
れ
た（

49
）。

そ
し
て
そ

の
前
提
と
な
っ
た
の
は
「
満
州
」
の
忠
霊
塔
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
次
に
「
満

州
」
の
忠
霊
塔
を
検
討
す
る
。

　

な
お
納
骨
施
設
と
し
て
の
忠
霊
塔
は
、
日
露
戦
争
以
後
「
満
州
」
の
主
要
会

戦
地
に
建
設
さ
れ
、
満
州
事
変
、
日
中
戦
争
で
も
主
な
戦
地
に
建
設
さ
れ
た
。

大
き
な
会
戦
が
な
か
っ
た
台
湾
、
朝
鮮
、
樺
太
に
は
忠
霊
塔
は
建
設
さ
れ
な

か
っ
た
。
納
骨
施
設
の
な
い
戦
争
記
念
碑
と
し
て
の
表
忠
塔
、
忠
魂
碑
な
ど
や

海
外
神
社
は
、
日
本
の
植
民
地
・
支
配
地
・
占
領
地
な
ど
の
各
地
に
建
設
さ
れ

た
が
、
本
稿
で
は
対
象
と
し
な
い
。

二
　「
満
州
」
に
建
設
さ
れ
た
十
基
の
忠
霊
塔
の
内
容

（
一
）　
は
じ
め
か
ら
「
満
州
」
に
十
基
の
忠
霊
塔
が
建
設
さ
れ
た
と
す
る
説

　

納
骨
施
設
を
伴
う
忠
霊
塔
の
起
源
に
つ
い
て
、
顕
彰
会
の
説
明（

50
）を

要
約
す
る

と
以
下
の
事
情
で
あ
っ
た
と
い
う
。
日
清
戦
争
の
戦
没
者
遺
骨
は
遼
東
半
島
の

戦
場
で
あ
っ
た
各
地
に
埋
葬
さ
れ
た
。
日
本
軍
が
撤
退
す
る
と
現
地
の
中
国
人

の
中
に
は
、
こ
の
墓
を
暴
く
も
の
が
あ
っ
た
。
陸
軍
当
局
は
当
時
の
守
備
隊
に
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「
正
史
」
で
あ
る
。
史
料
批
判
の
必
要
な
文
献
だ
が
、
当
時
の
「
満
州
帝
国
」

の
主
張
が
そ
の
ま
ま
収
録
さ
れ
て
い
る
。
忠
霊
塔
に
関
し
て
以
下
に
抄
出
す
る（

58
）。

満
州
国
内
に
於
け
る
忠
霊
塔
、
忠
魂
碑
及
び
記
念
碑
の
類
は
日
本
側
の
所

管
に
属
す
る
も
の
と
満
州
国
側
の
所
管
に
属
す
る
も
の
と
の
二
系
統
に
分

れ
る
。

一
、
日
本
側
所
管
に
属
す
る
忠
霊
塔

﹇
前
略
﹈
而
し
て
昭
和
十
七
年
﹇
康
徳
九
年
﹈
現
在
に
於
て
は
本
会
﹇
財
団

法
人
忠
霊
顕
彰
会
・
筆
者
補
足
﹈
の
所
管
に
属
す
る
忠
霊
塔
﹇
即
ち
在
満
日

本
側
忠
霊
塔
﹈
は
左
の
十
基
で
あ
る
。

旅
順
、
大
連
、
遼
陽
、
奉
天
、
安
東
、
新
京
、
哈
爾
濱
、
齊
々
哈
爾
、
承

徳
、
海
拉
爾
各
忠
霊
塔
﹇
建
設
年
月
省
略
﹈

以
上
の
忠
霊
塔
に
於
け
る
合
祀
納
骨
数
は
昭
和
十
七
年
九
月
現
在
に
於
て

約
十
一
万
三
千
柱
と
な
つ
て
ゐ
る
。﹇
後
略
﹈

二
、
満
州
国
側
の
所
管
に
属
す
る
忠
魂
碑
其
他
右
の
忠
霊
顕
彰
会
の
所
管

に
属
す
る
忠
霊
塔
及
び
戦
跡
以
外
の
忠
魂
碑
、
記
念
碑
、
頌
徳
碑
及
び
祀

祠
の
類
は
総
て
当
然
に
満
州
国
側
の
所
管
に
属
し
、
其
の
管
轄
機
関
は
民

生
部
で
あ
る
。﹇
中
略
﹈
建
国
後
新
国
家
の
建
設
に
即
応
し
て
新
し
い
意

義
内
容
を
盛
つ
た
も
の
が
相
踵
い
で
全
国
各
地
に
建
設
せ
ら
れ
る
に
至
つ

た
。﹇
中
略
﹈
但
し
此
の
種
の
も
の
ゝ
濫
立
の
弊
に
陥
る
を
防
ぎ
且
其
の

維
持
保
存
を
完
か
ら
し
め
る
為
め
に
民
生
部
に
於
て
は
「
記
念
碑
及
祀
祠

つ
て
、
工
事
に
着
手
し
、
ま
づ
、
旅
順
、
大
連
、
遼
陽
、
奉
天
、
安
東
の

都
合
五
ケ
所
に
、
崇
厳
な
納
骨
場
の
建
設
を
見
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ

り
ま
す
。

　

そ
の
後
シ
ベ
リ
ア
出
兵
、
満
州
事
変
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
な
ど
の
戦
没
者
遺

骨
の
分
骨
を
納
め
る
た
め
の
忠
霊
塔
が
新
京
（
現
長
春
）・
哈ハ

爾ル

濱ピ
ン

・
齊チ

チ々

哈ハ

爾ル

・
承
徳
・
海ハ

イ

拉ラ

爾ル

の
五
カ
所
に
建
設
さ
れ
た
。
顕
彰
会
は
ま
と
め
て
次
の
よ

う
に
記
述
す
る（

54
）。

と
こ
ろ
が
更
に
そ
の
後
に
な
つ
て
、
主
と
し
て
満
州
事
変
の
戦
没
者
の
遺

骨
を
合
祀
す
る
た
め
に
、
新
京
、
哈は

爾る

浜ぴ
ん

、
齊ち

々ゝ
哈は

爾る

、
承
徳
、
牡ぼ

丹た
ん

江こ
う

（
55
）

の
五
ケ
所
の
地
を
選
定
し
て
、
そ
れ
〴
〵
立
派
な
忠
霊
塔
が
建
て
ら
れ
ま

し
た
の
で
、
今
日
で
は
、
全
満
州
を
通
じ
て
、
都
合
十
基
の
大
忠
霊
塔
を

仰
ぐ
こ
と
に
な
つ
た
次
第
で
、
こ
れ
に
就
き
ま
し
て
も
、
其
の
建
設
の
局

に
当
ら
れ
た
方
々
の
並
々
な
ら
ぬ
御
苦
労
は
、
亦
感
謝
の
外
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
が
は
じ
め
か
ら
「
満
州
」
に
十
基
の
忠
霊
塔
が
建
設
さ
れ
た
と
す
る
代

表
的
説
で
あ
る
。

　

日
本
の
完
全
な
傀
儡
政
権
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
「
満
州
帝
国
政
府
」
の
編

『
満
州
建
国
十
年
史（

56
）』

は
、
一
九
四
一
年
（
昭
和
十
六
、「
康
徳
八
」）
三
月
一
日

の
決
定
に
よ
り
一
九
四
二
、四
三
年
頃
に
執
筆
さ
れ
た（

57
）「

満
州
帝
国
政
府
」
の



は
「
満
州
」
在
住
日
本
人
の
「
常
識
」
に
な
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
そ
う
し
た
認
識
を
も
と
に
、
日
本
国
内
で
の
忠
霊
塔
建
設
運
動
が
進

め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
戦
後
は
じ
め
て
本
格
的
に
忠
霊
塔
を
検
討
し
た
大
原
康
男

氏
も
大
筋
で
こ
の
見
解
を
引
き
継
い
で
い
た（

60
）。

忠
霊
塔
の
研
究
を
進
め
て
い
る

近
年
の
諸
論
考
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
通

り
取
り
上
げ
て
い
な
い
。

　

し
か
し
十
基
の
忠
霊
塔
に
関
す
る
諸
資
料
を
見
て
い
く
と
、
一
括
し
て
十
基

と
扱
う
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
二
）　
五
基
の
納
骨
祠
と
五
基
の
忠
霊
塔

　
「
満
州
」
に
あ
っ
た
十
基
の
忠
霊
塔
を
、
表
1
に
一
覧
表
に
し
た
。
納
骨
祠
・

忠
霊
塔
が
竣
工
し
た
順
に
並
べ
て
い
る
が
、
日
本
軍
が
明
治
期
に
建
設
し
た
五

基
と
昭
和
期
に
建
設
し
た
五
基
は
異
質
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
本
稿
で
は
第
一

期
と
第
二
期
と
名
付
け
て
以
下
に
論
を
進
め
た
い
。
な
お
「
満
州
」
に
建
設
さ

れ
た
十
基
の
忠
霊
塔
の
所
在
地
を
図
3
に
示
し
た（

61
）。

　

ま
ず
当
時
の
記
述
を
注
意
深
く
見
て
ゆ
く
と
、
必
ず
し
も
十
基
の
忠
霊
塔
説

ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
第
一
期
の
五
基
の
塔
に
最
も
直
接
関
わ
る

関
東
局
（
も
と
関
東
都
督
府
）
は
一
九
三
六
年
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

62
）。

基
本
的
事
情
の
明
ら
か
に
な
る
史
料
な
の
で
、
長
文
で
は
あ
る
が
全
文
引
用
す

る
。
な
お
後
に
こ
の
史
料
を
引
用
す
る
便
の
た
め
、
本
稿
用
の
史
料
番
号
を
付

け
る
。

建
設
規
則
」﹇
康
徳
八
年
十
月
二
十
八
日
民
生
部
令
第
六
十
八
号
﹈
を
制
定
し

て
之
を
統
制
し
て
ゐ
る
。

　

は
じ
め
か
ら
「
満
州
」
に
十
基
の
忠
霊
塔
が
建
設
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。

な
お
こ
の
記
述
か
ら
は
日
本
側
（
忠
霊
顕
彰
会
）
所
管
以
外
に
も
「
満
州
国
」

所
管
の
納
骨
施
設
を
伴
う
在
「
満
州
」
日
本
人
建
立
の
忠
霊
塔
が
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
が
、
本
稿
で
の
検
討
対
象
と
は
し
な
い
。

　
「
満
州
」
在
住
日
本
人
の
子
ど
も
用
の
補
充
教
科
書
が
在
満
日
本
教
育
会
教

科
書
編
集
部
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
た（

59
）。

そ
の
中
の
『
我
等
の
郷
土
』
に
は
、
各

地
の
自
然
、
産
業
、
交
通
通
信
、
役
所
・
会
社
・
学
校
、
神
社
と
公
園
、
附
近

の
名
所
な
ど
の
項
が
あ
り
忠
霊
塔
が
順
に
説
明
さ
れ
る
が
、
は
じ
め
か
ら
十
基

の
忠
霊
塔
が
建
設
さ
れ
た
と
す
る
説
を
踏
ま
え
た
説
明
に
な
っ
て
い
る
。『
満

州
補
充
読
本
』
高
一
の
巻
に
は
「
忠
霊
塔
の
父
」
と
い
う
項
が
あ
り
、
日
露
戦

争
時
に
首
山
堡
の
戦
闘
で
戦
死
し
た
兵
士
の
息
子
が
遼
陽
忠
霊
塔
に
父
の
面
影

を
求
め
て
お
参
り
に
い
く
と
い
う
筋
書
き
で
、
子
ど
も
が
忠
霊
塔
を
身
近
か
に

感
じ
崇
敬
の
念
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
『
満
州
補
充

読
本
』
四
の
巻
に
は
「
忠
霊
塔
巡
り
」
と
い
う
項
で
一
郎
と
い
う
少
年
と
兄
が

旅
順
、
大
連
、
遼
陽
、
奉
天
、
新
京
、
哈
爾
濱
の
忠
霊
塔
を
巡
る
紀
行
文
の
形

で
「
満
州
」
の
忠
霊
塔
十
基
中
六
基
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
「
満
州
」
在
住
の
子
ど
も
た
ち
の
間
で
は
は
じ
め
か
ら
「
満
州
」

に
は
十
基
の
忠
霊
塔
が
建
設
さ
れ
た
と
い
う
認
識
が
一
般
的
と
な
り
、
ひ
い
て
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史
料
1　

納
骨
祠

神
社
で
な
く
、
一
の
公
の
祭
祀
を
為

す
施
設
と
し
て
納
骨
祠
が
あ
る
。
納

骨
祠
は
明
治
三
十
七
、八
年
戦
役
に

於
け
る
陣
没
の
我
が
忠
勇
義
烈
な
る

将
士
約
七
万
名
の
霊
灰
を
安
置
す
る

所
で
、
旅
順
白
玉
山
、
大
連
、
遼
陽
、

奉
天
及
び
安
東
の
五
箇
所
に
あ
る
。

何
れ
も
明
治
四
十
年
よ
り
同
四
十
三

年
に
亘
つ
て
建
設
せ
ら
れ
初
め
関
東

軍
管
理
の
下
に
祭
祀
、
保
存
に
力
め

ら
れ
た
が
、
大
正
十
二
年
十
月
南
満

州
納
骨
祠
保
存
会
の
設
立
後
同
会
が

其
の
管
理
に
当
り
、
地
方
官
公
の
各

機
関
と
連
絡
提
携
し
て
鋭
意
其
の
祭

祀
及
び
保
存
を
全
う
し
、
殊
に
毎
年

恒
例
の
大
祭
を
始
め
各
種
の
祭
典
を

執
行
し
て
只
管
忠
魂
を
慰
め
併
せ
て

民
心
の
作
興
に
寄
與
し
た
。
然
る
に

満
州
事
変
後
新
に
財
団
法
人
忠
霊
顕

彰
会
が
組
織
さ
れ
て
、
同
事
変
戦
跡

1907～1910建立＝
1934～1942建立＝

図 3　「満州」に建設された 10基の忠霊塔分布
出典：在満教務部『初等科大陸事情』（第 4 学年）大陸教科用図書株式会社、1944 年 1 月 3 日発行、103 頁 

「忠霊塔をあふぐ」掲載地図を拡大して加筆。 は第一期、 は第二期を示す。



表
1　「

満
州
」
の
忠
霊
塔
（
日
本
側
所
管
分
）

時　期
建

築
・

改
築

年
　

月
忠

霊
塔

名
（

納
骨

祠
）

被
葬

者
数

（
1942

年
公

表
分

）〔
人

〕
被

葬
者

の
範

囲
⑴

塔
　

高
面

　
積

土
地

・
総

工
費

・
備

考
日

露
戦

争
シ

ベ
リ

ア
出

兵
満

州
事

変
他

合
　

計

第　　　一　　　期

表
忠

塔
1907．6

着
工

1909．11
竣

工
納

骨
祠

1905．10
着

工
1908．3

竣
工

旅
順

　
　

 表
忠

塔

　
 ⎧｜⎨｜⎩

記
念

塔
　

白
玉

山
　

　
 納

骨
堂

24,466
　

116
1

24,583

旅
順

要
塞

の
内

外
付

近
一

帯
218

尺
（

65.4 m
）

表
忠

塔
は

日
露

戦
争

の
激

戦
地

の
山

海
を

一
眸

の
裡

に
収

め
る

白
玉

山
の

頂
上

に
碧

血
碑

と
し

て
建

立
。

乃
木

・
東

郷
両

大
将

発
起

。
表

忠
塔

の
東

南
方

向
に

納
骨

祠
。

祭
日

⑴
6/8、

11/23

1908．9
設

立

改
築

⑴

1925．6
起

工
1925．11

竣
工

大
連

 6,029
　

 53
 6,082

岫
厳

蓋
平

を
含

む
以

南
、

岫
厳

荘
河

を
含

む
以

西
95

尺
⑴

（
25.8 m

）
50

余
万

坪
の

中
央

公
園

上
端

の
丘

陵
に

南
面

し
て

屹
立

、
塔

は
多

角
面

、
塔

内
四

隅
に

納
骨

室
⑴。

祭
日

⑴
5/1、

10/23

1905．8
着

工
の

納
骨

堂
が

起
源

移
築

1937．7
起

工
1938．10

竣
工

遼
陽

14,364
　

510
14,874

本
溪

湖
、

煙
台

、
打

虎
山

、
阜

新
を

含
ま

な
い

以
南

、
本

溪
湖

、
岫

厳
を

含
ま

な
い

以
西

旧
忠

霊
塔

⑴

45
尺

（
13.5 m

）
移

築
後

150
尺

（
45 m

）

境
内

3
万

坪
遼

陽
駅

の
南

14
町

に
納

骨
堂

を
設

け
、

そ
の

壇
上

に
石

碑
を

建
て

1907．10
創

建
⑴。

市
街

に
近

い
高

燥
な

地
の

大
き

な
広

場
に

移
築

。
祭

日
⑴
5/10、

10/23

日
露

戦
争

後
す

ぐ
1910．3
堂

上
に

塔
を

建
設

1925．9
移

築
⑴

完
成

奉
天

（
現

瀋
陽

）

34,875
　

840
13

35,728

輯
安

、本
溪

湖
を

含
ま

な
い

煙
台

、
打

虎
山

、
阜

新
を

含
む

以
北

、
通

遼
、

鄭
隊

屯
、

四
平

街
、

朝
陽

鎮
、

帽
児

山
を

含
む

以
南

81
尺

（
24.3 m

）
敷

地
5,436

坪
奉

天
城

内
の

千
代

田
広

場
。

旧
納

骨
祠

は
南

面
し

て
建

て
る

の
が

古
来

の
な

ら
わ

し
だ

が
対

ロ
シ

ア
を

意
識

し
て

北
面

。

市
街

の
中

心
部

。
新

納
骨

祠
は

東
面

。
祭

日
⑴
3/10、

4/30、
10/23

1910．6
設

立
安

東
（

現
丹

東
）

 3,129
　

300
 3,429

輯
安

、
本

溪
湖

を
含

む
以

南
、

岫
厳

荘
河

を
含

ま
な

い
本

溪
湖

以
東

不
詳

8
万

坪
⑴
の

満
鉄

の
公

園
内

安
東

市
街

の
背

後
、

鎮
護

真
の

中
腹

、
対

岸
に

新
義

州
の

朝
鮮

の
山

野
を

見
、

眼
下

に
鴨

緑
江

を
臨

む
⑴。

祭
日

⑴
3/10、

4/30、
10/23

忠
⑵

霊塔



日本軍が中国に建設した十三基の忠霊塔

第　　　二　　　期

1934．5
起

工
1934．11

竣
工

新
京

（
現

長
春

）

1,088
18

1,106 

通
遼

、
鄭

家
屯

、
四

平
街

、
朝

陽
鎮

、
帽

児
山

を
含

ま
な

い
北

醴
泉

、
洮

南
、

伯
都

訥
、

秀
水

甸
子

、
朝

陽
川

、
額

穆
、

局
子

街
含

む
南

35 m
⑵

大
新

京
の

発
展

を
一

望
す

る
立

地
、

塔
身

を
か

ざ
る

五
層

の
黄

色
い

屋
根

が
い

か
に

も
満

州
ら

し
い

。
満

州
国

皇
帝

が
春

季
大

祭
（

5/30）
に

は
直

接
、

秋
季

大
祭

（
9/18）

に
は

侍
従

武
官

を
派

遣
し

て
参

拝
⑵。

総
工

費
25

万
円

、
勤

労
奉

仕
4.5

万
人

1935．4
起

工
1936．8

完
成

1936．9
設

立

哈 ハ
爾 ル

濱 ピ
ン

15
108

3,289
 3,412

伯
都

訥
、

秀
水

甸
子

、
朝

陽
川

、
額

穆
、

局
子

街
を

含
ま

な
い

北
伯

都
訥

、
安

達
、
拝

泉
、
北

安
鎮

、
龍

鎮
を

含
む

東

67 m
何

の
飾

り
も

な
い

、
い

か
に

も
護

国
の

人
柱

と
い

う
感

じ
⑵

北
満

州
の

中
心

都
市

哈
爾

賓
の

大
地

に
屹

立
、

将
兵

だ
け

で
は

な
く

満
鉄

社
員

な
ど

の
犠

牲
者

も
合

祀
。

総
工

費
20

万
円

、
日

満
官

民
の

募
金

設
計

図
800

余
の

応
募

1935．4
着

工
1936．7

竣
工

1936．9
設

立

齋 チ
々 チ

哈 ハ
爾 ル

11
10

　
962

　
 983

伯
都

訥
、
安

達
、
拝

泉
、
北

安
鎮

、
龍

鎮
を

含
ま

な
い

西
洮

南
、

醴
泉

を
含

む
北

120
尺

（
36 m

）
斉

斉
哈

爾
市

の
南

郊
に

巍
然

と
し

て
雲

外
に

聳
え

立
つ

、塔
の

基
壇

中
央

に
拝

殿
と

祭
壇

、
そ

の
左

方
に

納
骨

堂
を

築
く

。
地

元
、全

国
か

ら
の

募
金

、総
工

費
19万

円
。

労
力

奉
仕

　
3.5

万
人

参
加

祭
日

5/30、
9/18

1938．5
設

立
承

徳
2,566

 2,566
熱

河
省

、
河

北
省

、
察

哈
爾

濱
省

不
詳

被
葬

者
の

範
囲

内
満

州
事

変
関

係
者

を
「

祭
神

」
と

す
る

。
祭

日
　

5/30、
9/18

1939　
着

工
1942．9

竣
工

⑷
海 ハ

イ拉 ラ
爾 ル

⑶

不
詳

ノ
モ

ン
ハ

ン
に「

散
華

し
た

英
霊

」
10.2 m

延
べ

動
員

人
員

9
万

人
ハ

イ
ラ

ル
市

西
山

の
一

角
忠

霊
塔

の
揮

毫
は

梅
津

美
次

郎
ノ

モ
ン

ハ
ン

の
御

影
石

使
用

⑷。

出
典

：
菱

刈
隆

述
『

忠
霊

塔
物

語
』（

童
話

春
秋

社
、

1942
年

10
月

）
か

ら
作

成
。

記
述

が
な

い
も

の
、

異
な

る
記

載
の

あ
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
資

料
に

よ
り

補
充

し
た

。
⑴

佐
々

木
常

磐
『

満
州

忠
霊

記
』

（
南

満
州

納
骨

祠
保

存
会

、
1934

年
8
月

）、
⑵

在
満

日
本

教
育

会
教

科
書

編
集

部
『

満
州

補
充

読
本

』
4
の

巻
（

在
満

日
本

教
育

会
教

科
書

編
集

部
、

1940
年

12
月

）、
⑶

満
州

国
史

編
纂

刊
行

会
編

『
満

州
国

史
』

各
論

（
財

団
法

人
満

蒙
同

胞
援

護
会

、1971
年

1
月

）
1117

頁
。『

忠
霊
塔

物
語

』
74

頁
に

は
「

牡
丹

江
に

建
て

ら
れ

た
」

と
の

記
述

が
あ

る
が

、被
葬

者
数

が
な

い
の

で
予

定
記

事
と

考
え

省
略

、『
満

州
国

史
』

の
記

述
に

よ
る

。
⑷

『
京

都
新

聞
』

1942
年

9
月

14
日

第
二

面
。

本
表

は
拙

稿
「『

満
州

』
の

忠
霊

塔
と

大
阪

の
忠

霊
塔

建
設

」（『
大

阪
民

衆
史

研
究

』
第

60
号

、
2007

年
2
月

）
所

収
の

表
に

加
筆

補
訂

し
た

。



「
顕
彰
」
す
る
の
と
異
な
り
、
日
露
戦
争
の
戦
没
者
遺
灰
を
納
め
た
納
骨
祠
の

前
で
「
只ひ

た
す
ら管

忠
魂
を
慰
め
」
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
忠
霊
顕
彰
会
が
で
き
た

一
九
三
五
年
に
吸
収
さ
れ
る
ま
で
「
忠
霊
塔
」
で
は
な
く
「
納
骨
祠
」
と
し
て

扱
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　
『
満
州
建
国
十
年
史
』
に
お
い
て
も
、「
明
治
四
十
年
よ
り
同
四
十
三
年
に
か

け
て
旅
順
、
大
連
、
遼
陽
、
奉
天
及
び
安
東
の
五
箇
所
に
納
骨
祠
を
建
立
、
右

の
霊
灰
を
之
に
集
約
奉
祀
し
て
関
東
軍
之
を
管
理
し
た
。
次
い
で
大
正
十
二
年

十
月
一
日
南
満
州
納
骨
祠
保
存
会
設
立
せ
ら
れ
て
其
の
業
務
を
継
承
し
、
其
後

更
に
昭
和
十
年
（
康
徳
二
年
）
四
月
二
日
財
団
法
人
忠
霊
顕
彰
会
が
創
立
せ
ら

れ
て
之
に
代
る
に
至
り
以
て
現
在
に
及
ん
で
ゐ
る（

68
）」

と
述
べ
て
、
一
九
三
五
年

ま
で
は
納
骨
祠
と
呼
ば
れ
遇
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

　

つ
ま
り
忠
霊
顕
彰
会
が
五
基
の
納
骨
祠
を
管
轄
す
る
ま
で
は
、「
満
州
」
に

お
い
て
も
扱
い
は
納
骨
祠
で
あ
り
、
そ
の
後
第
二
期
忠
霊
塔
を
建
設
す
る
中
で

第
一
期
の
納
骨
祠
も
一
括
し
て
忠
霊
塔
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
一
九
三
五
年
ま
で
の
第
一
期
の
五
基
は
、
第
二
期
の
忠
霊
塔
と
は
区

別
し
歴
史
的
実
態
を
踏
ま
え
て
本
稿
で
は
「
納
骨
祠
」
と
表
記
す
る
。
名
称
に

こ
だ
わ
る
の
は
納
骨
祠
が
残
灰
を
慰
霊
追
悼
す
る
場
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
第

二
期
の
忠
霊
塔
は
戦
没
者
の
残
灰
を
「
忠
霊
」、「
英
霊
」
と
し
て
た
た
え
て
そ

の
後
を
継
ぐ
こ
と
を
誓
う
場
と
し
て
使
用
さ
れ
た（

69
）と

い
う
よ
う
に
、
果
た
し
た

役
割
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
一
九
三
五
年
ま
で
は
納
骨
祠
を
管
理
し
、
慰
霊

追
悼
の
祭
祀
を
担
当
し
た
団
体
名
が
南
満
州
納
骨
祠
保
存
会
﹇
傍
点
筆
者
﹈
で

の
管
理
保
存
と
各
地
に
於
け
る
忠
霊
塔
の
建
設
経
営
に
当
り
、
兼
ね
て
従

来
の
納
骨
祠
を
も
管
理
す
る
こ
と
ゝ
な
つ
て
右
納
骨
保
存
会
は
昭
和
十
年

四
月
之
に
合
併
し
、
爾
来
一
層
祭
祀
及
び
保
存
の
目
的
達
成
に
専
念
し
て

ゐ
る
。

　

こ
の
文
の
後
半
に
出
て
く
る
「
満
州
」
で
設
立
さ
れ
た
財
団
法
人
忠
霊
顕
彰

会
は
、
日
本
国
内
と
中
国
の
戦
地
に
忠
霊
塔
建
設
の
運
動
を
し
た
顕
彰
会
と
は

別
組
織
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
識
別
す
る
た
め
に
「
満
州
」
に
設
立
さ
れ
た
財
団

法
人
忠
霊
顕
彰
会
は
以
下
に
「
忠
霊
顕
彰
会
」
と
略
記
し
、
財
団
法
人
大
日
本

忠
霊
顕
彰
会
の
本
稿
に
お
け
る
略
記
「
顕
彰
会
」
と
区
別
す
る
。

　

忠
霊
顕
彰
会
は
一
九
三
五
年
（
昭
和
十
）
四
月
二
日（

63
）

に
忠
霊
塔
建
設
の
助
成
、

忠
霊
塔
の
管
理
と
祭
祀
、
戦
跡
保
全
な
ど
の
た
め
に（

64
）新

京
の
関
東
軍
司
令
部
内

に
新
設
さ
れ（

65
）、「

関
東
軍
の
全
面
的
な
指
導
下
に
お
か
れ
て
い
た（

66
）」

と
評
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
忠
霊
顕
彰
会
の
指
導
下
で
第
二
期
の
忠
霊
塔
五
基
が
建

設
さ
れ
る
。

　

し
か
し
第
一
期
の
納
骨
祠
は
史
料
1
の
前
半
に
記
す
通
り
最
初
は
直
接
関
東

軍
が
管
理
し
た
が
、
一
九
二
三
年
（
大
正
十
二
）
十
月
一
日（

67
）

に
南
満
州
納
骨
祠

保
存
会
が
設
立
さ
れ
た
。
関
東
軍
の
協
力
は
得
る
が
行
政
機
関
で
あ
る
関
東
局

の
「
地
方
官
公
の
各
機
関
と
連
絡
提
携
」
と
行
政
の
比
重
が
大
き
く
な
り
、
神

社
で
は
な
い
が
公
的
祭
祀
を
す
る
場
が
納
骨
祠
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
後
に

取
り
上
げ
る
忠
霊
顕
彰
会
の
よ
う
に
戦
没
者
の
遺
骨
分
骨
を
「
忠
霊
」
と
し
て
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﹇
中
略
﹈
等
、
洗
練
さ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
を
持
つ
壮
大
な
構
造
物
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
は
﹇
中
略
﹈
第
一
次
世
界
大
戦
の
無
名
戦
士
の
墓
を
モ
デ
ル
と
し

た
。﹇
中
略
﹈
戦
時
下
で
あ
り
、
戦
場
に
隣
接
す
る
空
間
に
あ
っ
て
な
お
、

戦
跡
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
、
従
来
か
ら
の
連
続
性
に
よ
っ
て
過
去
の
「
消
費
」

が
な
さ
れ
た
点
に
特
徴
が
あ
っ
た
。
彼
ら
彼
女
ら
は
、
満
州
事
変
の
戦
跡

を
見
学
し
つ
つ
も
、
移
動
を
通
じ
、
結
局
は
、
日
露
戦
跡
の
印
象
を
刻
ん

で
「
満
州
」
を
後
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

論
考
の
中
で
は
こ
の
時
期
の
「
満
州
」
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
組
織
し
た
学
校
・
旅

行
社
・
関
東
軍
が
密
接
に
関
係
し
な
が
ら
生
徒
・
学
生
の
「
満
州
」
認
識
が
形

成
さ
れ
て
い
く
様
子
を
丹
念
に
追
っ
た
。
そ
し
て
「
こ
れ
ま
で
観
て
来
た
忠
霊

塔
の
死
者
が
均
質
化
さ
れ（

72
）」、「

メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
得
た
知
識
を
身
体
化
す
る

過
程（

73
）」

を
通
し
て
「
自
在
に
開
か
れ
た
空
間
を
特
定
の
歴
史
、
特
定
の
歴
史
評

価
と
結
び
つ
け
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
人
々
に
過
去
を
想
起
さ
せ
る
文
化
的
装

置
を
伴
っ
た
言
説（

74
）」

と
し
て
機
能
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

異
質
で
あ
っ
た
納
骨
祠
群
と
忠
霊
塔
群
を
組
み
合
わ
せ
て
巡
る
こ
と
か
ら
、

満
州
事
変
、
日
中
戦
争
下
の
若
い
日
本
の
学
徒
た
ち
の
戦
争
認
識
を
誘
導
し
て

「
他
者
不
在
の
閉
じ
た
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
さ
せ
る（

75
）」

役
割
を

果
た
し
た
と
い
う
。
こ
の
捉
え
方
は
忠
霊
顕
彰
会
が
満
州
事
変
の
戦
没
者
遺
骨

の
分
骨
を
納
め
る
忠
霊
塔
を
建
設
す
る
こ
と
と
、
納
骨
祠
の
維
持
管
理
を
一
括

し
て
担
当
し
た
意
味
を
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
と
考
え
る
。

あ
っ
た
こ
と
も
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
と
考
え
る
。

　

た
だ
し
一
九
三
五
年
に
忠
霊
顕
彰
会
に
吸
収
さ
れ
て
か
ら
は
、
第
一
期
の
納

骨
祠
も
忠
霊
塔
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
特
に
学
校
の
「
満
鮮
旅
行
」
な
ど（

70
）を

通
じ

て
当
時
の
日
本
人
生
徒
・
学
生
に
対
し
て
は
「
満
州
」
の
十
基
の
忠
霊
塔
が
日

中
戦
争
を
正
当
化
し
、
さ
ら
に
戦
没
者
の
後
を
継
ぐ
決
意
を
固
め
る
場
と
し
て

利
用
さ
れ
た
。

　

筆
者
は
第
一
期
は
納
骨
祠
、
第
二
期
は
忠
霊
塔
と
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
必

要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
長
志
津
絵
「
日
中
戦
争
下
の
「
満
支
」
学
校
ツ
ー

リ
ズ
ム
」
は
、
そ
の
中
で
忠
霊
塔
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
次
の
注
目
す
べ
き
指

摘
を
し
て
い
る（

71
）。

一
九
三
九
年
段
階
の
戦
跡
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
従
来
の
満
州
ツ
ー
リ
ズ
ム
商

品
の
よ
う
に
、
戦
跡
を
日
露
戦
争
の
時
点
に
と
ど
め
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
と
に
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し

て
点
在
す
る
忠
霊
塔
群
に
そ
う
し
た
時
間
軸
の
二
重
性
は
は
っ
き
り
と
見

て
取
れ
る
。
忠
霊
塔
群
は
二
つ
の
時
間
軸
を
持
つ
か
ら
だ
。
一
つ
は
、
旅

順
忠
霊
塔
（
一
九
〇
七
年
五
月
）、
奉
天
忠
霊
塔
（
一
九
一
〇
年
三
月
）﹇
中

略
﹈
等
、
主
に
日
露
戦
争
で
の
兵
士
の
屍
の
残
滓
を
集
め
た
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
群
で
あ
り
﹇
中
略
﹈
戦
場
の
残
骨
処
理
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
い
そ

れ
ら
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
群
の
一
方
、
各
植
民
都
市
の
忠
霊
塔
は
、
新
京
忠

霊
塔
（
一
九
三
四
年
一
一
月
）、
ハ
ル
ピ
ン
忠
霊
塔
（
一
九
三
六
年
九
月
）



　

第
一
期
の
納
骨
祠
と
第
二
期
の
忠
霊
塔
は
、
ま
と
め

て
「
忠
霊
塔
」
と
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
満
州
事
変
、

日
中
戦
争
時
の
総
力
戦
に
国
民
を
動
員
す
る
役
割
を
果

た
し
た
と
い
え
よ
う
。

　（
三
）　
納
骨
祠
に
塔
が
加
え
ら
れ
る

　

表
1
「
第
一
期
」
欄
に
挙
げ
た
明
治
期
に
建
設
さ
れ

た
納
骨
祠
の
内
、
旅
順
、
安
東
を
除
く
三
つ
の
納
骨
祠

は
移
築
・
改
築
さ
れ
て
形
態
を
変
え
て
い
る
。
納
骨
祠

の
移
築
・
改
築
時
期
と
塔
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
っ
た

時
期
を
一
覧
に
し
た
の
が
表
2
で
あ
る
。

　

第
一
期
の
五
つ
の
納
骨
祠
の
う
ち
、
現
存
し
て
い
る

の
は
旅
順
の
表
忠
塔
（
現
在
は
「
白
玉
塔
」
と
呼
ば
れ

る
）
と
大
連
の
改
築
後
の
納
骨
祠
塔
の
土
台
部
分
だ
け

で
、
遼
陽
・
奉
天
・
安
東
の
納
骨
祠
は
完
全
に
失
わ
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
残
さ
れ
た
文
献
に
よ
る
記
録
と

写
真
、
画
像
な
ど
か
ら
そ
の
形
態
と
変
化
し
た
意
味
を

検
討
し
て
み
た
い
。

　

現
在
入
手
で
き
る
第
一
期
の
五
つ
の
納
骨
祠
を
図
4

に
掲
げ
た
。
日
本
軍
が
納
骨
祠
を
建
設
し
た
事
情
は

「「
満
州
」
に
十
基
の
忠
霊
塔
説
」
で
既
述
し
た
。
こ
こ

　
　
　塔

旅
順　

　
　納
骨
祠

安
東　

　
　塔

大
連　

　
　納
骨
祠

　
　
　塔

遼
陽　

　
　納
骨
祠

　
　
　塔

奉
天　

　
　納
骨
祠

西暦 維持・管理団体

1900

1905　関東軍（３）

1923　南満州納骨祠保存会（４）

05
07

09081910

1920

1930

1940

1945

？
？08

05
07

08
以後
（カ）

37

38
移築

05

10

25

改築

25

移築

1935　第二期忠霊塔建設のため忠霊顕
彰会設立（５）

　　　保存会が忠霊顕彰会に含まれ
る（６）

1942　忠霊顕彰会が大日本忠霊顕彰会に
含まれる（７）

10

表 2　第一期納骨祠と塔の建設

注：⑴●―●は納骨祠施設着工―完工年を示す。×―×は塔施設の着工―完工年を示す。
　　⑵●╳は塔に納骨施設が含まれることを示す。
　　⑶ 『関東局施政三十年史』（関東局編・発行、1936 年）225 頁、『満州国史』各論（満蒙同胞援護会、1971 年）

1117 頁による。菱刈隆述『忠霊塔物語』（童話春秋社、1942 年）71 頁には関東都督府が中心となって納骨場を
建設したと記述している。

　　⑷ 佐々木常磐『満州忠霊記』の「満州納骨祠」には、南満州納骨祠保存会は関東軍司令部内に置かれ、会長は関
東軍参謀長（1932 年以後は参謀副長）、役員は軍の高級副官、満鉄から出ていたと記述。

　　⑸上掲『満州国史』各論 1117 頁。
　　⑹上掲『関東局施政三十年史』225 頁。
　　⑺辻子実『侵略神社』（新幹社、2003 年）228 頁。
　　⑻本表は拙稿「『満州』 に建てられた忠霊塔」（『東アジア研究』第 48 号、2007 年 3 月）131 頁表 2 に加筆補訂した。
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史
料
2

こ
れ
等
の
旅
順
戦
跡
巡
り
の
人
々
は
、
誰
で
も
必
ず
先
づ
第
一
に
白
玉
山

の
上
に
足
を
運
び
、
こ
の
表
忠
塔
の
後
方
な
る
清
浄
の
地
に
建
て
ら
れ
た

納
骨
祠
に
詣
で
て
恭
し
く
頭
を
垂
れ
、
幾
多
先
輩
の
忠
霊
に
対
し
て
、
往

時
を
追
想
し
つ
ゝ
、
心
か
ら
な
る
御
礼
を
申
し
上
げ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

﹇
中
略
﹈
旅
順
口
の
場
合
に
限
つ
て
は
、
こ
の
表
忠
塔
と
納
骨
祠
と
、
都

合
二
つ
の
堂
塔
を
合
わ
せ
て
、
こ
こ
に
真
の
意
味
の
忠
霊
塔
が
成
り
立
つ

て
ゐ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

旅
順
は
納
骨
祠
と
表
忠
塔
が
セ
ッ
ト
で
建
設
さ
れ
た
が
、
こ
れ
と
は
異
な
り

表
2
に
示
し
た
通
り
、
大
連
・
遼
陽
・
奉
天
で
は
戦
没
兵
士
の
遺
骨
の
残
灰
を

納
め
る
た
め
の
納
骨
祠
が
取
り
急
ぎ
建
設
さ
れ
た
。
事
情
の
わ
か
る
遼
陽
の
場

合
で
見
る
と
、
元
々
街
の
は
ず
れ
の
低
湿
地
に
あ
っ
た
共
同
墓
地
の
一
角
に
建

て
ら
れ
た
納
骨
祠
は
、
大
雨
が
降
る
と
泥
水
が
流
入
し
て
遺
骨
も
水
浸
し
に
な

る
危
険
性
が
あ
っ
た
と
い
う（

80
）。

　

ま
た
奉
天
納
骨
祠
は
荒
れ
果
て
て
い
た
広
場
に
、
主
と
し
て
戦
友
で
あ
っ
た

兵
士
ら
の
労
力
奉
仕
に
よ
っ
て
現
地
で
使
わ
れ
る
煉
瓦
を
積
み
上
げ
て
作
っ
た

納
骨
祠
に
遺
骨
残
灰
が
納
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
風
雨
に
よ
り
破
損
さ
れ

雨
漏
り
も
し
た
の
で
そ
の
つ
ど
応
急
修
理
が
実
施
さ
れ
る
状
況
で
あ
っ
た
と
い

う（
81
）。

　

大
連
の
場
合
も
応
急
の
納
骨
祠
で
あ
っ
た
が
「
奉
天
の
場
合
と
同
じ
く
霊
域

で
は
簡
単
に
納
骨
祠
に
関
す
る
情
報
を
整
理
し
て
み
る
。
は
じ
め
に
最
初
に
建

設
さ
れ
た
旅
順
の
納
骨
祠
か
ら
見
て
ゆ
く
。

　
「
表
忠
塔
」
と
名
付
け
ら
れ
た
六
十
五
メ
ー
ト
ル
を
超
す
巨
大
な
塔
は
、
日

露
戦
争
時
著
名
な
将
軍
で
あ
っ
た
乃
木
希
典
と
東
郷
平
八
郎
が
発
起
人
と
な
り

戦
没
者
の
「
勲
功
を
、
永
遠
に
、
無
窮
に
後
の
世
ま
で
も
伝
へ
、
忠
死
の
霊
を

鎮
め
る
た
め
に（

76
）」

記
念
碑
と
し
て
建
立
さ
れ
た
。
旅
順
の
街
東
方
に
聳
え
る
白

玉
山
上
の
表
忠
塔
は
二
年
五
カ
月
の
歳
月
を
か
け
一
九
〇
九
年
（
明
治
四
十
二
）

十
一
月
に
竣
工
し
旅
順
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
っ
た
。
塔
内
は
二
四
三
段
の
螺

旋
形
の
階
段
が
あ
り
塔
上
は
展
望
台
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
塔
内
に
は
納
骨

施
設
は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
こ
か
ら
東
南
へ
約
四
百
メ
ー
ト
ル
先
に
納
骨
祠
が

着
工
さ
れ
た
の
は
、
日
露
戦
争
終
結
直
後
の
一
九
〇
五
年
十
月
で
あ
っ
た
が
完

工
し
た
の
は
一
九
〇
八
年
三
月
三
日
で
あ
っ
た
。
図
4
①
は
旅
順
納
骨
祠
の
写

真
だ
が
靖
国
型
の
鳥
居（

77
）が

立
ち
灯
籠
が
備
え
ら
れ
、
さ
な
が
ら
神
社
を
連
想
さ

せ
る
風
景
で
あ
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
史
料
1
の
冒
頭
に
あ
っ
た
「
神

社
で
な
く
、
一
の
公
の
祭
祀
を
為
す
施
設
と
し
て
納
骨
祠
が
あ
る
」
の
一
文
で

あ
る
。
日
露
戦
争
を
象
徴
す
る
都
市
旅
順
に
、
日
本
国
内
と
は
異
な
る
新
た
な

祭
祀
施
設
を
構
想
し
建
設
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

旅
順
の
表
忠
塔
に
は
毎
年
平
均
十
万
人
内
外
の
旅
行
者
が
訪
れ
た
と
い
う（

78
）。

す
る
と
そ
こ
か
ら
約
四
百
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
あ
る
旅
順
の
納
骨
祠
に
足
を
伸

ば
す
の
は
自
然
の
流
れ
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
流
れ
を
一
体
の
も
の

と
し
て
捉
え
て
次
の
よ
う
に
意
味
付
け
た（

79
）の

が
忠
霊
顕
彰
会
で
あ
っ
た
。



①

②

④

⑤

①

③

図 4　5基の納骨祠
①旅順納骨祠と表忠塔
②大連納骨祠（改築後）
③遼陽納骨祠（改築後）
④奉天納骨祠（改築後）
⑤安東納骨祠（題字は表忠塔）
出典：① ③は在満日本教育会教科書編集部編著『満州補充読本』（4 の巻）1940 年版、挿絵。②は満書堂書店『最新大

連案内』1935 年掲載図。④ ⑤は辻子実『侵略神社』新幹社、2003 年口絵に掲載された絵葉書。



日本軍が中国に建設した十三基の忠霊塔

て
納
骨
施
設
を
核
と
し
た
巨
大
な
塔
を
組
み
合
わ
せ
た
鳥
居
を
建
て
た
独
得
な

建
造
物
が
出
現
し
、
後
に
忠
霊
塔
と
一
括
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
日
本

国
内
で
忠
霊
塔
を
建
設
す
る
運
動
が
始
め
ら
れ
た
時
、
こ
の
建
造
物
が
顕
彰
会

の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
る（

83
）。

　

な
お
安
東
納
骨
祠
は
一
九
〇
六
年
に
建
て
ら
れ
た
合
葬
碑
の
後
身
で
塔
は

「
表
忠
塔
」
と
呼
ば
れ
一
九
一
〇
年
に
完
成
し
た
円
頭
方
形
の
納
骨
式
石
造
の

塔
で
あ
っ
た（

84
）た

め
、
改
築
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　

納
骨
祠
の
内
部
に
つ
い
て
は
戦
没
者
遺
骨
の
残
灰
を
納
め
て
い
る
こ
と
以
外

は
不
詳
だ
が
撮
影
年
月
日
不
明
の
遼
陽
納
骨
堂
内
部
の
写
真
が
あ
る（

85
）（

図
5
）。

粗
い
天
井
の
造
り
な
ど
か
ら
移
築
前
の
納
骨
祠
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
。
壁

際
に
は
び
っ
し
り
骨
箱
ら
し
い
箱
が
積
み
上
げ
て
あ
り
、
箱
に
は
氏
名
で
は
な

く
番
号
が
書
い
て
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

中
央
に
祭
壇
風
の
木
机
が
あ
り
、
そ
の
上
に
神
道
風
の
祭
祀
具
が
並
べ
て
あ

る
。
た
だ
し
祭
祀
の
具
体
的
な
内
容
な
ど
は
わ
か
ら
な
い
。

　

な
お
移
築
す
る
前
の
遼
陽
納
骨
祠
に
お
参
り
し
た
文
章
が
あ
る
の
で
、
そ
こ

か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
整
理
し
て
み
る
。
先
に
触
れ
た
『
満
州
補
充
読
本
』

の
「
忠
霊
塔
の
父（

86
）」

で
あ
る
。

　

日
露
戦
争
の
遼
陽
攻
撃
の
際
に
戦
死
し
た
父
の
面
影
を
求
め
て
一
九
三
二
年

八
月
、
遼
陽
納
骨
祠
を
訪
れ
た
息
子
の
視
点
で
記
す
。
ま
ず
納
骨
祠
に
行
く
道

で
雨
後
の
泥
濘
に
足
を
と
ら
れ
て
、
二
十
八
年
前
の
遼
陽
の
戦
闘
を
連
想
す
る

話
か
ら
始
ま
る
。
共
同
墓
地
の
一
角
、
低
湿
地
に
立
地
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
手
狭
に
な
っ
た（

82
）」

と
伝
え
ら
れ
る
。
旅
順
の
表
忠
塔
が
有
名
に
な
る
に
伴
っ

て
、
遼
陽
・
奉
天
の
納
骨
祠
脇
に
記
念
塔
が
建
て
ら
れ
る
が
管
見
の
範
囲
で
そ

の
画
像
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
に
な
る
ほ
ど
の

規
模
の
塔
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　

大
連
で
は
納
骨
祠
が
建
設
さ
れ
て
十
七
年
後
、
遼
陽
で
は
二
十
九
年
後
、
奉

天
で
は
二
十
年
後
に
立
て
替
え
が
議
論
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
旅
順
の
巨
大
な

表
忠
塔
と
立
派
な
納
骨
祠
が
関
係
者
に
意
識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も

巨
大
な
塔
と
納
骨
祠
を
合
わ
せ
た
建
造
物
と
し
て
移
築
・
改
築
さ
れ
た
。
改
築

後
の
写
真
し
か
入
手
で
き
な
か
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
靖
国
型
の
鳥
居
が
建
ち
、

何
千
人
も
参
集
し
て
祭
祀
が
そ
の
前
で
実
施
で
き
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
（
図

4
）。
遼
陽
納
骨
祠
で
は
、
鳥
居
の
写
っ
て
い
る
写
真
は
納
骨
祠
が
不
鮮
明
の

た
め
鳥
居
の
写
っ
て
い
な
い
図
4
③
の
写
真
を
本
稿
に
は
掲
載
し
た
。
こ
う
し

図 5　遼陽納骨祠内の写真
出典：辻子実『侵略神社』新幹社、2003 年、

口絵所収絵葉書写真。



　

本
稿
第
一
節
（
二
）
の
「
陸
・
海
軍
墓
地
の
概
要
と
忠
霊
塔
」
で
述
べ
た
通

り
、
日
露
戦
争
で
は
下
士
と
兵
卒
は
合
葬
さ
れ
個
人
の
遺
骨
が
特
定
で
き
な

か
っ
た
。
そ
の
一
部
を
と
る
か
遺
髪
を
遺
族
に
還
送
し
、
遺
骨
の
残
り
は
部
隊

ご
と
に
纏
め
て
木
箱
に
納
め
ら
れ
て
納
骨
祠
に
並
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
文
章
で
あ
る
。

　

納
骨
祠
の
入
口
に
は
戦
死
者
名
簿
が
備
え
付
け
ら
れ
て
氏
名
、
死
亡
年
月
日
、

死
因
、
死
亡
場
所
一
覧
が
部
隊
ご
と
に
作
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
部
隊
名
か
ら

部
隊
単
位
で
遺
骨
残
灰
が
纏
め
て
納
め
ら
れ
て
い
る
木
箱
を
特
定
し
、
そ
れ
を

拝
む
の
が
遺
族
の
で
き
る
慰
霊
追
悼
で
あ
っ
た
。

　

以
後
の
忠
霊
塔
が
個
人
別
に
骨
壺
を
作
っ
て
そ
こ
に
分
骨
を
納
め
合
葬
す
る

の
と
は
か
な
り
違
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
「
満
州
」
に
建
設
さ
れ
た
遼
陽
納
骨
祠

の
具
体
的
な
形
で
あ
り
、
第
一
期
に
建
設
さ
れ
た
納
骨
祠
は
大
体
こ
う
し
た
慰

霊
追
悼
の
場
と
し
て
維
持
管
理
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
納
骨
祠
が
移
・
改
築
さ
れ
巨
大
な
塔
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
時
、
一
本
化

し
て
い
な
い
旅
順
の
納
骨
祠
は
例
外
的
形
態
と
な
っ
た
。
そ
れ
を
忠
霊
顕
彰
会

が
説
明
す
る
の
に
、
史
料
2
の
記
述
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

教
育
の
場
で
も
こ
の
説
明
が
用
い
ら
れ
た
。『
満
州
補
充
読
本
』
の
「
忠
霊
塔

巡
り（

87
）」

の
次
の
一
文
で
あ
る
。

僕
は
旅
順
で
は
表
忠
塔
と
い
ふ
の
に
、
な
ぜ
大
連
で
は
忠
霊
塔
と
呼
ぶ
の

だ
ら
う
か
と
思
つ
た
の
で
、
其
の
こ
と
を
聞
く
と
、
に
い
さ
ん
は
「
旅
順

が
わ
か
る
。
納
骨
祠
に
入
る
情
景
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

忠
霊
塔
の
老
番
人
は
、
雨
の
日
に
参
拝
し
た
私
に
訝
し
さ
う
な
眼
を
向
け

た
が
、
事
情
を
話
し
た
ら
親
切
な
言
葉
を
か
け
て
く
れ
た
。
私
は
朝
夕
父

の
遺
骨
と
霊
を
守
つ
て
く
れ
て
ゐ
る
こ
の
人
に
心
か
ら
の
親
し
み
を
覚
え

た
。

　

旅
順
の
よ
う
に
年
間
十
万
人
も
の
人
が
訪
れ
る
納
骨
祠
と
は
様
子
が
違
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

私
は
懸
命
に
、
広
い
室
の
中
に
ぎ
つ
し
り
並
べ
ら
れ
た
白
木
の
箱
の
中
か

ら
、
父
の
遺
骨
を
探
し
出
さ
う
と
努
め
た
。「
何
し
ろ
多
数
の
戦
死
者
で

し
た
か
ら
、
士
卒
の
方
の
は
一
緒
に
し
て
納
め
て
あ
り
ま
す
の
で
。」
と

い
ふ
番
人
の
気
の
毒
さ
う
な
言
葉
が
か
け
ら
れ
な
か
っ
た
ら
私
は
ほ
ん
た

う
に
血
眼
に
な
つ
て
い
つ
迄
も
探
し
た
に
違
い
な
い
。
私
は
父
の
所
属
部

隊
名
を
記
し
た
箱
の
前
に
立
つ
て
、
長
い
黙
祷
を
捧
げ
た
。﹇
中
略
﹈
可

な
り
長
い
沈
黙
の
後
、
入
口
に
備
付
け
て
あ
つ
た
戦
死
者
名
簿
を
も
一
度

開
い
て
、
今
度
は
落
着
い
て
眼
を
通
し
た
。
父
の
致
命
傷
は
頭
部
貫
通
銃

創
と
書
か
れ
て
あ
る
。﹇
中
略
﹈
戦
死
場
所
は
ク
ー
チ
ャ
ヅ
ー
と
記
し
て

あ
る
。﹇
中
略
﹈
私
は
ク
ー
チ
ャ
ヅ
ー
の
父
の
戦
死
現
場
を
訪
ね
た
い
心

を
残
し
て
駅
へ
急
い
だ
。



日本軍が中国に建設した十三基の忠霊塔

て
忠
霊
顕
彰
会
が
設
立
さ
れ
た（

88
）。

関
東
軍
が
全
面
的
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
忠

霊
顕
彰
会
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
納
骨
祠
保
存
会
」
の
名
を
や
め
て
「
忠
霊
」
と

認
め
た
戦
没
者
を
「
顕
彰
」
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
強
く
意
識
し
て
会
名
に

「
忠
霊
」
と
謳
っ
た
の
で
あ
ろ
う（

89
）。

単
な
る
過
去
の
戦
没
者
遺
骨
の
残
灰
を
納

め
る
だ
け
で
な
く
、
現
在
進
行
中
の
満
州
事
変
に
よ
る
戦
没
者
を
ど
う
扱
い
、

ど
う
位
置
付
け
る
か
を
考
慮
し
て
付
け
ら
れ
た
会
の
名
で
あ
っ
た
。
同
時
に
第

一
期
に
建
設
さ
れ
、
維
持
管
理
さ
れ
て
き
た
納
骨
祠
、
塔
も
一
括
し
て
「
忠
霊

塔
」
の
名
で
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

　

以
後
、
第
二
期
で
は
は
じ
め
か
ら
塔
と
納
骨
祠
は
一
体
の
も
の
と
し
て
設
計

さ
れ
、
巨
大
な
塔
に
は
「
忠
霊
塔
」
と
の
み
刻
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
忠
霊
顕
彰
会
は
忠
霊
塔
の
建
設
に
あ
た
っ
て
、
従
来
の
関
東
軍
丸

抱
え
の
方
法
を
採
ら
な
か
っ
た
。
忠
霊
顕
彰
会
が
最
初
に
建
設
し
た
忠
霊
塔
が

新
京
忠
霊
塔
で
あ
っ
た
（
表
1
）。
一
九
三
四
年
五
月
に
着
工
し
て
同
年
十
一

月
に
竣
工
し
た
新
京
忠
霊
塔
に
つ
い
て
、
こ
の
時
期
関
東
軍
司
令
官
を
務
め
て

い
た
菱
刈
隆（

90
）は

次
の
通
り
述
べ
て
い
る（

91
）。

史
料
3

私
に
と
つ
て
も
つ
と
も
深
い
関
係
の
あ
る
の
は
、
新
京
の
忠
霊
塔
で
あ
り

ま
す
が
、﹇
中
略
﹈
当
時
私
は
、
関
東
軍
司
令
官
の
職
を
奉
じ
て
居
り
ま

し
た
の
で
、
特
に
こ
の
塔
に
対
し
て
「
忠
霊
塔
」
の
三
字
を
謹
書
し
ま
し

た
が
、
そ
の
時
の
感
激
は
私
の
生
涯
を
通
じ
て
思
ひ
出
と
な
る
も
の
で
、

の
は
、
納
骨
祠
が
別
に
な
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う
。
だ
か
ら
、
あ
の
塔
は
、

た
ゞ
記
念
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
わ
け
だ
。
大
連
の
は
、
納
骨
祠
と
一
し

よ
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
忠
霊
塔
と
呼
ぶ
の
だ
ら
う
と
思
ふ
。
旅
順
以
外
は
、

ど
こ
で
も
忠
霊
塔
と
い
つ
て
ゐ
る
や
う
だ
ね
。」
と
話
し
て
下
さ
つ
た
。

　

第
一
期
の
納
骨
祠
群
は
、
こ
う
し
た
説
明
を
通
し
て
第
二
期
に
建
設
さ
れ
た

忠
霊
塔
群
と
一
体
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。

（
四
）　
忠
霊
顕
彰
会
の
建
設
し
た
忠
霊
塔

　

一
九
三
一
年
（
昭
和
六
）
九
月
十
八
日
に
関
東
軍
は
自
ら
起
こ
し
た
柳
条
湖

で
の
満
鉄
爆
破
事
件
を
口
実
に
全
満
州
を
占
領
し
た
。
こ
れ
に
抵
抗
す
る
中
国

軍
、
農
民
、
学
生
ら
を
日
本
で
は
「
匪
賊
」
と
呼
び
、
そ
の
鎮
圧
の
た
め
に
日

本
軍
は
「
満
州
」
各
地
で
空
爆
を
含
む
軍
事
行
動
を
展
開
し
た
。
こ
の
戦
争
を

日
本
で
は
満
州
事
変
と
呼
び
、
宣
戦
布
告
を
し
た
「
正
規
の
戦
争
で
は
な
い
争

乱
」
と
し
て
扱
お
う
と
し
た
。
し
か
し
中
国
の
抗
日
戦
争
は
ゲ
リ
ラ
戦
化
・
長

期
化
し
、
日
本
軍
の
戦
没
者
は
一
万
人
を
超
え
た
。
こ
の
戦
没
者
の
遺
体
は
火

葬
さ
れ
、
遺
族
に
還
送
さ
れ
た
残
り
の
遺
灰
は
当
初
は
第
一
期
に
建
設
さ
れ
た

納
骨
祠
に
納
め
ら
れ
た
。

　

し
か
し
戦
場
は
「
満
州
」
全
体
に
広
が
り
、
日
露
戦
争
の
主
戦
場
に
建
て
ら

れ
た
南
部
「
満
州
」
の
納
骨
祠
だ
け
で
は
対
応
し
き
れ
な
く
な
っ
た
。
史
料
1

後
段
に
触
れ
た
通
り
、
一
九
三
五
年
（
昭
和
十
）
四
月
二
日
に
財
団
法
人
と
し



　

第
二
期
の
忠
霊
塔
建
設
運
動
は
、
過
去
の
戦
没
者
の
慰
霊
追
悼
に
と
ど
ま
ら

ず
、
現
在
進
行
中
の
戦
争
の
戦
没
者
を
「
忠
霊
」
と
称
え
る
と
同
時
に
子
ど
も

た
ち
に
戦
没
者
の
跡
を
継
ぐ
決
意
を
促
し
た
こ
と
で
、
第
一
期
の
納
骨
祠
と
は

大
き
く
異
な
っ
た
。
同
時
に
多
く
の
人
々
の
参
加
意
識
を
組
織
す
る
運
動
と
し

て
展
開
さ
れ
た
点
で
も
新
し
い
総
力
戦
体
制
づ
く
り
の
役
割
を
担
っ
た
。
顕
彰

会
は
日
本
国
内
で
こ
の
運
動
を
継
承
し
よ
う
と
し
た
が
失
敗
し
た
こ
と
は
前
節

の
「
陸
・
海
軍
墓
地
の
概
要
と
忠
霊
塔
」
に
述
べ
た
。

　

な
お
第
二
期
の
忠
霊
塔
に
関
し
て
は
、
第
一
期
の
納
骨
祠
と
は
異
な
り
忠
霊

塔
に
納
め
ら
れ
た
分
骨
は
日
本
軍
の
軍
人
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
の
記
述
が
一

部
に
見
ら
れ
る
。

　

顕
彰
会
の
『
忠
霊
塔
物
語
』
に
は
「
哈
爾
濱
忠
霊
塔
」
の
記
述（

94
）の

中
に
「
皇

軍
の
将
兵
ば
か
り
で
は
な
く
、
常
時
南
満
州
鉄
道
会
社
を
は
じ
め
、
其
の
他
各

種
の
民
間
会
社
に
勤
務
し
て
ゐ
て
、
不
幸
国
難
に
殉
じ
た
と
こ
ろ
の
、
貴
い
忠

死
者
の
遺
骨
を
も
併
せ
て
こ
こ
に
祀
ら
れ
て
あ
る
の
で
す
」
と
あ
る
の
で
、
国

策
に
協
力
し
て
殉
じ
た
と
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
軍
人
で
な
く
て
も
す
で
に
祀

ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

一
方
『
満
州
建
国
十
年
史
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

95
）。

忠
霊
塔
に
合
祀
せ
ら
れ
る
べ
き
者
の
範
囲
は
満
州
国
又
は
関
東
州
に
於
て

戦
役
又
は
事
変
の
為
め
戦
病
没
し
た
る
者
で
あ
つ
て
、
日
本
の
軍
人
軍
属

は
固
よ
り
警
察
官
、
運
輸
通
信
交
通
関
係
公
務
員
、
国
策
会
社
及
び
満
州

更
に
今
一
つ
は
、
こ
の
忠
霊
塔
の
建
設
に
当
つ
て
、
前
後
実
に
四
万
五
千

人
と
い
ふ
夥
し
い
人
々
の
、
熱
誠
溢
る
る
ば
か
り
の
勤
労
奉
仕
を
う
け
ま

し
た
こ
と
で
、
実
に
此
の
二
つ
は
永
久
に
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
深

い
〳
〵
追
憶
と
な
つ
て
居
り
ま
す
。

　

こ
の
経
験
が
後
に
日
本
国
内
で
顕
彰
会
を
創
設
す
る
に
あ
た
っ
て
菱
刈
隆
が

会
長
に
推
挙
さ
れ
た
大
き
な
理
由
に
な
る
。「
満
州
」
で
は
新
京
以
後
表
1
に

見
る
通
り
哈
爾
濱
・
齊
々
哈
爾
・
承
徳
・
海
拉
爾
の
忠
霊
塔
が
一
九
四
二
年
ま

で
に
次
々
に
建
設
さ
れ
た
（
図
5
）。
そ
の
際
、
新
京
の
先
例
を
受
け
て
整
地

作
業
は
勤
労
奉
仕
が
組
織
さ
れ
、
さ
ら
に
建
設
資
金
は
広
く
募
金
に
よ
っ
て
集

め
る
、
設
計
図
も
公
募
す
る
な
ど
参
加
型
の
建
設
運
動
が
進
め
ら
れ
た（

92
）。

　

こ
れ
は
「
満
州
」
に
い
る
日
本
人
を
広
く
忠
霊
塔
建
設
に
参
加
さ
せ
、
参
加

し
た
人
々
に
「
自
分
た
ち
の
忠
霊
塔
」
と
い
う
意
識
を
持
た
せ
る
新
た
な
忠
霊

塔
建
設
運
動
で
あ
っ
た
。
満
州
事
変
に
日
本
人
を
組
織
・
動
員
す
る
慰
霊
追

悼
・
顕
彰
の
運
動
の
経
験
は
、
や
が
て
日
中
戦
争
の
総
力
戦
体
制
に
国
民
を
動

員
す
る
に
あ
た
っ
て
応
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
三
九
年
七
月
に
日
本

国
内
に
顕
彰
会
が
組
織
さ
れ
て
も
、「
満
州
」
の
忠
霊
顕
彰
会
は
独
自
の
別
組

織
と
し
て
活
動
し
て
い
た
が
、
一
九
四
二
年
に
は
顕
彰
会
に
吸
収
さ
れ
て
消
滅

し
た（

93
）。

新
京
忠
霊
塔
で
史
料
3
に
述
べ
た
よ
う
に
「
深
い
〳
〵
追
憶
」
を
持
っ

た
菱
刈
隆
が
、
顕
彰
会
の
会
長
と
し
て
「
満
州
」
の
忠
霊
顕
彰
会
を
引
き
取
っ

た
の
で
あ
る
。
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①②

⑤
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④

図 6　5基の忠霊塔
①新京忠霊塔
②哈爾濱忠霊塔
③齋々哈爾忠霊塔
④承徳忠霊塔
⑤海拉爾忠霊塔
出典：①関東局在満教務部編『マンシウ 一』1942 年。②在満日本教育会教科書編集部編著『満州補充読本』（4 の巻）

1940 年版、挿絵。③菱刈隆述『忠霊塔物語』童話春秋社、1942 年、97 頁。④ ⑤は偽満皇宮博物院編『偽満州国
旧影―“九・一八”事変七十周年』吉林美術出版社、2001 年、296 頁。



三
　
戦
地
中
国
に
建
設
さ
れ
た
三
基
の
忠
霊
塔

（
一
）　
北
京
・
上
海
・
張
家
口
の
忠
霊
塔

　
「
満
州
」
で
忠
霊
塔
を
建
設
す
る
運
動
が
、
日
本
国
内
で
総
力
戦
体
制
づ
く

り
の
一
環
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
日
中
戦
争
開
戦
二
年
目
の
一
九
三
九
年
（
昭

和
十
四
）
七
月
に
顕
彰
会
が
創
立
さ
れ
た
こ
と
は
、
第
一
節
の
「
陸
・
海
軍
墓

地
の
概
要
と
忠
霊
塔
」
で
述
べ
た
。
ま
た
一
九
三
九
年
十
一
月
四
日
に
顕
彰
会

幹
部
と
神
社
界
首
脳
が
懇
談
し
て
日
中
戦
争
の
戦
没
者
慰
霊
追
悼
に
関
し
て
合

意
に
達
し
た
こ
と
に
も
触
れ
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
陸
軍
省
・
海
軍
省
・
内
務
省
神
社
局
・
同
警
保
局
が
協
議
し
、

同
年
十
一
月
十
一
日
に
内
務
省
か
ら
地
方
長
官
宛
に
顕
彰
会
の
事
業
を
定
義
し

規
制
す
る
次
の
通
牒
が
発
せ
ら
れ
た（

97
）。

史
料
4　

支
那
事
変
ニ
関
ス
ル
碑
表
建
設
ノ
件

今
次
事
変
戦
没
者
ノ
忠
霊
顕
彰
ヲ
目
的
ト
シ
テ
過
般
関
係
官
民
ノ
発
企
ニ

依
リ
財
団
法
人
大
日
本
忠
霊
顕
彰
会
成
立
サ
レ
候
処
、
右
ハ
皇
軍
主
要
会

戦
地
ニ
於
ケ
ル
忠
霊
塔
ノ
建
設
ニ
対
ス
ル
助
成
並
ニ
之
カ
維
持
及
祭
祀
ヲ

主
タ
ル
事
業
ト
シ
、
若
シ
財
政
上
余
裕
ヲ
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
併
セ
テ
内
外

地
ニ
於
ケ
ル
忠
霊
塔
建
設
ニ
対
ス
ル
助
成
指
導
其
ノ
他
ノ
忠
霊
顕
彰
事
業

ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
有
之
候

帝
国
協
和
会
職
員
、
日
本
内
地
人
開
拓
民
、
其
他
特
に
合
祀
を
適
当
と
認

め
た
る
者
を
包
含
す
る
。
而
し
て
日
満
共
同
防
衛
及
び
民
族
協
和
の
本
義

に
則
り
、
昭
和
十
五
年
（
康
徳
七
年
）
よ
り
は
関
東
軍
司
令
官
の
指
揮
下

に
於
て
戦
没
し
た
る
満
州
国
軍
人
及
び
警
察
官
（
日
系
軍
警
を
含
む
）
も

特
に
合
祀
せ
ら
れ
る
こ
と
ゝ
な
つ
た
。

　

前
段
は
『
忠
霊
塔
物
語
』
の
記
述
と
重
な
る
が
、
後
段
の
「
満
州
国
軍
人
及

び
警
察
官
（
日
系
軍
警
を
含
む
）」
を
忠
霊
塔
の
被
葬
対
象
者
に
す
る
と
い
う
記

述
は
他
に
は
見
ら
れ
な
い
。
日
本
人
以
外
の
軍
人
、
警
察
官
も
関
東
軍
司
令
官

の
指
揮
下
で
戦
死
し
た
場
合
は
特
例
と
し
て
「
忠
霊
」
と
し
て
扱
う
と
い
う
恩

恵
を
与
え
る
立
場
か
ら
の
記
述
と
読
め
る
。「
満
州
国
軍
人
」
と
は
、
漢
族
、

蒙
古
族
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

　

た
だ
し
こ
の
文
で
は
「
特
に
合
祀
せ
ら
れ
る
こ
と
ゝ
な
つ
た
」
と
あ
っ
て
、

特
に
認
め
ら
れ
た
場
合
は
合
祀
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
い
う
記
述
で
、
実
際

に
合
祀
さ
れ
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
文
が
書
か
れ
た
の
は

一
九
四
二
、四
三
年
頃
と
い
わ
れ
て
い
る（

96
）

の
で
、
規
定
が
一
九
四
〇
年
に
定
め

ら
れ
実
行
さ
れ
て
い
れ
ば
「
祀
ら
れ
て
あ
る
」
と
記
述
さ
れ
る
は
ず
で
、
そ
う

書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
い
ま
だ
実
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
も
読
め
る
。

実
際
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
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を
記
念
す
る
と
共
に
日
本
全
国
の
感
謝
の
意
を
表
徴
し
以
て
皇
国
を
中
心

と
す
る
東
洋
永
遠
の
鎮
護
た
ら
し
め
ん
と
す
る
に
あ
り
。

　

そ
し
て
同
規
程
の
計
画
の
要
旨
に
よ
る
と
、
忠
霊
塔
は
次
の
三
種
に
分
け
て

建
設
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

（
一
）
第
一
種
（
主
要
会
戦
地
に
建
設
す
る
も
の
）

（
イ
）
塔
は
南
面
し
そ
の
壁
面
（
内
外
を
問
わ
ず
そ
の
他
適
当
な
場
所
）
に

合
祀
者
の
忠
死
年
月
日
官
、
氏
名
等
を
刻
す
る
場
所
を
設
く
る
こ
と
。

　

塔
内
に
は
祭
壇
及
納
骨
室
を
設
く
る
こ
と
。

（
二
）
第
二
種
（
内
地
大
都
市
に
建
設
す
る
も
の
）

（
三
）
第
三
種
（
内
地
市
町
村
に
建
設
す
る
も
の
三
と
す
）

　

大
型
（
一
般
市
に
建
つ
る
も
の
）

　

中
型
（
小
市
町
に
建
つ
る
も
の
）

　

小
型
（
町
村
に
建
つ
る
も
の
）
の
三
と
し

（
イ
）
塔
内
に
納
骨
し
塔
前
に
供
物
台
を
設
く
る
こ
と

（
ロ
）
塔
部
外
壁
面
に
合
祀
の
忠
死
年
月
日
官
氏
名
等
を
刻
名
す
る
場
所

を
設
く
る
こ
と
。

　

ま
た
意
匠
の
要
旨
と
し
て
は
次
文
を
掲
げ
て
い
た
。

　

こ
の
結
果
、
顕
彰
会
の
主
な
事
業
は
海
外
の
主
要
戦
場
跡
に
お
け
る
忠
霊
塔

建
設
と
そ
の
維
持
祭
祀
で
あ
り
、
そ
の
他
の
国
内
外
の
忠
霊
塔
建
設
は
財
政
上

余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
担
当
し
て
も
よ
い
と
制
限
さ
れ
た
。

　

顕
彰
会
は
新
聞
社
、
仏
教
会
を
は
じ
め
陸
軍
な
ど
の
協
力
も
得
て
精
力
的
に

忠
霊
塔
建
設
の
た
め
の
募
金
運
動
を
始
め
た
。
そ
の
結
果
海
外
の
主
要
戦
場
跡

に
忠
霊
塔
を
建
設
す
る
目
処
が
つ
い
た
と
し
て
、
国
内
の
忠
霊
塔
建
設
を
推
進

し
た
。
こ
う
し
て
建
設
さ
れ
た
国
内
で
の
忠
霊
塔
建
設
運
動
と
そ
の
祭
祀
に
つ

い
て
は
、
最
近
各
地
の
調
査
と
研
究
が
進
み
つ
つ
あ
る（

98
）。

　

し
か
し
そ
の
前
提
と
さ
れ
た
海
外
の
主
要
戦
場
跡
に
建
設
さ
れ
た
忠
霊
塔
に

関
す
る
調
査
報
告
は
ほ
と
ん
ど
な
い（

99
）。

と
り
あ
え
ず
現
在
判
明
し
て
い
る
史
・

資
料
か
ら
日
中
戦
争
の
戦
場
に
建
設
さ
れ
た
三
基
の
忠
霊
塔
に
つ
い
て
報
告
す

る
。

　

顕
彰
会
は
一
九
三
九
年
（
昭
和
十
四
）
八
月
、
顕
彰
会
が
建
設
推
進
す
る
忠

霊
塔
の
「
様
式
設
計
図
」
を
「
略
同
一
に
す
る
為（

100
）」

に
図
案
を
公
募
し
た
。
折

か
ら
の
忠
霊
塔
建
設
募
金
運
動
の
高
ま
り
も
重
な
り
一
六
九
九
点
の
応
募
が

あ
っ
た
。「
忠
霊
塔
設
計
図
案
懸
賞
募
集
規
程（

101
）」

の
目
的
は
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。

本
忠
霊
塔
建
設
の
主
旨
は
今
次
聖
戦
に
護
国
の
華
と
散
り
た
る
我
が
忠
勇

義
烈
の
士
の
分
骨
を
安
置
し
て
（
過
去
戦
役
、
事
変
等
の
忠
死
者
の
分
骨
を

も
な
る
べ
く
多
く
含
ま
し
む
る
も
の
と
す
）
そ
の
忠
霊
を
顕
彰
し
そ
の
偉
勲



二
、
事
業
の
発
展
概
要

﹇
前
略
﹈
さ
て
、
現
在
内
外
地
に
於
け
る
忠
霊
塔
建
設
状
況
は
、
北
京
、

上
海
、
張
家
口
は
各
々
派
遣
軍
の
手
に
よ
り
着
々
建
設
準
備
が
進
め
ら
れ

て
お
り
、
内
地
は
今
秋
二
百
万
円
の
予
算
を
以
て
工
事
に
着
手
す
る
。

﹇
略
﹈
こ
れ
ら
大
陸
並
に
内
地
に
建
設
せ
ら
れ
る
忠
霊
塔
は
、
千
年
そ
の

偉
容
を
保
つ
こ
と
を
目
標
と
し
、
昭
和
聖
代
の
文
化
を
後
世
に
遺
す
た
め

わ
が
国
建
設
の
粋
を
蒐
め
﹇
後
略
﹈
一
、
戦
地
は
各
軍
及
び
艦
隊
が
建
設

に
当
り
、
本
会
は
こ
れ
に
対
し
其
費
用
を
援
助
す
る
、
尚
ほ
支
那
側
の
戦

死
者
に
対
し
て
は
供
養
塔
を
建
設
し
て
そ
の
霊
を
祀
る
こ
と
に
な
る
。

　

戦
地
の
忠
霊
塔
は
史
料
4
で
「
主
要
会
戦
地
」
に
建
設
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
が
、
そ
の
建
設
都
市
と
し
て
「
北
京
、
上
海
、
張
家
口
」
を
挙
げ
て
い
る
。

北
京
、
上
海
近
郊
で
は
激
し
い
戦
闘
が
あ
り
多
数
の
戦
没
者
が
出
て
い
た
が
、

張
家
口
周
辺
で
は
そ
の
よ
う
な
戦
闘
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
地
方
の
小
都
市
で
あ

る
張
家
口
に
巨
大
な
忠
霊
塔
が
建
設
さ
れ
た
の
か
、
な
ぜ
こ
の
三
都
市
だ
っ
た

の
か
は
本
節
の
（
五
）
で
取
り
上
げ
検
討
す
る
。

　

次
に
こ
の
三
都
市
の
忠
霊
塔
を
建
て
た
順
は
こ
の
史
料
だ
け
で
は
わ
か
ら
な

い
。
顕
彰
会
会
長
で
あ
っ
た
菱
刈
隆
述
『
忠
霊
塔
物
語
』
に
は
こ
の
点
に
つ
い

て
次
の
記
述
が
あ
る（

103
）。

以
上
選
ば
れ
た
三
ケ
所
の
中
で
、
張
家
口
と
北
京
の
両
地
は
、
昭
和
十
五

本
忠
霊
塔
建
設
の
趣
旨
に
鑑
み
そ
の
意
匠
は
素
朴
、
簡
明
を
旨
と
し
忠
死

者
の
英
霊
を
最
も
崇
高
荘
重
に
表
頌
す
べ
き
も
の
と
す
。

第
一
種
の
も
の
は
建
設
地
が
大
陸
な
る
こ
と
を
考
え
特
に
雄
渾
の
も
の
た

る
べ
し
。

　

こ
う
し
て
応
募
さ
れ
た
図
案
を
審
査
し
て
、
一
九
四
〇
年
三
月
二
十
五
日
に

当
選
図
案
の
全
四
十
九
点
を
顕
彰
会
が
『
忠
霊
塔
図
案
集
』
と
し
て
発
行
し
た
。

第
一
種
が
十
七
点
、
第
二
種
が
十
六
点
、
第
三
種
が
十
六
点
あ
り
、
こ
れ
を
参

考
に
各
地
に
忠
霊
塔
の
建
設
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
。

　

同
時
に
こ
の
図
案
集
に
「
大
日
本
忠
霊
顕
彰
会
の
運
動（

102
）」

が
掲
載
さ
れ
て
お

り
、
顕
彰
会
の
運
動
方
針
と
経
過
が
簡
潔
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
三

点
に
わ
た
り
戦
地
の
忠
霊
塔
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
以
下
に
該
当
部
分
を
抄

出
す
る
。

史
料
5　

大
日
本
忠
霊
顕
彰
会
の
運
動

一
、
事
業
目
的

第
一
、
今
次
事
変
の
主
要
作
戦
地
に
お
け
る
忠
霊
塔
、
表
忠
碑
、
紀
念
塔

の
建
設
に
対
す
る
助
成
並
に
こ
れ
が
維
持
祭
祀
。

忠
霊
塔
建
設
都
市  

北
京
、
上
海
、
張
家
口

表
忠
記
念
塔
碑　

漢
口
、
徐
州
始
め
大
会
戦
地
二
十
二
箇
所

第
二
、（
内
地
の
忠
霊
塔
建
設
は
略
）



日本軍が中国に建設した十三基の忠霊塔

佐
お
よ
び
高
島
大
佐
は
北
京
郷

（
マ
マ
）軍

人
分
会
を
中
心
に
四
万
在
留
邦
人
に

呼
び
か
け
て
ゐ
る
が
北
京
で
は
在
郷
軍
人
分
会
と
居
留
民
団
が
主
体
と
な

り
桜
井
中
佐
を
中
心
に
協
議
し
た
結
果
忠
霊
塔
お
よ
び
事
変
記
念
塔
を
建

設
す
る
こ
と
に
決
定
、
居
留
民
団
、
寺
院
お
よ
び
三
井
、
三
菱
な
ど
十
会

社
代
表
、
各
団
体
代
表
を
挙
げ
て
建
設
委
員
会
を
結
成
し
準
備
に
と
り

か
ゝ
つ
た
、
建
設
場
所
は
事
変
発
端
の
一
文
字
山
を
最
も
有
力
と
し
て
考

究
中
で
あ
る
が
一
文
字
山
に
は
北
支
神
社
の
建
設
を
計
画
さ
れ
て
を
り
絶

好
の
地
で
あ
る
。

　

こ
の
一
文
字
山
は
、
一
九
三
七
年
七
月
に
日
中
戦
争
の
発
端
に
な
っ
た
北
京

近
郊
盧
溝
橋
の
付
近
に
あ
る
。
こ
こ
で
の
日
中
両
軍
の
衝
突
は
、
直
後
に
現
地

で
停
戦
協
定
が
結
ば
れ
一
端
終
息
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
際
中
国
に
一
撃
を
加

え
れ
ば
当
時
の
日
中
間
の
諸
課
題
が
一
挙
に
日
本
に
有
利
に
結
着
が
つ
く
と
す

る
陸
軍
の
強
硬
論
に
、
成
立
間
も
な
い
第
一
次
近
衛
文
麿
内
閣
は
同
意
し
た
。

日
本
軍
は
兵
力
を
増
強
し
現
地
の
緊
張
は
高
ま
っ
た
。

　

当
時
中
国
華
北
の
最
高
責
任
者
で
あ
っ
た
宋
哲
元
は
日
本
軍
と
の
妥
協
の
道

を
探
っ
た
が
、
部
下
に
は
抗
日
意
識
が
強
く
、
ま
た
当
時
南
京
に
あ
っ
た
国
民

政
府
は
近
衛
内
閣
の
政
府
声
明
と
派
兵
決
定
を
日
本
の
開
戦
決
意
と
受
け
と
め
、

抗
日
民
族
統
一
戦
線
結
成
に
大
き
く
舵
を
切
っ
た
。
そ
し
て
九
月
末
に
は
第
二

次
国
共
合
作
が
正
式
に
成
立
す
る
。

　

一
方
七
月
二
十
八
日
、
日
本
軍
は
圧
倒
的
な
航
空
兵
力
の
支
援
下
で
宋
哲
元

年
の
秋
に
建
設
地
も
定
ま
つ
て
、
地
鎮
祭
も
終
わ
り
、
張
家
口
の
方
は
一

歩
先
ん
じ
て
、
既
に
工
事
に
取
り
か
ゝ
つ
て
を
り
ま
す
か
ら
、
間
も
な
く

完
成
を
見
る
こ
と
と
思
は
れ
ま
す
。

　

こ
の
文
か
ら
は
張
家
口
・
北
京
・
上
海
の
順
に
忠
霊
塔
が
建
設
さ
れ
る
よ
う

に
読
め
る
。『
忠
霊
塔
物
語
』
は
一
九
四
二
年
十
月
二
十
五
日
に
発
行
さ
れ
て

い
る
。
注
（
55
）
で
触
れ
た
通
り
こ
の
原
稿
は
一
九
四
一
年
後
半
か
四
二
年
初

め
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
上
海
忠
霊
塔
は
、
本
節
（
三
）
の

「
上
海
の
忠
霊
塔
」
の
項
で
具
体
的
に
検
討
す
る
が
一
九
四
一
年
七
月
に
は
す

で
に
建
設
さ
れ
て
い
る
。
張
家
口
の
忠
霊
塔
は
一
九
四
二
年
十
月
に
竣
工
し
た
。

北
京
の
忠
霊
塔
の
建
設
年
月
は
不
詳
だ
が
、
一
九
三
九
年
九
月
に
は
着
工
し
た

と
の
説
も
あ
る
。
顕
彰
会
が
発
行
し
、
顕
彰
会
会
長
が
述
べ
た
と
さ
れ
る
文
で

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
混
乱
が
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　

本
稿
で
は
史
料
5
に
挙
げ
て
あ
る
忠
霊
塔
建
設
都
市
の
順
に
、
す
な
わ
ち
北

京
・
上
海
・
張
家
口
の
順
に
検
討
し
て
ゆ
く
。

（
二
）　
北
京
の
忠
霊
塔

　

顕
彰
会
が
成
立
し
て
間
も
な
い
一
九
三
九
年
（
昭
和
十
四
）
七
月
の
新
聞
に

大
き
く
「
北
京
に
忠
霊
塔

―
事
変
発
端
の
一
文
字
山
に
」
の
記
事
が
載
っ
た（

104
）。

北
京
本
社
特
電
【
廿
八
日
発
】
北
京
に
滞
在
中
の
忠
霊
顕
彰
会
の
桜
井
中



指
揮
下
の
第
二
十
九
軍
を
攻
撃
し
、
北
京

﹇
当
時
の
国
民
政
府
の
呼
称
は
「
北
平
」
だ
が
、

そ
の
後
の
推
移
も
含
め
て
述
べ
る
た
め
本
稿

で
は
「
北
京
」
と
表
記
す
る
﹈
と
天
津
を

制
圧
し
た
。
北
京
城
内
の
中
国
軍
は
古
都

を
戦
禍
か
ら
守
る
た
め
撤
退
し
、
以
後

一
九
四
五
年
八
月
に
日
本
が
降
伏
す
る
ま

で
北
京
と
天
津
と
そ
の
周
辺
は
日
本
軍
が

占
領
し
た（

105
）。

こ
れ
が
以
後
八
年
に
わ
た
る

日
中
全
面
戦
争
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。

　

日
本
軍
は
国
民
政
府
か
ら
の
自
治
を
主

張
す
る
「
冀
察
政
務
委
員
会
」
を
組
織
し

た（
106
）。

一
九
三
七
年
末
に
は
「
華
北
の
独

立
」、
国
民
政
府
か
ら
の
離
脱
を
掲
げ
て

「
中
華
民
国
臨
時
政
府
」
に
衣
更
え
し
た
。

そ
の
後
一
九
四
〇
年
三
月
に
日
本
軍
の
支

援
で
汪
兆
銘
の
南
京
「
中
央
政
府
」
が
成

立
す
る
と
、
そ
の
傘
下
に
入
り
「
華
北
政

務
委
員
会
」
に
組
織
替
え
し
た（

107
）。

　

そ
う
し
た
動
き
の
中
で
、
先
に
挙
げ
た

記
事
か
ら
北
京
の
忠
霊
塔
建
設
が
在
留
日

Ｂ

Ａ

地図 1　北京忠霊塔の位置（八宝山）
出典：梅棹忠夫他監修『世界全地図・ライブアトラス』講談社、1992 年、69 頁より縮小コピーに加筆。
　　　A は盧溝橋、B は八宝山。
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北
京
の
石
景
山
区
八
宝
山
革
命
公
墓
の
西
側
の
山
頂
に
聳
え
立
つ
一
基
の

水
色
の
瑠
璃
で
覆
わ
れ
た
四
角
の
殿
堂

―
老
山
納
骨
堂
、
こ
れ
は
日
本

人
侵
略
者
が
中
国
を
侵
略
し
た
時
に
建
て
た
「
忠
霊
塔
」
の
遺
跡
で
あ
る
。

一
九
三
七
年
七
七
事
変
の
後
、
日
本
軍
は
大
挙
し
て
我
国
に
侵
入
し
た
。

中
国
軍
と
人
民
は
奮
戦
し
勇
敢
に
抵
抗
し
た
た
め
、
日
本
軍
は
惨
め
な
多

大
の
損
害
を
こ
う
む
っ
た
。
そ
の
一
年
間
の
戦
死
者
数
は
数
万
人
以
上
に

も
の
ぼ
っ
た
。
一
九
三
九
年
九
月
、
南
京
に
あ
っ
た
日
本
の
中
国
派
遣
軍

司
令
部
は
戦
死
し
た
日
本
軍
将
兵
の
霊
魂
を
慰
め
る
た
め
、
占
領
し
た
主

要
都
市
に
「
忠
霊
塔
」
を
建
設
す
る
こ
と
を
命
令
し
た
。
日
本
の
華
北
方

面
軍
司
令
官
多
田
駿
は
、
た
だ
ち
に
先
述
の
八
宝
山
と
老
山
の
間
に
あ
る

山
に
「
忠
霊
塔
」
と
そ
れ
を
祀
る
社
を
建
て
た
。
そ
の
社
が
落
成
し
た
際
、

殿
堂
は
大
き
く
大
門
は
南
に
向
か
っ
て
建
ち
、
両
側
の
レ
ン
ガ
の
壁
は
ラ

ン
プ
で
飾
っ
て
い
た
。
中
央
に
は
方
形
の
塔
が
建
ち
、
そ
の
頂
部
に
は
二

重
の
廂ひ

さ
しが

あ
り
頂
上
は
尖
っ
て
高
く
大
日
章
旗
を
飾
り
、
不
気
味
な
様
子

は
恐
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

石
景
山
区
の
一
画
に
は
、
日
本
人
の
「
靖
国
神
社
」
が
あ
っ
た
。
紅
光
山

の
麓
に
あ
る
人
工
的
に
作
っ
た
新
し
い
村
の
東
北
隅
に
設
け
ら
れ
た
。

一
九
四
三
年
秋
に
こ
の
神
社
は
落
成
し
た
。
落
成
の
祭
典
は
非
常
に
盛
大

だ
っ
た
。

一
九
四
五
年
に
中
国
は
抗
日
戦
争
に
勝
利
し
た
。
石
景
山
の
「
靖
国
神

社
」
は
、
憤
っ
た
当
地
の
人
民
に
よ
っ
て
取
り
除
か
れ
た
が
、「
忠
霊
塔
」

本
人
と
顕
彰
会
の
間
で
議
論
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
の
後
の

建
設
の
過
程
は
明
ら
か
で
は
な
い
。『
忠
霊
塔
物
語
』
は
一
九
四
〇
年
秋
に
は

建
設
地
が
決
ま
り
地
鎮
祭
も
終
わ
っ
た
と
述
べ
、「
大
陸
の
忠
霊
塔
は
、
い
づ

れ
も
丸
ビ
ル
と
高
さ
を
競
ふ
ほ
ど
の
堂
々
た
る
も
の（

108
）」

と
設
計
図
も
で
き
て
い

た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
記
述
も
あ
る
。「
丸
ビ
ル
」
と
は
一
九
二
三
年
に
竣
工
し

た
東
京
駅
前
の
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
、
旧
丸
の
内
ビ
ル
ヂ
ン
グ
の
こ
と
で
地
上
九
階

地
下
一
階
の
建
築
物
で
あ
り
当
時
「
東
洋
一
」
と
称
さ
れ
た
。
そ
の
高
さ
は
約

三
十
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
高
さ
を
競
う
ス
ケ
ー
ル
で
三
基
の
忠
霊

塔
が
設
計
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

特
に
「
忠
霊
塔
設
計
図
案
懸
賞
募
集
規
程
」
に
あ
っ
た
よ
う
に
戦
地
の
忠
霊

塔
は
「
建
設
地
が
大
陸
な
る
こ
と
を
考
え
特
に
雄
渾
の
も
の
」
と
さ
れ
て
い
た

か
ら
、
塔
高
だ
け
で
な
く
全
体
が
巨
大
な
建
造
物
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
巨
大
な
忠
霊
塔
に
は
巨
額
の
費
用
が
か
か
る
。
史
料
5
の
最
後
に

「
戦
地
は
各
軍
及
び
艦
隊
が
建
設
に
当
り
、
本
会
は
こ
れ
に
対
し
其
費
用
を
援

助
す
る
」
と
あ
る
。
北
京
を
占
領
し
て
い
た
の
は
北
支
方
面
軍
で
あ
っ
た
の
で
、

そ
の
指
導
下
に
北
京
忠
霊
顕
彰
会
が
組
織
さ
れ
居
留
日
本
人
四
万
人
な
ど
も
組

織
し
て
募
金
や
整
地
作
業
を
進
め
、
不
足
分
を
顕
彰
会
が
分
担
し
た
も
の
と
考

え
る
。

　

こ
う
し
て
北
京
の
忠
霊
塔
は
完
成
す
る
が
、
そ
の
姿
を
目
撃
し
記
憶
し
て
い

た
中
国
人
の
記
録（

109
）か

ら
関
連
す
る
部
分
を
抄
訳（

110
）す

る
。
長
文
で
は
あ
る
が
戦
後

の
動
向
も
わ
か
る
貴
重
な
情
報
で
あ
る
。



事
に
あ
る
一
文
字
山
に
計
画
さ
れ
て
い
た
「
北
支
神
社
」
だ
っ
た
可
能
性
が
あ

る
。

　

し
か
し
『
忠
霊
塔
物
語
』
の
記
述
か
ら
は
一
九
四
二
年
初
頭
頃
ま
で
に
着
工

を
待
つ
ば
か
り
の
段
階
で
あ
っ
た
と
読
み
取
れ
る
。
こ
の
着
工
時
期
の
問
題
は

現
時
点
で
は
こ
れ
以
上
は
わ
か
ら
な
い
。
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　

記
録
に
出
て
く
る
「
華
北
方
面
軍
司
令
官
多
田
駿
」
と
は
陸
軍
中
将
多
田
駿

の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
多
田
駿
が
北
支
方
面
軍
司
令
官
で
あ
っ
た
の
は

一
九
三
九
年
九
月
か
ら
一
九
四
一
年
七
月
ま
で
で
あ
っ
た（

111
）。

　

記
録
に
は
、
戦
後
忠
霊
塔
を
壊
そ
う
と
す
る
人
々
を
制
し
て
改
造
し
て
忠
烈

祠
と
し
た
の
は
張
自
忠
と
あ
る
。
し
か
し
国
民
政
府
軍
の
将
軍
で
あ
っ
た
張
自

忠
は
、
抗
日
戦
争
の
英
雄
だ
が
一
九
四
〇
年
に
戦
死（

112
）し

、
北
京
と
天
津
に
記
念

碑
が
建
て
ら
れ
て
い
て
、
一
九
四
五
年
の
忠
霊
塔
問
題
で
発
言
す
る
の
は
不
可

能
で
あ
っ
た
。
同
名
の
有
力
者
が
い
た
の
か
記
録
者
の
記
憶
違
い
な
の
か
は
不

明
で
あ
る
。

　

新
中
国
成
立
後
、
人
民
政
府
が
「
忠
烈
祠
を
取
り
除
き
」
と
い
う
記
述
が
あ

る
が
忠
霊
塔
全
体
を
壊
し
た
の
か
納
骨
祠
部
分
は
残
し
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
。

た
だ
記
録
文
の
初
め
に
「
老
山
納
骨
堂
﹇
略
﹈「
忠
霊
塔
」
の
遺
跡
で
あ
る
」

と
あ
る
の
で
、
塔
は
壊
さ
れ
納
骨
施
設
が
再
利
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

筆
者
は
こ
の
現
認
の
た
め
二
〇
一
一
年
八
月
に
八
宝
山
地
域
を
訪
ね
た
。
そ

し
て
記
録
に
あ
る
通
り
「
八
宝
山
と
老
山
の
間
に
あ
る
山
」
に
老
山
納
骨
堂

（
骨
灰
堂
）
が
現
存
す
る
の
を
確
認
し
た
。
八
宝
山
革
命
公
墓
か
ら
西
へ
約
一

は
張
自
忠
が
改
造
し
て
中
国
の
抗
日
愛
国
将
兵
の
忠
烈
祠
と
し
た
。
塔
の

上
に
掲
げ
ら
れ
た
大
日
章
旗
は
青
天
白
日
旗
に
取
り
替
え
ら
れ
た
。
新
中

国
成
立
後
、
北
京
人
民
政
府
は
人
々
の
意
見
に
よ
り
忠
烈
祠
を
取
り
除
き
、

元
々
あ
っ
た
建
物
の
内
部
を
改
造
し
て
老
山
納
骨
堂
と
し
た
。

　

北
京
の
忠
霊
塔
建
設
の
動
き
は
、
こ
の
文
か
ら
は
一
九
三
九
年
の
直
後
の
よ

う
に
読
み
取
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
「
北
京
に
忠
霊
塔
」
の
新
聞
記
事
が
掲

載
さ
れ
た
二
カ
月
後
に
、
盧
溝
橋
か
ら
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
北
の
八
宝
山
西
隣
の

老
山
が
選
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
記
録
に
あ
る
「
靖
国
神
社
」
と
は
新
聞
記

図 7　北京の忠霊塔と推定される絵
注：北京の忠霊塔と特定できる画像は管見では発見できていな

い。従軍画家小早川秋聲が描いた一連の北京の絵の中に「忠
霊は薫る」と題して忠霊塔を描いたものがあった。北京の
忠霊塔と推定して参考に掲げる（松竹京子氏提供）。



日本軍が中国に建設した十三基の忠霊塔

地図 2　北京忠霊塔のあった位置（八宝山）
　　　　Aは八宝山革命公墓、Bは老山納骨堂（老山骨灰堂）、Cは神社
出典：王瑞平編輯『北京市実用地册』1994 年、測絵出版社を縮小コピーして A、B、C を加筆。



キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
小
高
い
丘
陵
で
あ
っ
た
。
現
在
の
大
通
り
景
山
路
か
ら
北
側

に
向
か
っ
て
石
段
を
数
十
段
登
っ
た
と
こ
ろ
に
石
畳
を
敷
き
つ
め
た
広
場
が
あ

り
、「
老
山
骨
灰
堂
」
の
札
の
あ
る
建
物
が
あ
る
。
そ
の
奥
が
老
山
納
骨
堂
で

あ
っ
た
。

　

階
段
を
上
が
っ
た
両
脇
に
は
、
石
製
の
台
灯
籠
が
壊
れ
か
け
て
残
っ
て
お
り
、

忠
霊
塔
周
辺
の
遺
構
の
一
部
と
思
わ
れ
る
。
記
録
に
あ
っ
た
「
ラ
ン
プ
」
と
は

提
灯
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
、

　

納
骨
堂
へ
の
道
の
入
口
に
は
係
員
が
詰
め
て
い
て
遺
族
以
外
の
入
場
は
禁
止

さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
忠
霊
塔
を
改
造
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
納
骨
堂
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
入
口
の
奥
は
樹
木
が
茂
り
、
小

高
い
丘
だ
が
外
側
か
ら
は
外
観
も
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
係
員
の

話
か
ら
は
、
塔
は
な
い
こ
と
、
大
き
な
納
骨
堂
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

な
お
日
文
研
所
蔵
の
地
図（

113
）に

は
、
八
宝
山
の
東
側
に
「
神
社
」
が
記
さ
れ
て

い
る
。
一
九
四
〇
年
作
成
の
地
図
で
神
社
の
敷
地
と
建
物
ら
し
い
表
記
が
あ
り
、

現
在
の
八
宝
山
革
命
公
墓
に
隣
接
し
た
東
北
の
地
と
思
わ
れ
る
。
な
お
こ
の
地

図
に
は
忠
霊
塔
は
表
示
さ
れ
て
い
な
い
。

（
三
）　
上
海
の
忠
霊
塔

　

上
海
の
忠
霊
塔
に
つ
い
て
は
、
た
び
た
び
引
用
す
る
顕
彰
会
の
『
忠
霊
塔
物

語
』
に
は
張
家
口
・
北
京
の
あ
と
で
「
上
海
も
こ
れ
に
次
い
で
工
事
を
起
こ

す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
一
九
四
二
年
初
め
に
は
ま
だ
着
工
し
て
い
な
か
っ
た

①②

③ 図 8 　老山納骨堂の入口の建物と階段上の台灯籠
（2011 年撮影）

①階段最上段の左右にある石製台灯籠
②老山納骨堂への階段を上がった石畳
③ 階段を上がった石畳の納骨堂への道の入口にあ
る係員の詰めている建物。「遺族以外の入場は禁
止」と言われここから入れなかった。



日本軍が中国に建設した十三基の忠霊塔

の
日
本
語
訳（

115
）を

掲
げ
て
お
く
。

日
本
軍
は
武
士
道
精
神
を
鼓
吹
し
、
戦
死
者
の
為
に
「
神
社
」
や
「
忠
霊

塔
」
を
建
て
、
自
主
的
判
断
力
を
麻
痺
さ
せ
た
。
統
計
に
よ
れ
ば
、
日
本

軍
は
そ
う
し
た
施
設
を
上
海
に
二
十
余
箇
所
作
っ
た
。「
小
東
京
」
内
に

は
、
日
本
に
あ
る
の
と
同
様
の
忠
霊
塔
、
神
社
や
慰
安
所
な
ど
、
形
態
は

様
々
で
混
沌
と
し
て
い
た
。
こ
の
上
に
掲
げ
た
写
真
の
忠
霊
塔
は
、
上
海

市
大
場
鎮
に
一
九
三
九
年
に
建
設
し
た
も
の
で
、
八
・
一
三
事
件（

116
）

で
死
亡

し
た
在
中
国
日
本
軍
兵
士
数
百
人
を
祭
り
慰
め
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
当
地
の
人
民
に
よ
っ
て
打
ち
毀
さ
れ
た
。

　

こ
の
文
で
は
上
海
の
忠
霊
塔
は
明
確
に
一
九
三
九
年
に
建
設
さ
れ
た
と
書
い

て
あ
る
。
ま
た
建
設
場
所
は
上
海
市
大
場
鎮
で
あ
っ
た
こ
と
、
戦
後
す
ぐ
に
上

海
市
民
に
よ
っ
て
壊
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
破
壊
さ
れ
る
前
の
不
鮮
明
だ
が

形
や
規
模
が
わ
か
る
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
て
、
手
掛
か
り
を
提
供
し
て
い
る
。

　
『
忠
霊
塔
物
語
』
と
『
日
軍
占
領
時
期
的
上
海
』
の
上
海
忠
霊
塔
の
建
設
時

期
は
な
ぜ
相
違
し
て
い
る
の
か
。
筆
者
は
以
下
の
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
の
記
事

に
見
る
通
り
上
海
戦
後
間
も
な
く
納
骨
施
設
の
な
い
記
念
塔
と
し
て
の
表
忠
塔

が
何
基
も
建
て
ら
れ
た
が
、『
日
軍
占
領
時
期
的
上
海
』
の
執
筆
者
が
こ
の
中

の
表
忠
塔
の
一
つ
を
忠
霊
塔
と
混
同
し
た
も
の
と
考
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
な
ぜ
上
海
で
は
表
忠
塔
や
忠
霊
塔
は
大
場
鎮
に
建
て
ら
れ
た
の
か
。

こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
中
国
で
発
行
さ
れ
た
『
日
軍
占
領
時
期
的
上
海（

114
）』

に
は
、「
上
海

忠
霊
塔
」
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
説
明
文
が
付
い
て
い
る
（
図
9
）。
説
明
文

図 9　上海の忠霊塔（大場鎮）
出典：上海市档案館編『日軍占領時期的上海』上海人民出版社、2007 年、191 頁所載写真と

説明文。



②

①

③

地図 3　上海忠霊塔の位置
　　　（大場鎮）
① 1992 年発行の上海地図
② 1940 年発行の上海地図
③日本軍が租界を占領する前に
　描かれた上海市と大場鎮略図
出典：①梅棹忠夫他監修『世界全地図・ライブアトラス』講談社、1992 年、69 頁より縮小コピーに加筆。
　　　②蘇甲榮編製『新上海地図』1940 年、日新輿地學社を拡大コピーし○を加筆。
　　　③『大阪毎日新聞』1939 年 8 月 4 日。



日本軍が中国に建設した十三基の忠霊塔

　

一
九
三
八
年
二
月
四
日
に
地
鎮
祭
が
行
わ
れ
、
十
二
月
七
日
に
竣
工
し
盛
大

な
竣
工
式
が
挙
行
さ
れ
た
記
事
が
続
く
。
そ
こ
に
は
、
軍
関
係
者
と
「
上
海
各

学
校
生
徒
、
一
般
居
留
民
等
約
三
万
人
の
邦
人
参
列
の
下
に
」
式
典
が
実
施
さ

れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
『
日
軍
占
領
時
期
的
上
海
』
は
忠
霊
塔
以
外
に
も
類
似
施
設
が
二
十
以
上
作

ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
の
記
事
が
報
じ
た
納
骨
施

設
の
な
い
表
忠
塔
は
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
戦
争
記
念
碑
は
上
海
戦
に
参

加
し
た
部
隊
の
将
兵
の
募
金
で
建
設
さ
れ
た
。
同
様
の
内
容
が
新
聞
や
雑
誌
で

報
じ
ら
れ
る
が
、
次
第
に
将
兵
だ
け
で
な
く
居
留
民
や
学
童
が
募
金
に
参
加
し
、

整
地
作
業
の
勤
労
奉
仕
に
参
加
す
る
報
道
が
増
加
す
る（

119
）。

日
中
戦
争
が
長
期
化

す
る
中
で
、
戦
地
中
国
の
居
留
民
や
学
徒
が
総
力
戦
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て
ゆ

く
時
の
一
つ
の
ル
ー
ト
が
表
忠
塔
づ
く
り
で
あ
り
、
忠
霊
塔
建
設
運
動
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
表
忠
塔
の
竣
工
式
の
写
真

（
図
11
）
を
図
9
と
比
較
す
る
と
、
仰
角
と
俯
角
の
撮
影
角
度
の
違
い
は
あ
る
が
、

塔
形
と
い
い
、
塔
正
面
に
彫
り
込
み
が
あ
る
デ
ザ
イ
ン
と
い
い
、
台
座
な
ど
を

見
る
と
同
一
の
塔
と
思
わ
れ
る
。『
忠
霊
塔
物
語
』
の
記
述
で
は
、
北
京
・
上

海
・
張
家
口
の
忠
霊
塔
は
「
丸
ビ
ル
」
に
匹
敵
す
る
三
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

巨
大
な
塔
で
あ
っ
た
と
い
う
。
表
忠
塔
な
ど
と
と
も
に
戦
後
す
ぐ
に
壊
さ
れ
た

こ
と
が
『
日
軍
占
領
時
期
的
上
海
』
の
記
述
か
ら
推
察
さ
れ
る
。
残
っ
て
い
た

十
六
メ
ー
ト
ル
も
の
高
さ
の
表
忠
塔
の
写
真
を
、『
日
軍
占
領
時
期
的
上
海
』

こ
の
こ
と
を
検
討
す
る
た
め
に
第
二
次
上
海
事
変
当
時
の
大
場
鎮
の
状
況
を
見

て
お
き
た
い
。

　
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
は
一
九
三
九
年
八
月
三
日
か
ら
十
回
に
わ
た
り
「
忠
霊

塔
物
語
」
を
連
載
し
て
い
る
。
そ
れ
が
後
に
菱
刈
隆
『
忠
霊
塔
物
語
』
の
元
に

な
っ
た
と
い
わ
れ（

117
）る

が
、
必
ず
し
も
同
一
の
文
章
で
は
な
い
。
そ
の
連
載
二
回

目
が
「
厳

（
マ
マ
）・

大
場
鎮
激
戦
の
跡
」
で
大
場
鎮
を
取
り
上
げ
て
い
る（

118
）。

た
だ
し
戦

後
す
ぐ
に
ま
ず
表
忠
塔
が
建
設
さ
れ
た
事
情
を
述
べ
て
い
る
。

上
海
戦
の
最
激
戦
地
大
場
鎮
走
馬
塘
ク
リ
ー
ク
畔
上
の
小
丘
上
に
碧
空
を

き
つ
て
厳
然
と
し
て
そ
ゝ
り
立
つ
表
忠
塔
は
、
畏
く
も
南
京
攻
略
戦
に
数

万
の
□
躰
を
率
ゐ
て
御
参
加
あ
ら
せ
ら
れ
、
赫
赫
た
る
御
武
勲
を
た
て
さ

せ
ら
れ
た
時
の
軍
司
令
官
朝
香
中
将
殿
下
（
現
在
、
大
将
宮
殿
下
に
在
す
）

の
有
難
き
思
召
に
よ
り
、
呉
淞
敵
前
上
陸
以
来
、
未
曽
有
の
激
戦
を
極
め

た
上
海
戦
参
加
部
隊
陣
没
将
兵
の
英
霊
を
慰
め
、
そ
の
武
勲
を
永
久
に
伝

ふ
べ
く
上
海
派
遣
軍
将
兵
一
同
の
、
陣
没
せ
る
戦
友
を
思
ふ
真
心
こ
め
た

拠
金
を
も
つ
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。﹇
略
﹈
塔
身
十
五
メ
ー
ト
ル

五
五
、
塔
台
三
メ
ー
ト
ル
、
塔
台
下
の
基
礎
工
事
七
メ
ー
ト
ル
、
白
亜
の

表
忠
碑
は
台
座
の
左
右
に
赤
錆
び
た
露
筋
が
組
ま
れ
た
ま
ゝ
白
々
と
し
た

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
上
部
に
残
さ
れ
て
ゐ
る
未
完
成
の
鉄
ト
ー
チ
カ
を
踏
み

つ
け
て
、
王
者
の
如
く
堂
々
た
る
威
風
を
示
現
し
た
の
だ
。



の
編
集
者
は
、
納
骨
施
設
の
あ
る
忠
霊
塔
と
混
同
し
て
「
忠
霊
塔
」
と
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　

大
場
鎮
に
建
設
さ
れ
た
上
海
忠
霊
塔
の
写
真
は
、
官
庁
や
会
社
・
学
校
な
ど

で
「
壁
新
聞
」
と
し
て
貼
り
だ
さ
れ
た
日
刊
の
『
同
盟
写
真
特
報（

120
）』

に
掲
載
さ

れ
て
い
た
（
図
12
―

①
）。
盧
溝
橋
で
始
ま
っ
た
日
中
全
面
戦
争
は
上
海
に
飛
火

し
、
中
国
軍
民
の
激
し
い
抗
戦
に
日
本
軍
は
大
軍
を
派
遣
し
た
が
一
九
三
七
年

八
月
か
ら
三
か
月
の
間
に
約
一
万
人
の
戦
没
者
を
出
し
、
中
国
軍
民
側
は

二
十
五
万
人
も
の
戦
没
者
を
出
し
た
。
多
大
な
犠
牲
の
上
に
日
本
軍
が
よ
う
や

く
占
領
し
た（

121
）。

以
後
、
戦
線
は
南
京
か
ら
広
東
・
武
漢
三
鎮
へ
と
広
が
り
、
国

民
政
府
は
重
慶
に
首
都
を
移
し
て
抗
戦
を
続
け
、
一
九
四
五
年
の
日
本
の
降
伏

ま
で
継
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
三
七
年
の
上
海
戦
で
は
、
上
海
市
の
中

図 10　上海居留日本人を動員した表忠塔づくり
出典：内閣情報部『写真週報』第 132 号、1940 年 9 月 4 日、20 ～ 21 頁。

図 11　上海大場鎮竣工式の表忠塔
出典：『大阪毎日新聞』1939 年 8 月 4 日掲載写真。



日本軍が中国に建設した十三基の忠霊塔

①

③ ②

図 12　上海（大場鎮）忠霊塔
①大場鎮忠霊塔前の道路を清掃する米兵捕（俘）虜
　（同盟通信社『同盟写真特報』1942 年 7月 15日号を縮小コピー）
②『少年俱楽部』第 28巻 7号（大日本雄弁会講談社、1941 年 7月）
③大場鎮忠霊塔に似たデザインの図案（『忠霊塔図案集』）



（
ク
リ
ー
ク
）
が
走
り
、
侵
攻
し
た
日
本
軍
は
部
隊
行
動
を
妨
げ
ら
れ
苦
戦
し

た
と
伝
え
ら
れ
る
。
現
在
は
ク
リ
ー
ク
も
多
く
は
埋
立
て
ら
れ
て
市
街
地
と

な
っ
て
お
り
、
忠
霊
塔
が
建
設
さ
れ
た
場
所
は
特
定
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
筆

者
の
聞
き
取
り
で
は
、
今
で
も
周
囲
よ
り
か
な
り
家
賃
の
安
い
借
屋
は
、
か
つ

て
の
上
海
事
変
で
多
数
の
戦
没
者
が
出
た
場
所
に
建
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い

る
よ
う
で
、
上
海
事
変
の
記
憶
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

（
四
）　
張
家
口
の
忠
霊
塔

　

顕
彰
会
が
戦
地
の
忠
霊
塔
建
設
対
象
都
市
と
し
た
北
京
と
上
海
は
中
国
の
代

表
的
都
市
で
あ
り
、
周
辺
に
は
多
数
の
戦
没
者
が
出
た
激
戦
地
が
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
張
家
口
は
人
口
も
当
時
十
万
人
足
ら
ず
の
小
都
市
で
あ
っ
て
激
戦
地
で

も
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
ま
ず
張
家
口
の
歴
史
に
詳
し
い
安
俊
杰
張
家
口
泥
河
湾
歴
史
文
化
研

究
会
会
長
に
尋
ね
る
と
、「
張
家
口
は
元
・
明
・
清
の
時
代
か
ら
近
現
代
に
到

る
ま
で
、
政
治
的
・
軍
事
的
に
民
族
や
国
家
関
係
が
緊
張
す
る
と
、
中
国
北
西

部
の
窓
口
と
し
て
重
要
な
拠
点
と
な
り
、
注
目
さ
れ
重
視
さ
れ
て
き
た
。
近
年

で
も
中
国
と
ソ
連
の
関
係
が
緊
張
し
た
時
期
に
は
外
国
人
の
立
ち
入
り
が
禁
止

さ
れ
、
そ
れ
は
一
九
九
七
年
ま
で
続
い
た
。
平
時
に
は
大
境
門
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
塞
外
と
中
国
の
文
物
が
行
き
交
う
平
和
な
町
で
あ
っ
た
」
と
語
っ
た（

123
）。

　

北
京
か
ら
北
西
に
約
一
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
万
里

の
長
城
（
外
長
城
線
）
が
市
の
北
部
を
東
西
に
走
り
、
そ
の
先
は
内
蒙
古
高
原

心
部
で
あ
る
英
米
仏
な
ど
の
租
界
に
は
、
英
米
仏
な
ど
が
日
中
戦
争
に
中
立
の

立
場
を
宣
言
し
て
い
た
た
め
入
れ
ず
、
そ
の
周
囲
を
取
り
囲
ん
で
日
本
軍
が
占

領
し
た
。
一
九
四
一
年
十
二
月
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
開
戦
と
同
時
に
日
本

軍
は
上
海
の
租
界
を
占
領
し
た
。
こ
の
際
租
界
に
い
た
英
米
仏
軍
な
ど
は
日
本

軍
に
降
伏
し
捕
虜
に
な
っ
た
。
こ
の
米
兵
捕
虜
が
大
場
鎮
忠
霊
塔
前
の
道
路
掃

除
に
使
役
さ
れ
て
い
る
写
真
で
あ
る
。

　

図
9
と
比
べ
る
と
塔
形
は
似
て
い
る
が
、
下
部
に
膨
ら
み
が
あ
り
違
う
よ
う

に
も
見
え
る
。
写
真
が
不
鮮
明
で
そ
れ
以
上
は
識
別
し
に
く
い
。
写
真
で
は
な

い
が
、『
少
年
俱
楽
部
』
の
一
九
四
一
年
七
月
号
口
絵（

122
）

に
「
忠
霊
塔
」
と
し
て

塔
の
形
状
が
鮮
明
に
わ
か
る
大
場
鎮
忠
霊
塔
の
挿
絵
が
あ
る
（
図
12
―

②
）。「
は

げ
し
か
つ
た
上
海
戦
の
あ
と
の
大
場
鎮
に
は
、
り
つ
ぱ
な
忠
霊
塔
が
た
て
ら

れ
」
の
解
説
文
が
付
い
て
い
る
の
で
上
海
忠
霊
塔
は
大
場
鎮
の
忠
霊
塔
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
図
12
―

①
の
不
鮮
明
な
形
が
明
瞭
に
わ
か
る
。
台
座
の
形

が
図
9
と
は
異
な
る
の
で
、
表
忠
塔
と
は
別
の
塔
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

図
12
―

②
が
掲
載
さ
れ
た
『
少
年
俱
楽
部
』
は
一
九
四
一
年
七
月
号
だ
か
ら
、

そ
れ
以
前
に
建
設
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
建
設
日
を
特
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
九
四
二
年
十
月
発
行
の
『
忠
霊
塔
物
語
』

に
は
、
北
京
の
忠
霊
塔
は
近
く
着
工
し
「
上
海
も
ま
た
こ
れ
に
次
い
で
工
事
を

起
こ
す
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
上
海
大
場
鎮
忠
霊

塔
の
着
工
・
完
工
時
期
の
記
述
の
矛
盾
は
課
題
と
し
て
残
る
。

　

な
お
大
場
鎮
は
上
海
市
中
心
部
か
ら
北
西
方
向
の
郊
外
に
あ
り
縦
横
に
水
濠



日本軍が中国に建設した十三基の忠霊塔

に
通
じ
る
咽
頭
部
に
あ
た
る
。
安
氏
の
指

摘
は
日
中
戦
争
時
代
の
張
家
口
に
も
当
て

は
ま
る
。

　

一
九
二
二
年
に
日
本
の
領
事
館
が
張
家

口
に
開
設
さ
れ
て
か
ら
の
、
日
本
人
と
当

時
は
日
本
の
植
民
地
支
配
下
に
あ
っ
た
朝

鮮
人
・
台
湾
人
の
居
留
人
口
を
示
し
た
の

が
表
3
で
あ
る
。
張
家
口
の
人
口
が
約

十
万
と
い
わ
れ
た
時
期
に
、
日
本
人
の
居

留
人
口
は
一
九
三
五
年
か
ら
三
桁
に
な
り
、

一
九
三
八
年
に
は
四
桁
に
、
一
九
三
九
年

か
ら
は
五
桁
に
跳
ね
上
が
っ
た
。

　

こ
の
間
の
経
過
を
辿
り
な
が
ら
、
忠
霊

塔
が
張
家
口
に
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
日
本
人
社
会
の
状
況
を
見
て
ゆ
く
。

　

一
九
三
一
年
に
関
東
軍
が
満
州
事
変
を

起
こ
し
翌
年
に
は
満
州
国
の
建
国
を
宣
言

し
た
が
、
抗
日
武
装
闘
争
は
容
易
に
終
息

し
な
か
っ
た
。
武
力
鎮
圧
に
当
た
っ
た
関

東
軍
は
、
満
州
国
内
の
抗
日
勢
力
の
背
後

に
は
中
国
共
産
党
が
あ
り
、
そ
の
浸
透
を

地図 4　北京と張家口と内蒙古自治区
出典：人民交通出版社編発行『河北省』2011 年、8 頁を縮小コピーし○印を加筆。



防
ぐ
た
め
に
は
満
州
国
と
境
を
接
す
る
華
北
五
省
（
河
北
・
山
東
・
山
西
・
察

哈
爾
・
綏
遠
の
中
国
北
部
の
五
省
）
を
中
国
か
ら
切
り
離
し
、
華
北
を
日
本
の
実

質
的
支
配
下
に
置
く
こ
と
が
必
要
だ
と
し
て
華
北
分
離
工
作
を
強
行
し
た（

124
）。

　

一
九
三
五
年
六
月
の
梅
津
・
何
応
欽
協
定
に
よ
り
日
本
軍
は
河
北
省
か
ら
国

民
党
の
党
組
織
を
撤
退
さ
せ
、
北
京
と
天
津
を
実
質
的
に
非
武
装
化
さ
せ
た
。

さ
ら
に
同
月
の
土
肥
原
・
秦
徳
純
協
定
に
よ
り
察
哈
爾
省
内
に
も
非
武
装
地
帯

が
設
け
ら
れ
た（

125
）。

　

こ
の
状
況
下
で
関
東
軍
は
特
務
機
関
を
拡
充
し
、
中
国
か
ら
の
モ
ン
ゴ
ル
独

立
を
目
指
し
て
い
た
徳
王
へ
の
接
近
工
作
を
本
格
化
し
た
。
張
家
口
に
設
置
さ

れ
た
特
務
機
関
は
、
関
東
軍
の
対
中
国
現
地
工
作
の
最
前
線
と
な
っ
た（

126
）。

一
方

南
京
の
国
民
政
府
に
不
満
を
持
つ
親
日
政
治
家
・
軍
人
を
関
東
軍
が
後
押
し
し

て
、
国
民
政
府
が
軍
事
介
入
で
き
ぬ
地
域
に
「
冀
東
防
共
自
治
政
府
」
を
組
織

し
た
。
同
政
府
は
貿
易
を
奨
励
し
、
日
本
か
ら
の
輸
入
品
を
大
連
経
由
で
大
量

に
受
け
入
れ
た
。
こ
の
輸
入
品
の
検
査
料
収
入
に
よ
り
同
政
府
は
莫
大
な
利
益

を
上
げ
、
そ
の
一
部
は
関
東
軍
の
モ
ン
ゴ
ル
（
内
蒙
）
独
立
工
作
な
ど
の
経
費

に
使
わ
れ
た
。
同
時
に
こ
の
日
本
製
品
の
流
入
は
中
国
の
民
族
産
業
に
大
き
な

打
撃
を
与
え
、
中
国
人
の
抗
日
意
識
を
さ
ら
に
強
め
る
契
機
と
な
っ
た（

127
）。

　

張
家
口
は
モ
ン
ゴ
ル
独
立
工
作
の
日
本
側
の
動
き
の
重
要
拠
点
の
一
つ
と
な

り
張
家
口
で
日
本
人
の
姿
を
見
る
こ
と
が
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
な
っ
た
。
張

家
口
の
居
留
人
口
が
六
一
九
人
か
ら
四
七
七
三
人
に
急
増
し
た
一
九
三
七
年
か

ら
翌
年
に
か
け
て
は
、
盧
溝
橋
事
件
が
日
中
全
面
戦
争
に
拡
大
し
た
時
期
で
あ

表 3　張家口居留日本人、朝鮮人、台湾人人口（単位：人）

年 日本人（内男性） 朝鮮人（内男性） 台湾人 備　　考

1922 26 （18） 張家口に日本領事館開設
1926 30 （19） 68 （37）
1930 15 （10） 10 （4）
1934 43 （33） 12 （4）
1935 303 （233） 12 関東軍が華北分離工作開始

内蒙工作により日本人急増
1936 736 （520） 42 （13） 1
1937 619 （443） 日中全面戦争開戦、関東軍 8 月

に張家口占領
1938 4 ,773 （2 ,864）
1939 13 ,829 （8 ,405） 1298 （755） 8 9 月に蒙古聯合自治政府成立を

宣言、張家口は首都になる
1940 ※19 ,254 （11 ,789） 984 （537） 8
1941 21 ,408 （12 ,987） 978 （538） 8
1942 19 ,556 （11 ,847） 966 （534） 18
1943 21 ,089 （12 ,771） 1 ,481 （798） 24
1944 21 ,773 （11 ,777） 1 ,289 （713） 42

注：※は原表では「11 ,254」であったが、内訳が男性 11 ,789、女性 7,465 となっているので誤植と考え
男女を合計した人数に訂正した。

出典：小林元裕「蒙疆の日本人居留民」表 7―1 から一部引用。備考は筆者が加えた。



日本軍が中国に建設した十三基の忠霊塔

大境門

蒙疆神社
蒙疆忠霊塔

地図 5　1938 年 7月発行の「張家口市街図」
出典：蒙疆新聞社『張家口市街図』1938 年を縮小コピーし一部加筆した。市の中心を南北に流れる清河左岸に

中国人、蒙古人の住む街があった。日本人は市の南部の駅周辺に住んだが、新たに右岸を開発しようと
して予定区域を示したもの。その東に忠霊塔が造られる。



地図 6　張家口忠霊塔のあった位置（現在は察哈尓烈士陵園）
出典：中国公路里程地 分册系列『河北省及京津地区』人民交通出版社、2011 年を拡大コピーして○印を加筆。
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疆
連
絡
部
が
設
置
さ
れ
て
特
務
機
関
は
廃
止
さ
れ
た
。
同
連
絡
部
長
は
陸
軍
少

将
級
が
担
当
し
た
。

　

そ
し
て
張
家
口
の
日
本
人
居
留
人
口
が
一
万
人
を
超
え
た
一
九
三
九
年
の
九

月
一
日
に
は
、
三
自
治
政
府
と
蒙
疆
聯
合
委
員
会
が
統
合
さ
れ
て
「
自
治
分
作

の
煩
瑣
な
る
行
政
形
態
よ
り
離
脱
し
て
こ
れ
を
簡
素
た
る
単
一
政
権
に
統
合（

134
）」

し
た
と
す
る
蒙
古
聯
合
自
治
政
府
が
、
張
家
口
を
首
都
と
し
て
成
立
を
宣
言
し

た
。
内
モ
ン
ゴ
ル
の
独
立
を
目
指
す
徳
王
が
主
席
に
な
り
、
チ
ン
ギ
ス
ハ
ー
ン

紀
元
（
成
紀
）
を
用
い
る
な
ど
、
モ
ン
ゴ
ル
民
族
独
立
の
希
望
を
吸
収
し
て
成

立
し
た
政
府
と
い
う
体
裁
を
と
っ
た（

135
）。

　

し
か
し
蒙
古
聯
合
自
治
政
府
の
実
権
は
最
高
顧
問
金
井
章
次
に
代
表
さ
れ
る

日
本
人
と
駐
蒙
軍
が
握
っ
た（

136
）。

管
内
に
住
む
民
族
構
成
は
漢
人
九
五
・
五
％
、

モ
ン
ゴ
ル
人
二
・
九
％
、
日
本
人
〇
・
七
％
、
回
人
〇
・
七
％
な
ど
で（

137
）

あ
り
、
蒙

古
聯
合
自
治
政
府
は
モ
ン
ゴ
ル
独
立
を
口
実
に
モ
ン
ゴ
ル
人
を
表
に
立
て
中
国

の
一
画
に
日
本
軍
が
作
っ
た
傀
儡
政
権
で
あ
っ
た
と
い
う
評
価
は
覆
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
事
実
一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
、
日
本
の
降
伏
と
と
も
に
蒙
古
聯
合

自
治
政
府
は
消
滅
し
た（

138
）。

　

張
家
口
の
日
本
人
社
会
は
突
然
出
現
し
、
わ
ず
か
数
年
で
そ
の
姿
を
消
し
た
。

そ
の
間
、
日
本
の
統
治
の
た
め
に
学
校
や
医
療
施
設
な
ど
が
他
の
植
民
地
都
市

と
同
様
に
作
ら
れ
た
。
日
本
人
の
た
め
に
作
ら
れ
た
施
設
の
多
く
は
日
本
人
の

引
揚
後
も
現
地
の
人
々
に
使
用
さ
れ
た（

139
）。

　

同
時
に
日
本
の
統
治
を
象
徴
す
る
施
設
も
作
ら
れ
た
。
蒙
疆
神
社
と
蒙
疆
忠

た
。
日
中
全
面
戦
争
の
初
期
、
華
北
で
戦
争
を
進
め
た
日
本
軍
は
支
那
駐
屯
軍

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
支
援
と
し
て
関
東
軍
は
察
哈
爾
省
に
侵
攻
す
る
必
要
が
あ

る
と
強
く
主
張
し
た
。
参
謀
本
部
の
了
承
を
得
て
察
哈
爾
作
戦
の
た
め
に
編
成

さ
れ
た
関
東
軍
察
哈
爾
派
遣
兵
団
（
後
に
蒙
疆
兵
団
）
を
先
頭
に
立
っ
て
指
揮

し
た
の
は
、
関
東
軍
参
謀
長
の
陸
軍
少
将
東
条
英
機
で
あ
っ
た
。
察
哈
爾
派
遣

兵
団
の
機
械
化
旅
団
の
激
し
い
攻
撃
に
中
国
軍
は
退
却
し
、
チ
ャ
ハ
ル
派
遣
兵

団
は
一
九
三
七
年
八
月
二
十
七
日
に
チ
ャ
ハ
ル
省
の
省
都
で
あ
っ
た
張
家
口
を

占
領
し
た
。
参
謀
本
部
の
命
令
は
そ
こ
ま
で
だ
っ
た
が
、
察
哈
爾
派
遣
兵
団
は

さ
ら
に
西
進
し
て
大
同
、
集
寧
、
綏
遠
を
占
領
し
、
十
月
十
七
日
に
は
包
頭
ま

で
も
占
領
し
た
。
こ
の
一
連
の
作
戦
は
「
関
東
軍
の
稲
妻
作
戦
」
と
呼
ば
れ
て

陸
軍
中
央
か
ら
も
追
認
さ
れ
評
価
さ
れ
た（

128
）。

こ
の
直
後
に
東
条
英
機
は
陸
軍
次

官
に
迎
え
ら
れ
た（

129
）。

関
東
軍
占
領
地
に
は
蒙
疆
三
自
治
政
府
と
蒙
疆
聯
合
委
員

会
が
組
織
さ
れ
、
新
し
い
占
領
地
の
一
体
的
支
配
が
目
指
さ
れ
た（

130
）。

　

一
九
三
七
年
十
一
月
二
十
二
日
に
張
家
口
で
蒙
疆
聯
合
委
員
会
が
結
成
さ
れ

る
と
、
張
家
口
に
は
日
本
の
軍
人
・
官
僚
・
関
連
企
業
人
が
居
住
す
る
よ
う
に

な
っ
た（

131
）。

そ
こ
に
商
機
を
見
た
日
本
人
も
多
数
や
っ
て
き
た（

132
）。

同
年
十
二
月
に

は
蒙
疆
兵
団
司
令
部
が
張
家
口
に
開
設
さ
れ
た
。
陸
軍
中
央
は
関
東
軍
を
対
ソ

戦
に
向
け
て
専
念
さ
せ
る
た
め
に
、
一
九
三
八
年
七
月
に
は
蒙
疆
兵
団
を
関
東

軍
と
は
分
離
し
た
駐
蒙
軍
に
編
成
替
え
し
た（

133
）。

　

一
九
三
八
年
十
二
月
、
中
国
に
お
け
る
日
本
軍
占
領
地
行
政
を
担
当
す
る
中

央
官
庁
と
し
て
興
亜
院
が
設
置
さ
れ
た
。
翌
年
三
月
に
は
張
家
口
に
興
亜
院
蒙



に
建
つ
四
十
五
メ
ー
ト
ル
の
巨
大
な
忠
霊
塔
は
全
市
か
ら
仰
ぎ
見
ら
れ
る
存
在

で
あ
っ
た
。
一
九
四
三
年
一
月
に
撮
影
さ
れ
た
蒙
疆
神
社
前
広
場
で
戦
勝
を
祈

願
し
た
集
会
の
写
真
が
、『
蒙
疆
年
鑑
』
の
口
絵
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

集
会
の
背
景
に
巨
大
な
忠
霊
塔
が
写
っ
て
い
る
（
図
13
）。
こ
の
こ
と
か
ら
蒙

疆
神
社
と
隣
合
わ
せ
で
忠
霊
塔
が
建
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（

141
）。

　

張
家
口
に
居
留
し
た
日
本
人
の
集
ま
り
で
あ
る
「
日
本
張
家
口
の
会
」（
会

長
北
川
昌
氏
）
の
機
関
誌
に
、
か
つ
て
自
分
た
ち
の
見
た
蒙
疆
神
社
と
忠
霊
塔

が
形
を
変
え
て
現
存
し
て
い
る
と
報
告
す
る
旅
行
記
が
掲
載
さ
れ
た（

142
）。

そ
れ
を

手
掛
か
り
に
筆
者
も
二
〇
一
一
年
八
月
に
張
家
口
を
訪
ね
そ
の
状
況
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
結
果
、
現
在
「
勝
利
公
園
」
と
呼
ば
れ
る
一
帯
が
蒙

疆
神
社
と
蒙
疆
忠
霊
塔
の
跡
地
で
あ
り
、
蒙
疆
神
社
本
殿
は
子
ど
も
の
遊
具
置

場
に
、
忠
霊
塔
は
「
革
命
烈
士
紀
念
塔
」
に
改
造
さ
れ
利
用
さ
れ
て
い
た
（
図

15
）。

　

革
命
烈
士
紀
念
塔
を
管
理
し
て
い
る
の
は
張
家
口
市
の
察
哈
爾
烈
士
陵
園
管

理
処
で
あ
る
。
そ
こ
で
発
行
し
て
い
る
案
内
冊
子（

143
）に

よ
る
紀
念
塔
建
設
の
経
緯

を
箇
条
書
に
要
約
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
、一
九
四
八
年
十
二
月
に
張
家
口
は
国
民
党
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
た
。

華
北
人
民
政
府
は
新
た
に
察
哈
爾
省
を
作
り
、
革
命
の
た
め
に
犠
牲

に
な
っ
た
一
万
七
千
人
以
上
の
省
内
烈
士
を
記
念
す
る
た
め
張
家
口

に
陵
園
を
作
る
こ
と
を
決
め
た
。

霊
塔
で
あ
る
。
こ
の
施
設
に
つ
い
て
『
蒙
疆
年
鑑（

140
）』

は
次
の
通
り
記
述
し
て
い

る
。

蒙
疆
神
社　

昭
和
十
五
年
四
月
御
造
営
奉
賛
会
が
結
成
さ
れ
、
工
事
予
算

三
十
万
円
を
も
つ
て
社
殿
を
御
造
営
奉
齋
す
る
こ
と
に
決
し
、
同
年
八
月

起
工
、
翌
十
六
年
九
月
に
本
殿
そ
の
他
附
属
建
造
物
の
落
成
を
見
、
十
月

六
日
鎮
座
祭
を
厳
修
﹇
中
略
﹈
緑
化
計
画
も
同
時
に
進
行
、
蒙
疆
の
総
鎮

守
に
相
応
し
い
景
観
を
添
へ
る
に
至
つ
た
。

　

蒙
疆
神
社
は
張
家
口
の
東
、
当
時
の
地
名
で
東
太
平
山
二
台
子
（
現
在
「
東

山
」
の
山
麓
）、
小
高
い
丘
陵
に
建
て
ら
れ
た
。
次
い
で
忠
霊
塔
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

忠
霊
顕
彰
会
が
中
心
と
な
っ
て
大
東
亜
建
設
四
周
年
を
記
念
し
て
総
工
費

予
算
五
十
五
万
円
で
着
工
し
て
か
ら
一
年
三
箇
月
目
の
昭
和
十
七
年
十
月

十
六
日
に
、
蒙
疆
忠
霊
塔
は
張
家
口
東
太
平
山
麓
に
竣
工
し
た
。
こ
の
日

厳
か
な
竣
工
式
が
挙
行
さ
れ
、
西
北
鎮
護
の
神
を
永
遠
に
顕
彰
す
る
こ
と

に
な
つ
た
。
主
材
は
現
地
産
の
大
理
石
や
花
崗
岩
、
高
さ
四
十
五
メ
ー
ト

ル
、
表
面
積
は
五
百
二
十
八
メ
ー
ト
ル
﹇
平
方
メ
ー
ト
ル
か
﹈
で
あ
る
。

　

高
層
建
築
の
な
か
っ
た
一
九
四
二
年
十
月
の
張
家
口
で
は
、
小
高
い
丘
の
上
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475m

陵園南街
勝利公園（烈士陵園）
総面積145ムー（１ムー≒1/15ha）

陵園西街

①

陵園北街

入口

入口

N

東
沙

河
林
園
路

225m

⑩

⑨

⑧

⑦

⑥⑤

④③

②

図 14　勝利公園（旧蒙疆神社、旧忠霊塔所在地）配置図
①守衛室  ②察哈尓烈士陵園管理所  ③円形池と大噴水  ④顕彰のためのアーチ形の門（牌
坊）  ⑤察哈尓革命紀念館  ⑥革命烈士紀念堂  ⑦階段  ⑧革命烈士紀念塔（旧蒙疆忠霊塔
を改造したと筆者が考える塔の基壇建物）  ⑨現在は壁で仕切られて通り抜けできない（以
前は一体だった）  ⑩子どもの遊具などを収納している建物（旧蒙疆神社本殿）
出典：2011 年 8 月 19 日に筆者が訪問した時のメモと察哈尓烈士陵園管理所提供の資料により作図。

図 13　蒙疆神社の本殿側から集会を写した写真の背景に巨大な忠霊塔が写っている
出典：『蒙疆年鑑』1943 年 12 月発行、口絵とそのキャプション。



二
、
陵
園
は
一
九
四
九
年
二
月
か
ら
一
九
五
一
年
四
月
ま
で
の
工
事
で
竣

工
し
た
。

三
、
塔
高
は
二
十
八
メ
ー
ト
ル
あ
り
塔
内
に
は
烈
士
の
紀
念
堂
が
設
け
ら

れ
て
い
る
。

　

一
九
九
五
年
一
月
に
は
政
府
の
指
定
す
る
愛
国
主
義
教
育
基
地
に
な
っ
て
い

る
。
陵
園
を
案
内
し
て
く
れ
た
陵
園
管
理
処
の
若
い
職
員
は
、
一
九
四
九
年
以

前
の
忠
霊
塔
と
の
関
係
は
何
も
知
ら
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
勝
利

公
園
で
出
会
っ
た
高
齢
の
女
性
に
紀
念
塔
の
話
を
聞
く
と
、
日
本
人
が
作
っ
た

も
の
を
作
り
変
え
た
と
聞
い
た
と
話
し
て
く
れ
た
。
ま
た
北
京
で
検
索
し
た
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
情
報
の
中
に
「
紀
念
塔
は
日
本
人
が
建
造
し
た
も
の
を
修
造

し
た
」
と
写
真
入
り
で
記
し
た
も
の
が
あ
っ
た（

144
）。

張
家
口
の
現
地
の
人
々
に
も

忠
霊
塔
が
改
造
さ
れ
て
紀
念
塔
に
な
っ
た
と
い
う
記
憶
が
あ
る
こ
と
を
確
か
め

る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
張
家
口
の
忠
霊
塔
を
「
蒙
疆
忠
霊
塔
」
と
名
付
け
た
の
は
、
蒙
古
聯
合

自
治
政
府
を
作
る
た
め
の
作
戦
で
戦
没
し
た
日
本
軍
の
将
兵
を
顕
彰
す
る
意
図

か
ら
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
作
戦
に
お
け
る
日
本
軍
戦
没
将

兵
は
四
一
二
人
で
あ
り（

145
）、

そ
の
後
追
葬
が
あ
っ
た
と
し
て
も
何
万
人
も
の
戦
没

者
の
分
骨
を
納
骨
し
た
北
京
・
上
海
の
忠
霊
塔
と
は
大
き
な
差
が
あ
っ
た
。

　

蒙
疆
忠
霊
顕
彰
会
に
つ
い
て
は
、「
元
蒙
古
政
府
総
務
庁
」
に
勤
務
し
た
日

本
人
の
回
想
記
が
あ
る（

146
）。

ⒶⒷ

図 15　蒙疆忠霊塔Ⓐと革命烈士紀念塔Ⓑ
Ⓐ蒙疆忠霊塔（1942 年撮影）
Ⓑ革命烈士紀念塔（2011 年撮影）
注：塔高が A は 45 m、B は 28 m であることから、これをもとに A、B のサイズを比定した。塔の下にある、共に入口

が 3 箇所ある基壇の建物の横幅は共に約 19 m、塔が基壇の建物と接する部分の横幅も共に約 9 m である。基壇の建
物の高さも共に約 6 m であり、屋根の部分は改修されているが基壇の建物は同一であると判断する。一部削ったの
か、壊して立て替えたのかはわからない（Ⓐは北川昌氏提供写真の一部）。
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日
本
に
忠
霊
顕
彰
会
が
あ
っ
て
、
蒙
古
に
蒙
疆
忠
霊
顕
彰
会
が
あ
っ
た
。

日
本
忠
霊
顕
彰
会
長
は
菱
刈
大
将
、
蒙
疆
忠
霊
顕
彰
会
会
長
は
蒙
古
政
府

最
高
顧
問
と
い
う
こ
と
で
、
金
井
、
神
吉
と
代
々
の
最
高
顧
問
が
就
任
し

た
。﹇
中
略
﹈
駐
蒙
軍
司
令
官
や
徳
王
政
府
主
席
を
は
じ
め
、
い
わ
ゆ
る

軍
官
民
一
丸
と
な
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
蒙
疆

建
設
の
た
め
に
亡
く
な
っ
た
、
軍
官
民
の
霊
を
祀
る
た
め
張
家
口
市
に
忠

霊
塔
を
建
設
す
る
こ
と
が
決
ま
り
、
型
﹇
形
か
﹈
は
当
時
日
本
で
広
く
募

集
し
た
も
の
で
﹇
中
略
。
工
費
の
負
担
は
﹈
駐
蒙
軍
五
万
、
蒙
古
政
府

五
万
、
満
州
国
政
府
五
万
、
日
本
忠
霊
顕
彰
会
か
ら
二
十
万
円
の
助
成
金

が
あ
り
、
四
十
万
円（

147
）は

全
蒙
在
住
の
人
々
に
一
日
戦
死
を
し（

148
）て

い
た
だ
き

﹇
中
略
﹈
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
機
関
を
通
じ
て
一
日
分
の
所
得
を
拠
出
﹇
中

略
﹈
整
地
に
当
っ
て
は
勤
労
奉
仕
が
行
な
わ
れ
た
が
、
こ
の
忠
霊
塔
は
わ

れ
わ
れ
自
分
達
の
手
で
建
て
る
の
だ
と
い
う
意
気
込
み
で
、
昨
日
は
二
百

名
、
今
日
は
三
百
名
と
、
実
に
幾
千
の
人
々
が
誠
心
誠
意
を
も
っ
て
参
加

﹇
中
略
﹈
在
蒙
邦
人
の
心
の
寄
り
ど
こ
ろ
と
し
た
。

　

長
い
引
用
に
な
っ
た
が
顕
彰
会
が
目
指
し
た
居
留
日
本
人
を
総
力
戦
体
制
に

動
員
し
て
ゆ
く
の
に
、
忠
霊
塔
建
設
運
動
が
張
家
口
で
も
有
効
に
利
用
さ
れ
た

状
況
が
読
み
取
れ
る
文
で
あ
る
。
ま
た
顕
彰
会
が
戦
地
の
忠
霊
塔
建
設
に
財
政

的
に
ど
れ
だ
け
支
援
し
た
か
も
わ
か
る
。

　

先
に
引
用
し
た
『
蒙
疆
年
鑑
』
は
蒙
疆
忠
霊
塔
の
祭
祀
を
次
の
よ
う
に
記
し

ⒶⒷⒸ

図 16　『忠霊塔図案集』の設計図案と蒙疆忠霊塔
Ⓐ顕彰会『忠霊塔図案集』所収　天野貫一設計図案
Ⓑ完成した蒙疆忠霊塔（北川昌氏提供）
Ⓒ忠霊塔前での記念写真（西原弘氏提供）
忠霊塔前の階段を昇る人物の大きさから基壇の建物の
大きさの見当がつく。



（
五
）　
戦
地
の
忠
霊
塔
が
目
指
し
た
も
の

　

国
内
の
宗
教
・
神
社
に
関
す
る
行
政
の
管
轄
は
内
務
省
と
文
部
省
で
あ
っ
た

が
、
国
外
の
戦
地
に
は
そ
の
行
政
権
は
及
ば
な
い
。
史
料
5
の
顕
彰
会
の
運
動

に
は
、
戦
地
の
軍
が
忠
霊
塔
建
設
を
担
当
し
顕
彰
会
は
そ
の
費
用
を
援
助
す
る

と
の
方
針
が
記
述
さ
れ
て
い
た
。
戦
地
の
忠
霊
塔
建
設
は
軍
と
顕
彰
会
が
主
導

し
て
そ
の
意
図
す
る
方
向
に
進
め
ら
れ
た
。

　

戦
地
の
忠
霊
塔
を
調
べ
始
め
た
時
筆
者
は
「
日
本
人
の
殆
ど
い
な
い
中
国
大

陸
の
会
戦
地
で
は
、
そ
こ
の
日
本
人
を
組
織
し
て
募
金
を
呼
び
か
け
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
日
本
国
内
の
募
金
で
集
め
た
資
金
で
日
本
軍
が

主
体
と
な
っ
て
忠
霊
塔
が
建
設
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
」
と
述
べ
た（

151
）。

し

か
し
調
査
を
進
め
現
地
の
痕
跡
を
辿
る
と
、
少
し
ず
つ
だ
が
顕
彰
会
の
活
動
が

見
え
て
き
た
。

　

ま
ず
戦
場
と
な
っ
た
場
所
に
限
定
す
れ
ば
居
留
日
本
人
は
あ
ま
り
い
な
か
っ

た
が
、
そ
の
近
辺
の
都
市
北
京
・
上
海
に
は
数
万
人
の
日
本
人
が
居
住
し
て
い

た
。
一
九
三
九
年
に
は
地
方
の
小
都
市
で
あ
っ
た
張
家
口
に
も
一
万
人
を
超
え

る
日
本
人
社
会
が
形
成
さ
れ
て
い
た
（
表
3
）。
具
体
的
に
顕
彰
会
の
活
動
が

わ
か
る
張
家
口
の
例
で
い
え
ば
、「
一
日
戦
死
」
の
運
動
ま
で
取
り
入
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
北
京
や
上
海
で
も
同
様
の
運
動
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
日
本
国
内
で
進
め
ら
れ
た
総
力
戦
体
制
づ
く
り
の
一
環
と
し
て
、
戦
地

中
国
で
も
忠
霊
塔
建
設
は
そ
の
役
割
を
果
た
し
、
在
留
日
本
人
を
組
織
し
て
い

た
と
い
え
よ
う
。

て
い
る（

149
）。

忠
霊
塔
臨
時
大
祭　

護
国
の
霊
安
か
れ
と
、
赤
誠
を
こ
め
た
初
の
忠
霊
塔

臨
時
大
祭
は
、
昭
和
十
七
年
十
月
二
十
日
厳
粛
盛
大
に
執
り
行
は
れ
た
。

こ
の
日
境
内
で
は
武
道
、
相
撲
、
演
芸
な
ど
の
各
種
催
し
を
新
祭
神
に
捧

げ
て
、
不
滅
の
遺
勲
を
偲
び
奉
つ
た
。

忠
霊
塔
初
例
祭　

蒙
疆
忠
霊
塔
の
初
の
例
祭
は
昭
和
十
八
年
四
月
三
十
日

塔
前
広
場
で
執
り
行
は
れ
た
。
こ
の
日
全
邦
民
は
各
在
所
で
敬
虔
な
感
謝

の
祈
念
を
捧
げ
た
。

　

戦
地
の
忠
霊
塔
と
し
て
建
設
さ
れ
た
蒙
疆
忠
霊
塔
に
一
貫
し
て
い
る
の
は
、

戦
没
者
分
骨
が
合
葬
さ
れ
「
北
西
鎮
護
の
神
」「
新
祭
神
」「
護
国
の
霊
」
と
い

う
よ
う
に
神
霊
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
三
九
年
十
一
月
四

日
に
顕
彰
会
幹
部
と
神
社
界
首
脳
は
忠
霊
塔
は
公
営
墳
墓
で
あ
り
祭
祀
施
設
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
合
意
し
た
が
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
張
家
口
で

は
新
た
な
祭
祀
施
設
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
日
本
国
内

で
は
護
国
神
社
の
境
内
に
建
て
ら
れ
た
墳
墓
で
あ
る
忠
霊
塔
は
存
在
し
な
い
。

し
か
し
蒙
疆
神
社
境
内
に
忠
霊
塔
が
建
設
さ
れ
た
背
景
に
は
、
東
太
平
山
麓
を

「
慰
霊
の
空
間（

150
）」

と
す
る
都
市
計
画
が
あ
り
、
日
本
が
蒙
疆
を
統
治
す
る
象
徴

と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
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ま
た
国
内
で
は
祭
祀
施
設
で
な
い
と
さ
れ
た
忠
霊
塔
で
あ
っ
た
が
、
張
家
口

で
は
戦
没
者
の
遺
骨
分
骨
を
神
霊
と
し
て
祀
り
神
社
と
合
わ
せ
て
帝
国
臣
民
の

「
心
の
寄
り
ど
こ
ろ
」
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
。
上
海
大
場
鎮
の
忠
霊
塔
で

は
『
少
年
俱
楽
部
』
の
口
絵
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
「
上
海
戦
の
あ
と
の
大
場
鎮

に
は
、
り
つ
ぱ
な
忠
霊
塔
が
た
て
ら
れ
、
参
拝
す
る
人
が
絶
え
な
い
。
そ
の
中

に
は
、
支
那
の
人
た
ち
の
姿
も
、
た
く
さ
ん
見
ら
れ
る
。
わ
が
兵
隊
さ
ん
た
ち

の
い
さ
を
し
に
よ
つ
て
、
興
亜
の
大
業
は
進
め
ら
れ
て
い
く
」
と
あ
っ
て
、

「
興
亜
の
大
業
」
に
参
加
す
る
決
意
を
促
す
場
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
陸

軍
と
顕
彰
会
が
主
導
し
た
戦
地
の
忠
霊
塔
は
、
内
務
省
や
神
社
界
が
危
惧
し
た

新
た
な
祭
祀
施
設
・
祈
念
施
設
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
忠
霊
塔
の
形
状
と
周
辺
の
景
観
も
わ
か
る
上
海
（
図
12
）
と
張
家
口

（
図
15
、
16
）
の
場
合
、「
満
州
」
の
納
骨
祠
の
前
に
あ
っ
た
靖
国
型
鳥
居
は
建

て
ら
れ
て
い
な
い
。
北
京
の
場
合
は
わ
か
ら
な
い
。
鳥
居
を
建
て
な
か
っ
た
の

が
「
満
州
」
と
は
異
な
る
祭
祀
施
設
を
意
図
し
た
結
果
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
、

検
討
課
題
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
戦
没
者
の
出
身
地
で
あ
る
日
本
国
内
の
故
郷
と
は
別
に
、
な
ぜ
わ

ざ
わ
ざ
交
戦
国
の
戦
地
に
忠
霊
塔
を
作
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
遺
骨
の
残
灰

の
納
骨
施
設
に
と
ど
ま
ら
な
い
狙
い
を
『
忠
霊
塔
物
語
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る（

152
）。

さ
れ
ば
ま
た
何
の
日
に
か
は
、
か
の
満
州
に
於
け
る
忠
霊
塔
に
見
る
の
と

表 4　戦地中国に建設された忠霊塔

建設都市
（忠霊塔名） 所在地 着工年月日

竣工年月日
塔高

建設費 備　　　考

北京
（北京忠霊塔）

北京市石景山区
八宝山老山⑴

1940 秋に地鎮祭⑵

不詳
31 m 以上⑵

不詳
1945　抗日愛国将兵忠烈祠に改造⑴

1949　忠烈祠を取り除き老山納骨堂とした⑴

上海
（大場鎮忠霊塔）

上海市大場鎮⑶ 不詳
1941．7 以前⑷

31 m 以上⑵

不詳
1945　上海人民によって打ち毀された⑶

張家口
（蒙疆忠霊塔）

張家口市東大平山⑸ 1941．7．14⑸

1942．10．16⑸
45 m⑸

55 万円⑸
蒙疆忠霊顕彰会が組織され半分近くは募金、
整地作業に勤労奉仕が組織された⑹

清水組張家口出張所が建設した⑸

戦後忠霊塔は壊されたという説もあるが⑺納
骨施設はそのまま革命烈士紀念塔として使用

注：⑴ 関績文「日軍侵華期間在北平西郊建立的忠 塔与靖国神社」北京市政協文史資料委員会編『北京文史資料』第 52
輯、1995 年 12 月「紀念抗日戦争勝利五十周年」特集号。

　　⑵菱刈隆述『忠霊塔物語』童話春秋社、1942 年、129 ～ 132 頁。
　　⑶上海市档案館編『日軍占領時期的上海』2007 年、191 頁。
　　⑷大日本雄弁会講談社編・発行『少年俱楽部』1941 年 7 月号所収口絵。
　　⑸蒙疆新聞社編・発行『蒙疆年鑑』1943 年 12 月、369 頁。
　　⑹西山秀雄「蒙疆忠霊顕彰会のこと」らくだ会本部『高原千里』自家版、1973 年、350 頁。
　　⑺拙稿 S、126 頁。
出典：筆者作成。



様
々
な
対
中
国
和
平
工
作
を
進
め
、
そ
の
方
策
の
一
つ
と
し
て
国
民
党
を
分
裂

さ
せ
和
平
に
持
ち
込
も
う
と
し
た
。
一
九
三
八
年
十
二
月
、
国
民
党
長
老
の
汪

兆
銘
を
重
慶
か
ら
脱
出
さ
せ
た
が
同
調
す
る
国
民
党
員
は
ほ
と
ん
ど
な
く
中
国

軍
に
亀
裂
は
入
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
日
本
軍
占
領
下
の
南
京
で
汪
を
首
班

と
す
る
「
国
民
政
府
」
の
成
立
が
宣
言
さ
れ
た
が
、
日
本
軍
の
傀
儡
政
権
で
し

か
な
く
、
日
中
間
の
和
平
の
道
を
遠
ざ
け
る
こ
と
に
な
っ
た（

153
）。

上
海
は
こ
の
汪

政
権
に
と
っ
て
重
要
な
都
市
で
あ
っ
た
。

　

北
京
に
は
北
支
方
面
軍
が
擁
立
し
た
王
克
敏
を
首
席
と
す
る
「
中
華
民
国
臨

時
政
府
」
が
あ
っ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
の
独
立
を
目
指
し
た
徳
王
を
主
席
と
す
る

「
蒙
古
聯
合
自
治
政
府
」
が
駐
蒙
軍
の
影
響
下
に
、
張
家
口
を
首
都
と
し
て
成

立
し
て
い
た
。

　

日
中
戦
争
が
長
期
化
し
、
軍
事
的
解
決
が
困
難
な
状
況
下
で
、
日
本
は
政
治

的
解
決
に
期
待
し
た
。
各
地
の
日
本
軍
の
傀
儡
政
権
を
、
汪
兆
銘
を
中
心
と
す

る
南
京
の
新
政
権
に
一
本
化
し
よ
う
と
し
た
。
抗
日
を
続
け
る
重
慶
の
国
民
政

府
に
対
し
て
、
国
民
党
の
長
老
で
あ
る
汪
兆
銘
の
和
平
運
動
に
の
ぞ
み
を
か
け

た
と
い
う（

154
）。

そ
の
構
想
を
受
け
て
、
顕
彰
会
で
は
北
京
と
上
海
と
張
家
口
を
同

じ
比
重
の
都
市
と
し
て
扱
う
考
え
が
浮
上
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
九
四
二
年
に
政
府
が
発
行
し
た
『
写
真
週
報（

155
）』

掲
載
の
「
大
東
亜
戦
争
図
」

に
は
、「
満
州
国
」、
南
京
の
「
中
華
民
国
」
と
並
ん
で
張
家
口
の
「
蒙
古
聯
合

自
治
政
府
」
が
書
き
込
ま
れ
て
い
た
（
地
図
7
）。

　

こ
の
対
中
国
和
平
工
作
は
重
慶
の
国
民
政
府
に
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

同
じ
や
う
に
、
ほ
ん
た
う
に
正
し
い
道
に
立
ち
直
つ
た
立
派
な
支
那
が
生

れ
出
で
、
四
百
余
州
四
億
の
民
衆
が
、
悉
く
幸
福
に
平
和
に
、
真
の
楽
土

を
築
い
て
暮
し
得
ら
れ
る
や
う
な
時
代
が
来
た
な
ら
ば
、
必
ず
や
わ
が
国

民
と
同
じ
や
う
な
、
至
純
至
高
な
る
立
派
な
気
持
に
な
つ
て
、
彼
の
国
の

人
々
も
ま
た
、
男
女
老
幼
の
別
な
く
、
吾
先
に
と
こ
の
塔
に
詣
で
来
て
、

心
か
ら
感
謝
の
祈
り
を
捧
げ
る
に
相
違
あ
り
ま
す
ま
い
。
さ
う
し
て
私
た

ち
は
、
一
日
も
早
く
そ
の
日
の
来
る
よ
う
に
と
、
待
ち
望
ん
で
ゐ
る
次
第

で
あ
り
ま
す
。

　

菱
刈
隆
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
忠
霊
塔
の
役
割
は
、
戦
没
者
の
遺
骨
を
慰
霊

追
悼
す
る
場
な
ど
で
は
な
く
、
中
国
に
攻
め
込
ん
で
き
た
日
本
軍
の
戦
没
者
に

中
国
人
が
感
謝
の
祈
り
を
捧
げ
る
場
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
役

割
を
中
国
の
忠
霊
塔
が
担
う
こ
と
を
顕
彰
会
の
指
導
者
が
期
待
し
て
い
た
点
と

総
合
し
て
、
日
本
国
内
の
忠
霊
塔
建
設
運
動
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ

て
く
る
。

　

最
後
に
戦
地
中
国
の
忠
霊
塔
建
設
地
と
し
て
、
な
ぜ
北
京
・
上
海
・
張
家
口

が
選
ば
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
。
こ
の
三
都
市
に
建
設
す
る
と
述
べ
た
の
は
史

料
5
で
あ
り
そ
れ
を
掲
載
し
た
『
忠
霊
塔
図
案
集
』
が
発
行
さ
れ
た
の
は

一
九
四
〇
年
三
月
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
一
九
三
九
年
に
顕
彰
会
で
方

針
を
決
め
た
時
の
認
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

当
時
、
長
期
化
し
泥
沼
化
し
た
日
中
戦
争
の
終
結
を
は
か
る
た
め
、
日
本
は
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こ
の
構
想
に
基
づ
い
て
選
ば
れ
た
三
都
市
の
忠
霊
塔
は
建
設
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
は
戦
後
壊
さ
れ
る
か
改
変
さ
れ
て
、
当
時
の
姿
を
そ
の
ま
ま
留

め
る
も
の
は
な
い
。

　
　
　
四

　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
忠
霊
塔

　

本
稿
の
テ
ー
マ
か
ら
は
外
れ
る
が
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
期
に
東

南
ア
ジ
ア
に
建
設
さ
れ
た
忠
霊
塔
が
一
基
あ
る
。
一
九
四
二
年
九
月
十

日
に
竣
工
、
除
幕
式
が
挙
行
さ
れ
た
昭
南
島
武
威
山
忠
霊
塔
（
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
の
ブ
キ
マ
テ
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
除
幕
式
を
伝
え
る
『
写
真

週
報（

156
）』（

図
17
）
の
写
真
・
記
事
と
関
連
す
る
『
大
阪
毎
日
新
聞（

157
）』

の

記
事
を
紹
介
し
て
そ
の
後
を
簡
単
に
触
れ
る
に
と
ど
め
る
。

大
東
亜
各
地
に
忠
霊
塔

　
　

忠
霊
顕
彰
会
が
寄
付
金
取
り
扱
ひ

大
東
亜
戦
争
勃
発
以
来
、
南
北
の
各
戦
線
に
武
勲
を
た
て
護
国
の

礎
石
と
な
つ
た
陸
海
将
兵
の
数
は
少
な
く
な
い
が
今
回
陸
海
軍
当

局
、
関
係
各
省
協
力
の
も
と
に
作
戦
各
地
域
に
忠
霊
塔
（
陸
海
軍

そ
の
他
陣
没
者
の
遺
骨
を
納
め
る
も
の
）、
忠
魂
碑
、
戦
跡
記
念
碑

な
ど
を
建
設
す
る
こ
と
に
な
り
、
す
で
に
現
地
軍
、
各
艦
隊
で
は

建
設
準
備
を
進
め
て
ゐ
る
が
そ
の
経
費
の
大
部
分
は
一
般
の
寄
付

地図 7　「蒙古聯合自治政府」と書き込まれた「大東亜戦争図」
出典：内閣情報局『写真週報』1942 年 2 月 5 日（第 209 号）掲載図縮小コピー。



さ
れ
る
は
ず
で
、
新
聞
に
は
い
く
つ
か
の
候
補
地
名
も
挙

が
っ
た
。
し
か
し
本
稿
第
一
節
の
「
陸
・
海
軍
墓
地
と
忠
霊

塔
」
で
触
れ
た
通
り
一
九
四
二
年
十
月
を
境
に
忠
霊
塔
建
設

に
は
ブ
レ
ー
キ
が
か
け
ら
れ
、
顕
彰
会
に
よ
る
新
た
な
忠
霊

塔
は
建
設
さ
れ
な
か
っ
た
。
戦
局
の
推
移
は
そ
れ
を
許
さ
な

か
っ
た
。

　
　
　
お
わ
り
に

　

日
本
軍
が
中
国
に
建
設
し
た
十
三
基
の
忠
霊
塔
を
検
討
す
る
と
、「
満
州
」

に
建
設
さ
れ
た
五
基
の
納
骨
祠
（
第
一
期
）
と
「
満
州
」
に
建
設
さ
れ
た
五
基

の
忠
霊
塔
（
第
二
期
）、
そ
し
て
日
中
戦
争
の
戦
地
中
国
に
建
設
さ
れ
た
三
基

の
忠
霊
塔
（
第
三
期
と
名
付
け
る
）
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

戦
没
者
の
遺
骨
残
灰
を
納
め
る
施
設
を
持
ち
巨
大
な
塔
状
の
建
造
物
で
あ
る

こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
一
括
し
て
忠
霊
塔
と
呼
ば
れ
、
そ
の
性
格

も
一
括
し
て
語
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
果
た
し
た
役
割
に
は
相
当
な
違
い
が
あ

金
に
よ
る
こ
と
と
な
り
寄
付
金
の
取
扱
は
財
団
法
人
大
日
本
忠
霊
顕
彰
会

が
当
る
こ
と
に
決
定
し
た

　

 

陸
海
軍
で
は
全
将
兵
に
俸
給
の
一
日
分
一
回
を
標
準
と
し
て
忠
霊
顕
彰

会
に
寄
付
、
協
力
す
る
は
ず
で
全
国
各
官
庁
の
官
吏
も
大
体
俸
給
月
額

の
百
分
の
一
を
拠
出
す
る
こ
と
に
な
つ
て
お
り

陸
海
軍
当
局
で
は
全
国
民
挙
つ
て
忠
霊
に
感
謝
し
忠
霊
顕
彰
の
精
神
を
昻

揚
し
こ
れ
が
資
金
の
造
成
に
協
力
し
大
東
亜
各
地
に
立
派
な
忠
霊
塔
の
実

現
を
心
か
ら
希
望
し
て
ゐ
る

　

こ
の
記
事
の
通
り
な
ら
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
の
各
地
に
巨
大
な
忠
霊
塔
が
建
設

図 17　シンガポールの忠霊塔
出典：情報局編『写真週報』第 242 号、1942 年 10 月 14 日。



日本軍が中国に建設した十三基の忠霊塔

り
、
そ
の
こ
と
を
識
別
し
て
議
論
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
。
そ
の
内
容

を
簡
単
に
表
に
し
て
纏
め
た
（
表
5
）。

　

関
連
す
る
そ
の
他
の
論
点
に
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
敗
戦
を
迎
え
て

か
ら
の
忠
霊
塔
と
遺
骨
残
灰
の
そ
の
後
に
つ
い
て
の
確
実
な
記
録
は
管
見
で
は

ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
忠
霊
塔
は
大
部
分
が
中
国
人
や
一
部
は
ソ
連

軍
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
筆
者
が
現
認
し
た
範
囲
で
は
旅

順
の
表
忠
塔
は
白
玉
塔
と
改
名
さ
れ
展
望
台
と
し
て
現
存
し
、
大
連
忠
霊
塔
は

そ
の
塔
部
は
壊
さ
れ
た
が
納
骨
室
の
台
座
は
サ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ル
を
模
し
た
巨
大

な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
台
座
と
し
て
利
用
さ
れ
、
張
家
口
の
忠
霊
塔
は
改
修
さ
れ

て
革
命
烈
士
紀
念
塔
に
な
っ
て
い
た
。
北
京
の
忠
霊
塔
は
視
認
は
で
き
な
か
っ

た
が
、
納
骨
部
は
改
変
さ
れ
て
納
骨
堂
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
記
録

が
あ
る
。

　

遺
骨
残
灰
に
つ
い
て
は
、
奉
天
忠
霊
塔
の
遺
骨
の
一
部
が
戦
後
中
国
の
国
民

政
府
か
ら
日
本
政
府
に
返
還
さ
れ
、
厚
生
省
に
保
管
さ
れ
た
後
に
千
鳥
ヶ
淵
墓

苑
開
設
時
に
納
め
ら
れ
た
と
の
情
報（

158
）を

得
た
が
、
本
稿
作
成
時
ま
で
に
時
期
や

具
体
的
内
容
は
確
か
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
他
の
遺
骨
に
つ
い
て
は
確
認
で

き
て
い
な
い
。

　

こ
の
こ
と
に
関
し
て
顕
彰
会
の
運
動
を
推
進
し
た
桜
井
徳
太
郎
は
か
つ
て
次

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る（

159
）。

忠
霊
塔
は
ま
づ
戦
場
に
建
て
た
い
、
立
派
な
忠
霊
塔
が
で
き
れ
ば
そ
こ
に

表 5　13基の忠霊塔の役割

期別
（年代）

当時の
建設地名

建設時居住
日本人の組織化

納骨施設

（ 戦没者が主に
従軍した戦争名）

祭祀施設
（主な祭祀の内容）

戦跡ツーリ
ズムの対象

中国人に感謝の
祈りを求める
対象の施設

維持・管理団体
（備　考）

第一期

（1905年
以後 ）

旅順
大連
遼陽

⎫

｜
⎬

｜
⎭

奉天
安東

×

○
（日露戦争）
1935年までは
「納骨祠」

1935年以後は
「忠霊塔」

○
1935年までは
（慰霊追悼）
1935年以後は
（慰霊顕彰）

○ ×

1905年関東軍管理
1923年南満州納骨
祠保存会発足
1935年忠霊顕彰会
に吸収

第二期

（1935年
以後 ）

新京
哈爾濱
齋々哈爾

⎫

｜
⎬

｜
⎭

承徳
海拉爾

○ ○
（満州事変）

○
（慰霊顕彰） ○

△
溥儀（「満州国
皇帝」）らが参
拝した

1935年
忠霊顕彰会「満州」
で発足
1942年大日本忠霊
顕彰会に吸収

第三期

（1939年
以後 ）

北京
上海　

⎫
｜

⎬
｜

⎭張家口
○ ○

（日中戦争）
○

（慰霊顕彰） ○ ○
1939年
大日本忠霊顕彰会
発足

注：有＝○　無＝×　一部有＝△で表示。
出典：筆者作成。



資
産
化
こ
そ
が
、
植
民
地
支
配
の
実
態
を
正
確
に
後
世
に
伝
え
る
こ
と
で
あ
り
、

植
民
地
建
築
の
存
在
は
、
絶
え
ず
日
本
と
日
本
人
に
植
民
地
支
配
を
風
化
さ
せ

な
い
た
め
の
信
号
を
送
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う（

164
）」

と
指
摘
す
る
。
元
の
姿
の
忠

霊
塔
は
一
基
も
残
っ
て
い
な
い
が
、
改
変
さ
れ
た
場
合
や
礎
石
し
か
残
っ
て
い

な
く
て
も
そ
れ
を
保
存
し
記
憶
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

る
。

　

日
本
軍
に
よ
っ
て
中
国
に
建
設
さ
れ
た
忠
霊
塔
は
十
三
基
と
も
、
戦
後
中
国

人
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
か
巨
大
な
建
造
物
の
一
部
分
の
み
が
別
の
目
的
で
利

用
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
原
形
を
と
ど
め
る
も
の
は
一
基
も
な
か
っ
た
。
こ
の
こ

と
は
、
忠
霊
塔
の
建
設
を
進
め
た
顕
彰
会
の
意
図
が
ま
っ
た
く
中
国
人
に
は
受

け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
史
料
5
の
最
後
に
顕
彰
会
が
「
尚
ほ
支
那
側
の
戦
死
者
に
対
し
て
は
供

養
塔
を
建
設
し
て
そ
の
霊
を
祀
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
仏
教

の
怨
親
平
等
の
思
想
に
因
っ
て
い
る
の
を
示
し
て
い
る
と
捉
え
る
者
も
い
る（

165
）。

し
か
し
第
二
節
（
四
）「
忠
霊
顕
彰
会
の
建
設
し
た
忠
霊
塔
」
で
検
討
し
た
通

り
、
日
本
軍
に
協
力
し
た
中
国
人
の
戦
没
者
に
対
し
て
さ
え
「
恩
恵
を
与
え

る
」
と
い
う
扱
い
で
あ
っ
た
。
厳
然
と
敵
味
方
を
峻
別
し
て
優
先
順
位
を
つ
け

忠
霊
塔
を
建
て
供
養
塔
は
そ
の
後
に
建
て
よ
う
と
思
う
の
は
敵
味
方
の
戦
没
者

を
戦
争
犠
牲
者
と
し
て
平
等
に
扱
う
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
中
国
軍

将
兵
の
慰
霊
碑
・
供
養
塔
が
実
際
に
顕
彰
会
の
手
で
ど
れ
だ
け
建
設
さ
れ
た
の

か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
し
日
本
軍
に
よ
る
「
敵
の
慰
霊
」
の
記
録
は

あ
る
日
本
人
は
誰
だ
つ
て
忠
霊
を
置
き
ざ
り
に
引
揚
げ
る
よ
う
な
者
は
ゐ

な
い
だ
ら
う
、
極
端
に
い
へ
ば
事
変
の
結
末
も
将
来
も
忠
霊
塔
で
解
決
す

る
さ

　

し
か
し
現
実
に
は
「
満
州
」
に
展
開
し
て
い
た
関
東
軍
は
在
留
邦
人
さ
え
保

護
せ
ず
撤
収
し
、
忠
霊
塔
の
遺
骨
な
ど
は
完
全
に
放
置
し
た
。
日
本
政
府
は
外

交
上
国
際
慣
行
と
な
っ
て
い
る
遺
骨
の
現
地
で
の
保
護
を
ま
っ
た
く
主
張
し
な

か
っ
た
と
い
う（

160
）。

そ
れ
ば
か
り
か
外
務
大
臣
が
遺
骨
の
放
棄
を
意
味
す
る
と
考

え
ら
れ
る
次
の
指
示
を
出
し
た
と
の
記
録
が
あ
る（

161
）。

忠
霊
塔
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
在
外
公
館
か
ら
の
照
会
に
対
し
、
吉
田
外

務
大
臣（

162
）よ

り
「
現
地
に
お
い
て
適
宜
処
理
さ
れ
た
し
」
と
の
返
事
が
あ
っ

た
。
各
地
の
忠
霊
塔
は
お
お
む
ね
ソ
連
軍
の
侵
入
と
と
も
に
管
理
者
の
手

に
よ
り
保
管
名
簿
を
焼
却
処
分
に
付
し
た
が
、
遺
骨
に
対
す
る
ソ
連
兵
の

暴
行
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

　

北
京
、
上
海
に
お
い
て
も
大
体
類
似
の
状
況
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
張
家
口

に
駐
屯
し
て
い
た
駐
蒙
軍
数
千
人
は
南
下
し
て
き
た
数
万
人
の
ソ
連
軍
・
外
モ

ン
ゴ
ル
軍
と
対
峙
・
交
戦
し
て
張
家
口
駅
か
ら
数
万
人
の
在
留
邦
人
が
脱
出
す

る
の
を
支
え
た（

163
）。

た
だ
し
忠
霊
塔
の
遺
骨
を
撤
収
す
る
ま
で
の
力
は
な
か
っ
た
。

　

日
本
の
植
民
地
建
築
を
論
じ
た
西
澤
泰
彦
氏
は
「
植
民
地
建
築
の
遺
産
化
、



日本軍が中国に建設した十三基の忠霊塔

註（
1
）　

陸
軍
墓
地
、
兵
士
の
死
に
関
わ
る
拙
稿
の
内
、
本
稿
と
関
わ
る
論
考
を
発
表
順
に
整

理
し
て
お
く
。
ま
た
本
稿
で
は
拙
稿
を
引
用
す
る
際
、
煩
瑣
を
避
け
る
た
め
「
拙
稿
Ａ
」

な
ど
と
表
記
す
る
。

　
　

Ａ 

「
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て
」（『
地
方
史
研
究
』
第
二
八
一
号
、

一
九
九
九
年
十
月
）。

　
　

Ｂ 

「
軍
隊
と
兵
士

―
さ
ま
ざ
ま
な
死
の
姿
」（
小
田
康
徳
他
編
著
『
陸
軍
墓
地
が
か
た

る
日
本
の
戦
争
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）。

　
　

Ｃ 

「
大
阪
の
忠
霊
塔
建
設
」（『
戦
争
と
平
和
』
第
十
六
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）。

　
　

Ｄ 

「『
満
州
』
に
建
て
ら
れ
た
忠
霊
塔
」（『
東
ア
ジ
ア
研
究
』
第
四
十
八
号
、
二
〇
〇
七

年
三
月
）。

　
　

Ｅ 

「
戦
没
者
の
遺
骨
と
陸
軍
墓
地

―
夫
が
戦
没
し
た
妻
た
ち
の
六
〇
年
後
の
意
識
か

ら
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
四
七
集
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
）。

　
　

Ｆ 

「
日
本
軍
が
中
国
に
建
設
し
た
忠
霊
塔
」（『
東
ア
ジ
ア
研
究
』
第
五
十
四
号
、

二
〇
一
〇
年
十
二
月
）。

　
　

Ｇ 

「
戦
没
者
・
兵
役
従
事
者
の
慰
霊
追
悼
と
陸
軍
墓
地

―
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
事
例
を

中
心
に
」（『
軍
事
史
学
』
第
四
十
七
巻
第
三
号
、
二
〇
一
一
年
十
二
月
）。

　
　

Ｈ 

「
日
本
軍
が
中
国
に
建
設
し
た
忠
霊
塔
（
二
）」（『
東
ア
ジ
ア
研
究
』
第
五
十
七
号
、

二
〇
一
二
年
三
月
）。

（
2
）　

籠
谷
次
郎
「
市
町
村
の
忠
魂
碑
と
忠
霊
塔
に
つ
い
て
」（『
歴
史
評
論
』
第
二
九
二
号
、

一
九
七
四
年
八
月
）。

（
3
）　

村
上
重
良
『
慰
霊
と
招
魂

―
靖
国
の
思
想
』（
岩
波
新
書
、青
九
〇
四
、一
九
七
四
年
）。

（
4
）　

大
原
康
男
『
忠
魂
碑
の
研
究
』（
暁
書
房
、
一
九
八
四
年
）。

（
5
）　

同
前
、
一
二
〇
〜
一
二
一
頁
。

（
6
）　
『
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
紀
要
』（
八
・
九
、一
九
九
五
・
六
年
）
所
収
。
こ
の
論
考
は
加

筆
・
改
稿
さ
れ
て
本
康
宏
史
『
軍
都
の
慰
霊
空
間

―
国
民
統
合
と
戦
死
者
た
ち
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

「
少
な
く
な
い
」
と
の
指
摘（

166
）

も
あ
り
、
こ
の
解
明
も
今
後
の
課
題
の
一
つ
に
加

え
て
お
き
た
い
。

　

史
料
4
で
引
用
し
た
「
皇
軍
主
要
会
戦
地
ニ
於
ケ
ル
忠
霊
塔
ノ
建
設
ニ
対
ス

ル
助
成
並
ニ
之
カ
維
持
及
祭
祀
ヲ
主
タ
ル
事
業
」
と
す
る
顕
彰
会
の
忠
霊
塔
は
、

表
5
の
「
第
三
期
」
の
忠
霊
塔
三
基
に
関
し
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
実
態
は
本
稿

で
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
の
三
基
は
単
独
で
建
っ
た
の
で
は
な
く
、
先
行
す
る

「
満
州
」
の
納
骨
祠
・
忠
霊
塔
と
総
合
し
て
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て

内
務
省
や
神
社
界
の
規
制
の
及
ば
な
い
戦
地
の
忠
霊
塔
が
祭
祀
施
設
と
し
て
扱

わ
れ
た
実
態
の
一
部
は
明
ら
か
に
で
き
た
。
そ
の
全
体
像
は
い
ま
だ
十
分
に
は

調
査
で
き
て
い
な
い
が
、
日
本
の
敗
戦
に
よ
っ
て
「
千
年
そ
の
偉
容
を
保
つ
」

（
史
料
5
）
は
ず
で
あ
っ
た
忠
霊
塔
は
「
満
州
」
の
分
を
含
め
元
の
姿
を
失
っ
た
。

こ
う
し
た
姿
を
消
し
た
忠
霊
塔
も
視
野
に
入
れ
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ

う
。

　

本
稿
作
成
に
際
し
て
、
史
・
資
料
の
調
査
で
関
西
大
学
総
合
図
書
館
、
桃
山

学
院
大
学
図
書
館
、
堺
市
立
中
央
図
書
館
、
大
阪
国
際
平
和
セ
ン
タ
ー
の
ご
協

力
を
得
た
。
ま
た
大
阪
経
済
法
科
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
に
は
、『
東
ア
ジ
ア
研

究
』
第
四
十
八
号
、
五
十
四
号
、
五
十
七
号
所
収
の
拙
稿
の
図
・
表
・
地
図
な

ど
に
つ
い
て
本
稿
へ
の
転
載
を
許
可
し
て
い
た
だ
い
た
。
さ
ら
に
北
川
昌
氏
、

松
竹
京
子
氏
、
常
本
一
氏
か
ら
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た

い
。



（
21
）　

た
と
え
ば
筆
者
が
調
査
し
た
限
り
で
は
、
戦
前
・
戦
中
に
建
立
さ
れ
た
大
阪
府
内
の

忠
霊
塔
は
全
部
で
七
基
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
三
基
は
遺
骨
を
納
め
て
い
な
い
戦
争
記
念

碑
で
あ
っ
た
。

（
22
）　

拙
筆
「
忠
霊
塔
」
の
前
半
部
（『
日
本
民
俗
大
辞
典
』（
下
）
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
〇
年
）。

（
23
）　

注
（
5
）
に
同
じ
。

（
24
）　

山
辺
昌
彦
「
全
国
陸
海
軍
墓
地
一
覧
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第

一
〇
二
集
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）、
原
田
敬
一
『
兵
士
は
ど
こ
へ
行
っ
た

―
軍
用
墓
地

と
国
民
国
家
』（
有
志
社
、
二
〇
一
三
年
）
二
九
頁
。

（
25
）　

拙
稿
Ａ
、
一
七
頁
。

（
26
）　

た
と
え
ば
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
場
合
、
財
務
省
近
畿
財
務
局
保
管
「
普
通
財
産
決

議
集
」
に
「
昭
和
20
年
12
月
1
日
引
受
」
の
記
録
が
あ
る
。

（
27
）　

拙
稿
Ｂ
、
三
七
頁
。

（
28
）　

同
前
、
三
八
頁
。

（
29
）　

小
幡
尚
「
高
知
県
に
お
け
る
日
露
戦
争
戦
没
者
慰
霊
」（
高
知
大
学
人
文
学
部
編
発
行

『
臨
海
地
域
に
お
け
る
戦
争
・
交
流
・
海
洋
政
策
』
二
〇
一
一
年
）
四
六
〜
四
七
頁
に
よ

る
と
、
日
露
戦
争
時
の
高
知
県
の
事
例
で
は
大
多
数
は
遺
族
が
引
き
取
っ
て
い
た
。

（
30
）　

一
九
三
八
年
五
月
五
日
「
陸
軍
省
令
第
一
六
号
」。

（
31
）　

前
掲
、
原
田
敬
一
「
陸
軍
墓
地
制
度
史
」
一
四
〇
頁
。

（
32
）　

た
と
え
ば
『
中
外
日
報
』
の
一
九
三
八
年
の
紙
面
に
は
、
そ
う
し
た
遺
族
の
動
向
が

頻
繁
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
33
）　

今
井
昭
彦
、
前
掲
書
、
三
六
六
頁
。

（
34
）　

大
原
康
男
、
前
掲
書
、
一
一
四
〜
一
一
五
頁
。

（
35
）　

同
前
、
一
二
二
頁
。

（
36
）　
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
三
九
年
七
月
八
日
。

（
37
）　

大
原
康
男
、
前
掲
書
、
一
一
七
頁
。

（
38
）　

同
前
、
一
二
五
〜
一
三
五
頁
。

（
7
）　

今
井
昭
彦
『
近
代
日
本
の
戦
死
者
祭
祀
』（
東
洋
書
林
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
8
）　

坂
井
久
能
「
神
奈
川
県
に
お
け
る
忠
霊
塔
建
設
」（
神
奈
川
県
高
等
学
校
社
会
科
部
会

日
本
史
研
究
推
進
委
員
会
編
『
神
奈
川
の
戦
争
と
民
衆
』
一
九
九
七
年
）。

（
9
）　

小
幡
尚
「
高
知
市
に
よ
る
戦
死
者
慰
霊

―
忠
霊
塔
の
建
設
（
一
九
四
一
年
）
を
中

心
に
」（『
海
南
史
学
』
第
四
十
四
号
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
10
）　
『
慰
霊
と
顕
彰
の
間

―
近
代
日
本
の
戦
死
観
を
め
ぐ
っ
て
』（
錦
正
社
、
二
〇
〇
八

年
）
所
収
。

（
11
）　

粟
津
賢
太
「
忠
霊
塔
と
植
民
地
経
営
」（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
二
〇
〇
六
年
九
月
九

日
共
同
研
究
会
報
告
レ
ジ
ュ
メ
）。

（
12
）　

注
（
10
）
の
八
六
頁
。

（
13
）　

同
前
、
八
七
頁
。

（
14
）　

拙
稿
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｆ
、
Ｇ
、
Ｈ
が
部
分
的
に
中
国
の
忠
霊
塔
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、

全
体
を
纏
め
る
と
十
三
基
全
体
が
論
じ
ら
れ
る
。

（
15
）　

日
本
軍
の
戦
没
者
が
急
増
す
る
一
九
三
八
年
に
制
定
さ
れ
た
陸
軍
墓
地
規
則
第
三
条

に
「
戦
死
」「
戦
傷
死
」「
戦
病
死
（
戦
時
発
病
よ
り
三
年
以
内
に
死
亡
）」「
戦
時
に
公

務
に
従
事
し
て
死
亡
」
し
た
者
を
陸
軍
墓
地
に
埋
葬
す
る
と
規
定
。

（
16
）　

拙
稿
Ｃ
、
三
頁
。

（
17
）　

た
と
え
ば
前
掲
注
（
10
）
に
は
、
藤
田
大
誠
「
日
本
に
お
け
る
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰

研
究
の
現
状
と
課
題
」
が
収
録
さ
れ
研
究
史
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）　

訴
訟
を
支
援
し
た
立
場
の
も
の
と
し
て
は
田
中
伸
尚
『
反
忠

―
神
坂
哲
の
七
二
万

字
』（
一
葉
社
、一
九
九
六
年
）、籠
谷
次
郎
『
近
代
日
本
に
お
け
る
教
育
と
国
家
の
思
想
』

（
阿
吽
社
、一
九
九
四
年
）、批
判
し
た
立
場
の
も
の
と
し
て
大
原
康
男
『
忠
魂
碑
の
研
究
』

（
暁
書
房
、
一
九
八
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
19
）　

原
田
敬
一
「
陸
海
軍
墓
地
制
度
史
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第

一
〇
二
集
、
二
〇
〇
三
年
）
一
〇
七
頁
。
以
下
本
稿
で
は
陸
・
海
軍
墓
地
の
規
則
、
規

定
に
関
し
て
は
、
特
に
断
わ
ら
な
い
限
り
こ
の
論
文
か
ら
の
引
用
に
よ
る
。

（
20
）　

同
前
、
一
三
八
頁
。



日本軍が中国に建設した十三基の忠霊塔

（
56
）　

復
刻
版
『
満
州
建
国
十
年
史
』（
原
書
房
、
一
九
六
九
年
）。

（
57
）　

同
前
、
一
頁
、
瀧
川
政
次
郎
「
序
と
解
題
に
か
え
て
」。

（
58
）　

同
前
、
八
五
三
〜
八
五
四
頁
。

（
59
）　

磯
田
一
雄
他
編
『
在
満
日
本
人
用
教
科
書
集
成
』（
全
十
巻
）
が
柏
書
房
か
ら
復
刻
さ

れ
て
二
〇
〇
〇
年
か
ら
順
に
発
行
さ
れ
て
い
る
。

（
60
）　

大
原
康
男
、
前
掲
書
、
一
二
〇
〜
一
二
一
頁
。

（
61
）　

一
九
四
四
年
一
月
三
日
発
行
の
在
満
教
務
部
『
初
等
科
大
陸
事
情
』（
第
四
学
年
）
大

陸
教
科
用
図
書
株
式
会
社
に
掲
載
の
地
図
に
加
筆
し
た
も
の
。
こ
れ
以
後
は
巨
大
な
忠

霊
塔
を
建
設
で
き
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
も
の
が
最
終
段
階

の
所
在
地
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

（
62
）　

関
東
局
編
発
行
『
関
東
局
施
政
三
十
年
史
』（
一
九
三
六
年
）
二
二
五
頁
。

（
63
）　

大
原
康
男
、
前
掲
書
、
一
二
〇
頁
。

（
64
）　
「
忠
霊
顕
彰
会
寄
付
行
為
第
三
条
」
大
原
康
男
、
前
掲
書
、
一
二
〇
頁
所
引
。

（
65
）　

前
掲
『
満
州
建
国
十
年
史
』
八
五
三
頁
。

（
66
）　

大
原
康
男
、
前
掲
書
、
一
二
〇
頁
。

（
67
）　

前
掲
『
満
州
建
国
十
年
史
』
八
五
三
頁
。

（
68
）　

同
前
。

（
69
）　

た
と
え
ば
関
東
局
在
満
教
務
部
編
『
マ
ン
シ
ウ
』（
1
）
一
九
四
二
年
の
最
初
の
頁
に

新
京
忠
霊
塔
と
最
敬
礼
す
る
子
ど
も
た
ち
の
図
が
掲
載
さ
れ
、
次
の
四
点
を
子
ど
も
た

ち
に
考
え
さ
せ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
（
関
東
局
在
満
教
務
部
教
科
書

『
マ
ン
シ
ウ
―
／
教
師
用
』
一
九
四
二
年
）
七
一
頁
。

　
　

1
、
新
京
の
忠
霊
塔
で
あ
る
。

　
　

2
、
忠
霊
塔
に
は
殉
国
の
英
霊
を
祀
つ
て
あ
る
。

　
　

3
、
全
校
生
徒
が
真
心
を
込
め
て
感
謝
の
祈
を
捧
げ
て
い
る
。

　
　

4
、
英
霊
の
志
を
つ
い
で
り
つ
ぱ
な
皇
国
民
と
な
る
や
う
、
将
来
へ
の
覚
悟
に
お
よ
ぶ
。

（
70
）　

長
志
珠
絵
「『
過
去
』
を
消
費
す
る

―
日
中
戦
争
下
の
『
満
支
』
学
校
ツ
ー
リ
ズ
ム
」

（『
思
想
』
一
〇
四
二
号
、
二
〇
一
一
年
二
月
）
九
五
頁
。

（
39
）　

同
前
、
一
三
三
頁
。

（
40
）　

一
九
四
一
年
内
務
省
警
保
局
警
発
甲
第
一
七
八
号
警
保
局
長
、
神
社
局
長
通
牒
。

（
41
）　

一
九
四
一
年
陸
軍
省
令
第
二
十
八
号
。

（
42
）　

大
原
康
男
、
前
掲
書
、
一
四
二
〜
一
四
三
頁
。

（
43
）　

藤
原
彰
『
餓
死
し
た
英
霊
た
ち
』（
青
木
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
一
七
頁
。

（
44
）　

一
九
四
三
年
六
月
「
ガ
島
作
戦
参
加
部
隊
ノ
遺
骨
還
送
業
務
ニ
関
ス
ル
陸
軍
次
官
口

演
要
旨
」（『
陸
軍
成
規
類
聚
』）。

（
45
）　

拙
稿
Ｅ
、
一
二
五
〜
一
二
六
頁
。

（
46
）　

拙
稿
Ｃ
、
一
四
頁
。
各
新
聞
に
大
き
く
報
道
さ
れ
て
い
た
東
京
市
忠
霊
塔
の
仮
堂
落

成
に
つ
い
て
、『
朝
日
新
聞
』（
一
九
四
二
年
十
月
二
十
一
日
）
は
写
真
入
り
で
大
き
く

取
り
上
げ
て
い
る
が
、
そ
の
最
後
に
何
の
説
明
も
な
く
「
忠
霊
塔
自
体
の
建
設
は
一
時

見
合
せ
る
こ
と
に
な
つ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
以
後
各
新
聞
と
も
忠
霊
塔
に
関
す

る
報
道
は
減
少
し
忠
霊
塔
へ
の
募
金
の
記
事
は
掲
載
さ
れ
な
く
な
る
。

（
47
）　

一
九
四
三
年
陸
亜
普
第
一
八
六
四
号
「
戦
没
者
墓
碑
建
設
指
導
ニ
関
ス
ル
件
」。

（
48
）　

今
井
昭
彦
、
前
掲
書
、
三
二
五
〜
三
二
六
頁
。

（
49
）　

ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
編
集
『
忠
霊
塔
図
案
集
』（
大
日
本
忠
霊
顕
彰
会
、
一
九
四
〇
年
）
奥

付
上
部
所
収
「
大
日
本
忠
霊
顕
彰
会
の
運
動
」。

（
50
）　

菱
刈
隆
述
『
忠
霊
塔
物
語
』（
童
話
春
秋
社
、
一
九
四
二
年
）
一
三
五
〜
一
四
七
頁
。

（
51
）　

同
前
、
一
四
五
頁
。

（
52
）　

大
原
康
男
、
前
掲
書
、
一
一
九
頁
。

（
53
）　

菱
刈
隆
、
前
掲
書
、
七
一
頁
。

（
54
）　

同
前
、
七
四
頁
。

（
55
）　

牡
丹
江
に
は
忠
霊
塔
は
建
設
さ
れ
な
か
っ
た
。『
忠
霊
塔
物
語
』
の
発
行
は
一
九
四
二

年
十
月
二
十
五
日
で
あ
っ
た
。
当
時
の
印
刷
・
製
本
技
術
か
ら
考
え
て
半
年
以
上
前
に

原
稿
を
書
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
一
九
四
一
年
後
半
か
四
二
年
初
め
に
は
牡
丹
江
に

忠
霊
塔
建
設
予
定
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
単
純
な
誤
記
だ
っ
た
可
能
性
も
あ

る
。
実
際
は
一
九
四
二
年
九
月
に
海ハ

イ
ラ
ル

拉
爾
に
建
設
さ
れ
た
。



（
92
）　

同
前
、
一
〇
〇
〜
一
〇
一
頁
。

（
93
）　

辻
子
実
、
前
掲
書
、
二
二
八
頁
。

（
94
）　

前
掲
『
忠
霊
塔
物
語
』
一
一
〇
頁
。

（
95
）　

前
掲
『
満
州
建
国
十
年
史
』
八
五
四
頁
。

（
96
）　

同
前
所
収
「
序
と
解
題
に
か
え
て
」
一
頁
。

（
97
）　

内
務
省
警
保
局
長
発
甲
第
一
七
八
号
警
保
局
長
・
神
社
局
長
通
牒
。

（
98
）　

本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
で
管
見
の
範
囲
で
挙
げ
て
い
る
が
、
未
完
に
終
わ
っ
た
京
都

忠
霊
塔
の
建
設
事
情
を
解
明
し
た
橘
尚
彦
「「
京
都
忠
霊
塔
」
の
計
画
と
展
開
」（『
京
都

民
俗
』
第
二
十
四
号
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
完
成
し
な
か
っ
た
忠
霊
塔
に
関
す
る
研
究

の
進
展
も
注
目
さ
れ
る
。

（
99
）　

筆
者
は
中
国
に
日
本
軍
が
建
設
し
た
忠
霊
塔
に
つ
い
て
判
明
し
た
こ
と
を
拙
稿
Ｆ
、

Ｈ
で
公
表
し
た
。
こ
れ
を
機
に
抜
け
て
い
た
部
分
に
つ
い
て
情
報
の
提
供
を
得
る
一
方
、

ご
批
判
も
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
ら
も
組
み
込
ん
で
本
稿
を
作
成
し
た
。

（
100
）　

前
掲
『
忠
霊
塔
物
語
』
一
二
六
頁
。

（
101
）　

前
掲
『
忠
霊
塔
図
案
集
』
奥
付
上
部
。

（
102
）　

同
前
。

（
103
）　

前
掲
『
忠
霊
塔
物
語
』
一
二
九
頁
。

（
104
）　
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
三
九
年
七
月
二
十
九
日
。

（
105
）　

藤
原
彰
『
日
中
全
面
戦
争
』（
昭
和
の
歴
史
第
五
巻
、
小
学
館
、
一
九
八
八
年
）
八
八

〜
一
〇
〇
頁
。

（
106
）　

鄧
珂
「
華
北
臨
時
政
府
成
立
の
て
ん
ま
つ
」
大
沼
正
博
訳
『
北
京
の
日
の
丸
』（
岩
波

書
店
、
一
九
九
一
年
）
五
頁
。

（
107
）　

同
前
、
七
頁
。

（
108
）　

前
掲
『
忠
霊
塔
物
語
』
二
〇
六
頁
。

（
109
）　

関
績
文
「
日
軍
侵
華
期
間
在
北
平
西
郊
的
忠

塔
与
靖
国
神
社
」（『
北
京
文
史
資
料  

第
五
十
二
輯

―
紀
念
抗
日
戦
争
勝
利
五
十
周
年
』
一
九
九
五
年
十
二
月
）。

（
110
）　

筆
者
抄
訳
、
朴
錦
玉
補
訳
。

（
71
）　

同
前
、
一
一
三
〜
一
一
四
頁
。

（
72
）　

同
前
、
一
一
五
頁
。

（
73
）　

同
前
。

（
74
）　

同
前
。

（
75
）　

同
前
。

（
76
）　

前
掲
『
忠
霊
塔
物
語
』
一
一
五
頁
。

（
77
）　
『
国
史
大
辞
典
』
第
十
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）
に
よ
る
と
「
神
社
に
お
い

て
神
聖
な
区
域
を
示
す
た
め
に
造
ら
れ
る
施
設
」
と
あ
る
。

（
78
）　

前
掲
『
忠
霊
塔
物
語
』
一
二
〇
頁
。

（
79
）　

同
前
、
一
二
〇
〜
一
二
一
頁
。

（
80
）　

同
前
、
八
九
〜
九
〇
頁
。

（
81
）　

同
前
、
八
二
〜
八
三
頁
。

（
82
）　

大
原
康
男
、
前
掲
書
、
一
一
九
頁
。

（
83
）　

前
掲
『
忠
霊
塔
物
語
』
の
六
二
〜
七
〇
頁
に
「
五  
忠
霊
塔
の
起
源
」
を
記
述
し
、

国
内
の
忠
霊
塔
の
起
源
と
し
て
「
満
州
」
の
九
基
の
忠
霊
塔
を
挙
げ
て
い
る
。

（
84
）　

大
原
康
男
、
前
掲
書
、
一
一
九
頁
。

（
85
）　

辻
子
実
『
侵
略
神
社
』（
新
幹
社
、
二
〇
〇
三
年
）
口
絵
掲
載
写
真
。

（
86
）　

在
満
日
本
教
育
会
教
科
書
編
集
部
編
『
満
州
補
充
読
本
』
高
一
の
巻
、
一
九
四
〇
年

十
月
発
行
の
五
五
〜
六
四
頁
。

（
87
）　

同
前
、
四
の
巻
、
六
五
〜
六
六
頁
。

（
88
）　

満
州
国
史
編
纂
刊
行
会
編
『
満
州
国
史
』
各
論
（
財
団
法
人
満
蒙
同
胞
援
護
会
、

一
九
七
一
年
）
一
一
一
七
頁
。

（
89
）　

拙
稿
Ｄ
、
一
三
四
頁
。

（
90
）　

秦
郁
彦
編
『
日
本
陸
海
軍
総
合
事
典
（
第
二
版
）」（
東
京
大
学
出
版
会
、二
〇
〇
五
年
）

に
よ
る
と
、
陸
軍
大
将
菱
刈
隆
は
一
九
三
〇
年
六
月
〜
三
一
年
八
月
と
一
九
三
三
年
七

月
〜
一
九
三
四
年
十
二
月
の
二
度
に
わ
た
り
関
東
軍
司
令
官
に
就
任
し
た
。

（
91
）　

前
掲
『
忠
霊
塔
物
語
』
七
五
〜
七
六
頁
。



日本軍が中国に建設した十三基の忠霊塔

（
126
）　

森
久
男
『
日
本
陸
軍
と
内
蒙
工
作
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
九
年
）
一
四
三
〜
一
四
四
頁
。

（
127
）　

前
掲
、
藤
原
彰
『
日
中
全
面
戦
争
』
五
九
〜
六
一
頁
。

（
128
）　

保
阪
正
康
『
東
条
英
機
と
天
皇
の
時
代
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
一
六
九
〜

一
七
〇
頁
。

（
129
）　

同
前
、
一
八
六
頁
。

（
130
）　

森
山
康
平
『
図
説
日
中
戦
争
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
一
頁
で
は
、
一

体
的
支
配
に
関
東
軍
が
執
着
し
た
の
は
共
産
勢
力
の
阻
止
と
同
時
に
、
鉱
石
や
ア
ヘ
ン

が
入
手
で
き
る
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
131
）　

中
嶋
万
蔵
『
徳
王
と
と
も
に
』（
私
家
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
五
頁
。

（
132
）　

小
林
元
裕
「
蒙
疆
の
日
本
人
居
留
民
」『
日
本
の
蒙
疆
占
領
』（
研
文
出
版
、
二
〇
〇
七

年
）
二
〇
七
頁
。

（
133
）　

防
衛
庁
防
衛
研
究
所
戦
史
室
編
『
北
支
の
治
安
戦
（
1
）』（
朝
雲
新
聞
社
、
一
九
六
八

年
）
五
一
頁
。

（
134
）　
『
蒙
疆
新
聞
』
成
吉
思
汗
紀
元
七
百
三
十
四
年
、
民
国
二
十
七
年
・
昭
和
十
四
年

（
一
九
三
九
）
九
月
二
日
、
第
三
八
八
号
。

（
135
）　

同
前
。
同
紙
に
は
「
蒙
古
聯
合
自
治
政
府
成
立
宣
言
」「
施
政
綱
領
」「
組
織
大
綱
」

な
ど
が
掲
載
さ
れ
、
政
府
機
関
紙
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
136
）　

柴
田
善
雅
「
日
本
の
蒙
疆
支
配
体
制
」
前
掲
『
日
本
の
蒙
疆
占
領
』
五
六
頁
。

（
137
）　

蒙
疆
新
聞
社
編
・
発
行
『
蒙
疆
年
鑑
』（
一
九
四
三
年
十
二
月
三
十
日
発
行
）
一
〇
五

頁
。

（
138
）　

森
久
男
訳
『
徳
王
自
伝
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
訳
者
解
説
「
徳
王
は
日
本
の

傀
儡
で
あ
っ
た
の
か
」
で
、
結
局
は
傀
儡
と
し
て
扱
わ
れ
た
が
、
徳
王
を
は
じ
め
モ
ン

ゴ
ル
の
近
代
化
と
独
立
を
願
う
運
動
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
に
共
感
し

て
人
生
を
賭
し
た
日
本
人
た
ち
が
い
た
こ
と
も
事
実
の
一
面
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
四
九
八
〜
五
〇
二
頁
。

（
139
）　

西
澤
泰
彦
『
日
本
植
民
地
建
築
論
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）
四
〇
八
〜

四
〇
九
頁
。

（
111
）　

秦
郁
彦
、
前
掲
書
、
三
二
五
頁
。

（
112
）　

山
田
辰
雄
編
『
近
代
中
国
人
名
辞
典
』（
霞
山
会
、
一
九
九
五
年
）
一
一
六
二
〜

一
一
六
三
頁
。

（
113
）　

建
設
総
署
北
京
市
建
設
工
程
局
調
整
『
北
京
市
東
西
郊
新
市
街
地
図
』（
出
版
者
不
明
、

一
九
四
〇
年
）。

（
114
）　

上
海
市
档
案
館
編
『
日
軍
占
領
時
期
的
上
海
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）

一
九
一
頁
。

（
115
）　

筆
者
訳
、
范
青
峰
補
訳
。

（
116
）　

一
九
三
七
年
八
月
十
三
日
、
上
海
で
日
中
両
軍
が
交
戦
し
第
二
次
上
海
事
変
が
始

ま
っ
た
衝
突
を
指
す
。

（
117
）　

大
原
康
男
、
前
掲
書
、
一
二
四
頁
。

（
118
）　
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
三
九
年
八
月
四
日
。

（
119
）　

内
閣
情
報
部
『
写
真
週
報
』
第
一
三
二
号
（
一
九
四
〇
年
九
月
四
日
）
に
よ
る
と
上

海
広
中
路
広
場
の
表
忠
塔
に
は
、
居
留
民
一
同
か
ら
十
数
万
円
の
募
金
が
寄
せ
ら
れ
、

図
10
に
見
る
よ
う
に
学
徒
も
動
員
し
た
勤
労
奉
仕
が
組
織
・
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
報
じ

ら
れ
て
い
る
。

（
120
）　

同
盟
通
信
社
『
同
盟
写
真
特
報
』
一
九
四
二
年
七
月
十
五
日
号
。

（
121
）　

吉
田
裕
『
天
皇
の
軍
隊
と
南
京
事
件
』（
青
木
書
店
、
一
九
八
五
年
）
四
〇
〜
四
一
頁
。

（
122
）　
『
少
年
俱
楽
部
』（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、一
九
四
一
年
七
月
号
）
巻
頭
カ
ラ
ー
ペ
ー

ジ
「
忠
霊
塔
」。
描
い
た
田
中
良
の
挿
絵
は
少
年
た
ち
に
人
気
が
あ
り
、
こ
れ
を
模
し
て

絵
を
描
く
こ
と
が
少
年
た
ち
の
間
で
流
行
し
た
と
い
う
。
そ
う
い
う
形
で
忠
霊
塔
が
少

年
た
ち
に
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

（
123
）　

二
〇
一
一
年
八
月
十
九
日
、
筆
者
が
張
家
口
で
安
俊
杰
氏
か
ら
聞
き
取
っ
た
メ
モ
に

よ
る
。
安
氏
は
張
家
口
市
の
元
幹
部
で
あ
り
、
現
状
に
つ
い
て
も
詳
し
く
話
を
聞
く
こ

と
が
で
き
た
。

（
124
）　

前
掲
、
藤
原
彰
『
日
中
全
面
戦
争
』
五
八
頁
。

（
125
）　

同
前
、
五
九
頁
。



（
149
）　

前
掲
『
蒙
疆
年
鑑
』
三
六
九
頁
。

（
150
）　

本
康
宏
史
、
前
掲
書
、
三
〇
六
頁
。

（
151
）　

拙
稿
Ｆ
、
一
一
四
頁
。

（
152
）　

前
掲
『
忠
霊
塔
物
語
』
一
二
八
〜
一
二
九
頁
。

（
153
）　

前
掲
、
藤
原
彰
『
日
中
全
面
戦
争
』
二
七
七
〜
二
七
九
頁
。

（
154
）　

同
前
。

（
155
）　

内
閣
情
報
局
『
写
真
週
報
』
第
二
〇
九
号
、
一
九
四
二
年
二
月
五
日
。

（
156
）　

情
報
局
編
・
発
行
『
写
真
週
報
』
第
二
四
二
号
、
一
九
四
二
年
十
月
十
四
日
、
三
頁
。

（
157
）　
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
四
二
年
十
月
一
日
。

（
158
）　

立
命
館
大
学
名
誉
教
授
赤
澤
史
朗
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
159
）　
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
三
九
年
七
月
二
日
。

（
160
）　

前
掲
、
原
田
敬
一
『
兵
士
は
ど
こ
へ
行
っ
た
』
七
四
〜
七
八
頁
。

（
161
）　

前
掲
『
満
州
国
史
』
総
論
、
八
〇
七
頁
。

（
162
）　

こ
の
吉
田
外
務
大
臣
の
返
事
が
い
つ
出
さ
れ
た
も
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
吉
田
茂
が

外
務
大
臣
で
あ
っ
た
の
は
東
久
邇
宮
内
閣
（
一
九
四
五
年
八
月
十
七
日
〜
十
月
九
日
）、

幣
原
喜
重
郎
内
閣
（
一
九
四
五
年
十
月
九
日
〜
一
九
四
六
年
五
月
二
十
二
日
）、
第
一
次

吉
田
茂
内
閣
（
兼
任
一
九
四
六
年
五
月
二
十
二
日
〜
一
九
四
七
年
五
月
二
十
四
日
）
な

ど
で
あ
る
が
、
内
容
か
ら
考
え
る
と
東
久
邇
宮
内
閣
時
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。

（
163
）　

稲
垣
武
『
内
蒙
古
・
邦
人
四
万
人
奇
跡
の
脱
出
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
一
九
八
一
年
）

に
詳
し
い
。

（
164
）　

西
澤
泰
彦
、
前
掲
書
、
四
一
〇
〜
四
一
一
頁
。

（
165
）　

今
井
昭
彦
、
前
掲
書
、
四
〇
七
頁
。

（
166
）　

藤
田
大
誠
「
近
代
日
本
に
お
け
る
「
怨
親
平
等
」
観
の
系
譜
」（『
明
治
聖
徳
記
念
學

會
紀
要
』
復
刊
第
四
十
四
号
、
錦
正
社
、
二
〇
〇
七
年
）
一
一
七
頁
注
（
25
）。

（
140
）　

前
掲
『
蒙
疆
年
鑑
』
三
六
八
〜
三
六
九
頁
。

（
141
）　

忠
霊
塔
の
建
設
場
所
に
つ
い
て
は
、
内
務
省
警
保
局
長
発
第
十
号
通
牒
（
一
九
三
九

年
二
月
二
日
各
地
方
長
官
宛
）「
支
那
事
変
ニ
関
ス
ル
碑
表
建
設
ノ
件
」
に
「
忠
霊
塔
ニ

関
シ
テ
ハ
墓
地
及
埋
葬
取
締
規
則
ニ
拠
ラ
シ
ム
ル
ヘ
キ
モ
、
地
域
ノ
設
定
ニ
付
テ
ハ
之

カ
規
制
緩
和
ニ
付
適
当
ニ
考
慮
シ
得
ル
コ
ト
、
尚
遺
骨
ヲ
納
メ
サ
ル
記
念
碑
ニ
付
テ
ハ
、

神
社
ノ
尊
厳
及
風
致
ヲ
害
セ
サ
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
、
府
県
社
以
下
ノ
神
社
境
内
ニ
ハ
之
ヲ

建
設
ス
ル
モ
支
障
ナ
キ
コ
ト
」
と
述
べ
一
定
の
規
制
緩
和
を
認
め
た
が
、
神
社
と
忠
霊

塔
が
同
一
境
内
に
並
び
立
つ
こ
と
は
想
定
外
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
内
務
省
の
権
限
の

及
ば
な
い
戦
地
に
は
、
顕
彰
会
の
意
図
が
直
截
に
示
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
142
）　

鶴
留
エ
マ
「
張
家
口
恋
日
」（
日
本
張
家
口
の
会
『
塞
外
文
化
』
第
七
十
四
号
、

二
〇
一
一
年
一
月
）。

（
143
）　

察
哈
尓
烈
士
陵
園
管
理

『
察
哈
尓
烈
士
陵
園
簡
介
』
二
〇
一
一
年
。

（
144
）　

二
〇
一
一
年
八
月
二
十
日
に
北
京
で
検
索
し
た
時
の
情
報
。
日
本
に
帰
っ
て
か
ら
再

度
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
る
と
、
前
後
の
記
事
は
閲
覧
で
き
た
が
蒙
疆
忠
霊
塔
に

関
す
る
部
分
は
削
除
さ
れ
て
い
た
。

（
145
）　

前
掲
『
蒙
疆
年
鑑
』
八
一
頁
。

（
146
）　

西
山
秀
雄
「
蒙
疆
忠
霊
顕
彰
会
の
こ
と
」（
ら
く
だ
会
編
・
発
行
『
高
原
千
里
』

一
九
七
三
年
）
三
五
〇
頁
。

（
147
）　

前
掲
『
蒙
疆
年
鑑
』
三
六
九
頁
に
は
「
総
工
費
五
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
で
、
戦
後

三
十
年
た
っ
て
記
憶
を
頼
り
に
記
さ
れ
た
西
山
氏
の
合
計
七
十
五
万
円
は
記
憶
違
い
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
総
務
庁
は
蒙
疆
忠
霊
顕
彰
会
を
担
当
し
て
い
た
の
で
拠
出
先
の
分

担
金
は
記
憶
に
残
る
。
募
金
総
額
が
二
十
万
円
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

（
148
）　
「
一
日
戦
死
」
と
は
顕
彰
会
が
提
唱
し
、
国
内
の
募
金
運
動
で
推
奨
さ
れ
た
方
法
。
銃

後
の
日
常
生
活
が
平
穏
に
過
ご
せ
る
の
は
大
日
本
帝
国
の
た
め
に
生
命
を
投
げ
出
し
た

将
兵
の
お
蔭
だ
か
ら
、
そ
の
お
礼
に
一
か
月
に
一
日
戦
死
し
た
と
思
っ
て
そ
の
日
の
収

入
を
忠
霊
塔
建
設
の
募
金
に
ま
わ
す
と
い
う
呼
び
か
け
で
、
多
額
の
募
金
を
多
く
の

人
々
か
ら
集
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。


